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令和７年第３回美里町議会定例会会議録（第１号） 

令和 ７ 年 ９ 月 ８ 日（月） 

午 前 １０時００分 開 会  

１．議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員指名 ７番 濱田憲治 議員  ８番 福田秀憲 議員 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告   (１)議長 

              (２)町長 

              (３)総務文教常任委員会 

              (４)産業厚生常任委員会 

              (５)監査委員 

              (６)宇城広域連合議会議員 

 日程第４ 町長提出議案の一括上程（議案第53号から議案第75号及び報告第３号から 

      報告第５号） 

 日程第５ 町長提出議案の提案理由説明 

 日程第６ 議案第53号  専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第４ 

             号））の報告及び承認を求めることについて 

 日程第７ 議案第54号  専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第５ 

             号））の報告及び承認を求めることについて 

 日程第８ 議案第55号  専決処分事項（令和７年度美里町生活排水事業会計補正予 

             算（第１号））の報告及び承認を求めることについて 

 日程第９ 議案第56号  専決処分事項（令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予 

             算（第１号））の報告及び承認を求めることについて 

 日程第10 議案第57号  美里町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例の制 

             定について 

 日程第11 議案第58号  美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び美里町職 

             員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定 

             について 

 日程第12 議案第59号  美里町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第13 議案第60号  美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部 

             を改正する条例の制定について 

 日程第14 議案第61号  美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号 

             の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個 

             人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定に 
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             ついて 

 日程第15 議案第62号  令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第16 議案第63号  令和６年度美里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 

 日程第17 議案第64号  令和６年度美里町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

 日程第18 議案第65号  令和６年度美里町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

 日程第19 議案第66号  令和６年度美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

 日程第20 議案第67号  令和６年度美里町生活排水事業会計決算の認定について 

 日程第21 議案第68号  令和６年度美里町簡易水道事業会計決算の認定について 

 日程第22 報告第３号  令和６年度美里町財政健全化判断比率及び資金不足比率の 

             報告について 

 日程第23        監査委員の意見書説明 

 日程第24 議案第69号  令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第25 議案第70号  令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

             号） 

 日程第26 議案第71号  令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

 日程第27 議案第72号  令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第28 議案第73号  令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

             号） 

 日程第29 議案第74号  令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第２号） 

 日程第30 議案第75号  令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

 

２．出席議員（１０名） 

     １番  村 﨑 公 一 君       ２番  平 野 保 弘 君 

     ３番  吉 住 淳 一 君       ４番  隈 部   寛 君 

     ５番  髙 田 美千子 君       ６番  坂 田 竜 義 君 

     ７番  濱 田 憲 治 君       ８番  福 田 秀 憲 君 

     ９番  今 田 政 行 君       10番  上 田   孝 君 

 

３．欠席議員（なし） 
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４．説明のため出席した者 

 町 長  上 田 泰 弘 君   副 町 長  吉 住 慎 二 君 

 教 育 長  宮 嵜 幸 仁 君   総 務 課 長  坂 村   浩 君 

 美しい里創生課長  澤 山   誠 君   税 務 課 長  松 永 栄 作 君 

 住民生活課長  宮 﨑 博 文 君   福 祉 課 長  谷 口 信 也 君 

 健康保険課長  中 川 利 加 君   農業政策課長  西 寺   清 君 

 森づくり推進課長  安 達 浩 一 君   建 設 課 長  富 永 英 司 君 

 上下水道課長  酒 井 博 文 君   会 計 課 長  長 井 一 浩 君 

 学校教育課長  中 川 幸 生 君   社会教育課長  松 村 昭 則 君 

 こども応援課長  隈 部 尚 美 君 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 長  立 道   誠 君   書 記  福 田 咲 文 君 

 



 

－6－ 

開会  午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 改めまして、おはようございます。 

   ただいまから令和７年第３回美里町議会定例会を開会します。 

   本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員指名 

○議長（上田 孝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、７番、濱田憲治議員、８

番、福田秀憲議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（上田 孝君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

   ８月２６日に議会運営委員会が開催されていますので、議会運営委員長の報告を

求めます。議会運営委員会、今田政行委員長。 

○議会運営委員長（今田政行君） おはようございます。議会運営委員会を開いてお

りますので、その報告を申し上げます。 

   令和７年９月８日、美里町議会議長、上田孝様。 

   令和７年第３回美里町議会運営委員会報告。 

   ８月２６日、午前１０時より、中央庁舎議会委員会室におきまして、令和７年第

３回議会運営委員会を開催しましたので、その報告をいたします。 

   出席者は、議会より上田議長、濱田総務文教常任委員長、坂田産業厚生常任委員

長、福田委員、髙田委員と私、今田、執行部より上田町長、吉住副町長、坂村総務

課長、事務局より立道事務局長、福田主査出席の下、開会をいたしました。 

   議題といたしまして、（１）執行部提出議案について、（２）議員提出議案（請

願、陳情、意見書等）について、（３）一般質問について、（４）日程・会期等に

ついて、（５）その他を議題としました。 

   まず、（１）執行部提出議案について。専決処分、補正予算４件、条例関係５件、

決算関係７件、補正予算７件、その他３件、合計２６件の説明を受けました。 

   次に、（２）議員提出議案（請願、陳情、意見書等）について。陳情書１件の受

付がありましたので、受理し、皆様にお配りをしたところであります。 

   次に、（３）一般質問について。今回は、常任委員会代表質問とし、産業厚生常

任委員会より坂田竜義議員、総務文教常任委員会より平野保弘議員から通告があり、

抽選の結果、１番、坂田竜義議員、２番、平野保弘議員の順番に決定いたしました。 
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   次に、（４）日程・会期等について。会期予定表のとおり、９月８日月曜日より

９月１１日木曜日までの４日間とする会期としました。日程の内容につきましては、

議案集の「令和７年第３回美里町議会定例会会期予定表」のとおりであります。 

   議会初日、本日は、令和７年第３回美里町議会定例会議事日程により、日程第３、

諸般の報告、次に、日程第４、町長提出議案の一括上程（議案第５３号から議案第

７５号及び報告第３号から報告５号）を上程し、日程第５、町長提出議案の提案理

由説明の後、日程第６、議案第５３号「専決処分事項（令和７年度美里町一般会計

補正予算（第４号））の報告及び承認を求めることについて」から日程第１４、議

案第６１号「美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」までを、内容説明の後、質疑・討論・採決を行いま

す。 

   次に、日程第１５、議案第６２号「令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認

定について」から日程第２１、議案第６８号「令和６年度美里町簡易水道事業会計

決算の認定について」までを、内容説明のみを行い、質疑・討論・採決は議会最終

日に行います。 

   次に、日程第２２、報告第３号「令和６年度美里町財政健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について」及び日程第２３、監査委員の意見書説明の後、日程第２

４、議案第６９号「令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号）」から日程第３

０、議案第７５号「令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」まで

を内容説明のみ行い、質疑・討論・採決は議会最終日に行います。 

   終了後は散会といたします。 

   議会２日目、９月９日火曜日は、午後１時から一般質問を行います。質問順につ

いては、坂田竜義議員、平野保弘議員の順番で行い、一般質問が終わり次第、散会

といたします。 

   議会３日目、９月１０日水曜日は休会とし、各常任委員会開催の予定となってお

ります。 

   議会最終日、９月１１日木曜、各常任委員会委員長の報告及び質疑を行います。

その後、議案第６２号「令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定について」

から議案第７５号「令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」まで

を再度上程し、内容説明は終わっていますので、質疑・討論・採決を行います。 

   次に、報告第４号「有限会社石段の郷中央の経営状況報告について」から報告第

５号「株式会社美里まちづくり公社の経営状況報告について」の説明を受け、その

後、議員派遣の件、各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件、議会運営委
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員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件を協議し、閉会の予定となっております。 

   以上、８月２６日火曜日に行われました美里町議会運営委員会の報告といたしま

す。 

   美里町議会運営委員会委員長、今田政行。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議会運営委員長の報告を終わります。 

   お諮りします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、会期は、本日９月８日

から９月１１日までの４日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、会期は、本日９月８日から９月１１日までの４日間に決定しま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（上田 孝君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   まず、議長から６月定例会以降の報告を行います。一覧はシステムに入っており

ますので、主なものだけ報告します。 

   まず、６月９日、定例会の散会後、正副議長室におきまして、主要地方道小川嘉

島線道路整備促進期成会の令和６年度収支決算監査を行っております。 

   ６月１０日は、委員会室において、第６回の議会全員協議会に議員の皆様と共に

出席しております。 

   ６月２３日、砥用庁舎におきまして、美里町社会福祉協議会の理事会に出席して

おります。 

   ７月１日、砥用庁舎におきまして、ランタンフェスティバルの実行委員会に出席

しております。 

   ７月２日、中央庁舎の大会議室で椎葉矢部砥用線の期成会総会に出席し、その後、

全員協議会、またその後に議会モニターとの意見交換会に議員の皆さんと共に出席

しております。 

   ７月１０日は、球磨郡の錦町におきまして、令和７年度三期成会及び川辺川ダム

建設促進協議会の幹事会に出席しております。 

   ７月２２日は、令和７年度の町村議会正副委員長研修会に委員長並びに副議長と

共に出席しております。 

   ７月２９日は、宇城広域連合の臨時会に濱田議員と共に出席したところでござい

ます。 
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   ８月４日は、議員の皆様と共に、常任委員会合同研修ということで、岡山県のほ

うに皆様と共に出向いております。 

   ８月７日は、ランタンフェスティバルの実行委員会に出席しております。 

   ８月８日は、熊本県町村議会議長会の第２回の理事会がオンラインで行われまし

たので、正副議長室で出席したところでございます。 

   ８月１２日は、委員会室におきまして、第８回の議会全員協議会に出席しており

ます。 

   ８月１８日は、災害の現地視察ということで、金子衆議院議員が来られましたの

で、そちらのほうに副議長並びに常任委員長と共に対応しております。 

   ８月２０日は、第９回の議会全員協議会に出席しております。その後、令和７年

度町村議会正副議長研修会に副議長と共に出席したところでございます。 

   ８月２３日は、宇城広域連合の三角分署起工式が行われましたので、出席してお

ります。 

   ８月２６日、第３回の議会運営委員会がございましたので、委員の皆様と共に出

席したところでございます。 

   ８月３０日は、美里ベースボールクラブ招待大会がございましたので、出席して

おります。その後、中野国土交通大臣が豪雨災害の現地視察を行われましたので、

そちらのほうに同行しております。 

   ９月の４日、第４回のランタンフェスティバル実行委員会がございましたので、

そちらのほうに出席したところでございます。 

   以上で、議長の報告を終わります。 

   次に、町長に行政報告を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） それでは、６月定例会後の私の諸般の報告をさせていただき

ます。データはパッドのほうに出ていると思います。主なものだけ報告をさせて

いただきます。６月１０日です。令和７年第６回の全員協議会に出席をいたして

おります。 

   そして、６月２３日、美里町社会福祉協議会の評議員会、その後、また美里町社

会福祉協議会の理事会に、それぞれ出席をいたしております。 

   ６月２６日、九州治山林道協議会で国への要望活動ということで、今、熊本県が

九州の幹事県でありますので、九州の幹事県として国へ要望活動を行っております。 

   ６月２８日、令和７年度宇城保育園連盟定期総会並びに講演会に出席をしており

ます。 

   ７月の１日、社会を明るくする運動の趣意書伝達式、そして午後からは、令和７

年度第２回ランタンフェスティバルの実行委員会に出席をしております。 
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   ７月の２日、令和７年第７回の美里町議会の全員協議会に出席をしております。 

   ７月の９日、令和７年度熊本県簡易水道協会の第１回の要望活動ということで、

県の会長として要望活動を行っております。 

   ７月の１６日、山江村の村内にあります体育館の空調施設を視察したところでご

ざいます。 

   ７月２３日、宇城地域肉用牛振興協議会の総会に出席をしております。 

   ７月の２９日、令和７年度第１回宇城広域連合議会の臨時会に出席をしておりま

す。 

   ７月３０日、令和７年度第１回緑川改修期成会の要望活動、東京のほうで上京い

たしまして要望活動を行っております。 

   ８月の６日、宇城・上益城地域統一畜産共進会の実行委員会の総会に出席をして

おります。 

   ８月の７日、令和７年度第３回ランタンフェスティバルの実行委員会に出席し、

午後からは、令和７年度全国過疎地域連盟熊本県支部の総会ということで、支部長

として出席をいたしております。 

   ８月の８日、部落解放第３７回熊本県の研究集会、第１回の実行委員会、今年は

宇城地域で開催されますので、その実行委員会に出席をいたしております。 

   ８月の９日、第５２回宇城地区人権教育研究大会に出席をいたしております。 

   ８月の１１日、８月豪雨災害に伴う第１回の災害対策本部会議を開催しておりま

して、その後、先週まで２２回開催をいたしております。 

   ８月の１５日、令和７年（第５４回）熊本県戦没者追悼式に出席をいたしており

ます。 

   ８月の１８日、金子衆議院議員の豪雨災害の現地視察に同行いたしております。 

  また、午後からは、治山林道協会の第１回の理事会に県の会長として出席をいたし

ております。 

   ８月の１９日、木村知事が美里町の豪雨災害を視察されましたので、その視察に

同行いたしております。 

   ８月の２０日、令和７年第９回の議会全員協議会に出席をいたしております。 

   ８月の２６日、令和７年第３回議会運営委員会に冒頭出席をさせていただいて、

ご挨拶をさせていただいた後に退席をさせていただきまして、木村知事と豪雨災害

に係る緊急要望に関するオンラインの意見交換会に出席をいたしております。 

   ８月の２７日、令和７年度、これは令和６年度分の決算審査の意見書提出を受け

ております。 

   ８月の３０日、中野国土交通大臣豪雨災害の現地視察に同行をいたしております。 
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   ９月の３日、熊本県治山林道協会の通常総会に出席し、９月の４日、令和７年度

第４回ランタンフェスティバルの実行委員会に出席をしております。 

   以上、主なものをご報告させていただきます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

   次に、総務文教常任委員長に報告を求めます。総務文教常任委員会、濱田憲治委

員長。 

○７番（濱田憲治君） おはようございます。令和７年総務文教及び産業厚生常任委

員会の合同研修の報告をいたしたいと思います。 

   ７年８月４日月曜日から６日水曜日まで、岡山県美咲町と真庭市を訪れておりま

す。 

   参加者は、総務文教常任委員会５名、産業厚生委員会５名でございます。執行部

から、吉村農業政策係長と福田議会事務局主査が来ていただいております。 

   視察場所としまして、岡山県久米郡美咲町、この中の大垪和西棚田、多世代交流

拠点、義務教育学校美咲町立柵原学園であります。そして、真庭市の吉縁起村を視

察しております。 

   岡山県美咲町について簡単に述べます。 

   ２００５年、平成１７年に３町、中央町、旭町、柵原町が合併し、誕生した町で

ございます。岡山県のほぼ中央部に位置している町で、町の総面積は２３２.１７

キロ平方メートル、その６割を山林が占め、東西に５０キロにも及ぶ面積でありま

す。 

   つなぐ棚田遺産、日本の棚田百選にも選ばれている地区があり、卵かけご飯発祥

の地としてまちおこしをされている町であります。 

   人口は、合併当初１万６,５００人でありましたが、２０２０年の国勢調査の結

果では１万３,０５３人となり、岡山県内で一番減少率が最も高い自治体であると

いうことでした。 

   ２０２４年度の当初予算として、１３９億６００万円でございます。 

   町の公共施設の考え方として、複数の施設を統合し、充実させる、町の在り方を

人の在り方にどうやって合わせるか、単に風呂敷を畳むだけでは単なる収縮、シュ

リンクであり、住民の生活を守る、必要なものは残す、さらに充実をさせる、収縮

プラス賢く、イコール賢く収縮するスマートシュリンクを実施されております。 

   公有財産マネジメント公共施設の維持管理については、公共施設の床面積が１０

９.００９平方メートルあり、平成２８年公共施設等総合管理計画策定時において

は、町民の１人当たり７.１９平方メートルであり、全国平均が３.４２平方メート

ルの２倍以上となっていると説明がありました。 
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   公共施設の維持管理については、今後４０年間の更新費用、年平均１１.３億円

が必要との試算で、年平均の差額５.２億円の縮小が必要であるとされております。

施設の再編・統合をやらざるを得ない状況であるということでした。 

   公共施設の基本的な考え方として、新築は、機能・サービスの集約と複合化、新

築は、シンプル・簡素、コンパクト・縮小、フレキシブル・柔軟、ローライフサイ

クルコスト・生涯費用の縮減を目指されております。 

   旧施設・建物は、町の直営、委託、指定管理は運営しないということをされてい

ます。旧施設・建物は、処分、売却、解体するということに持っていっておられま

す。 

   ここからは、総務文教常任委員会が所管するところの報告をいたします。 

   まず、旭地域多世代交流拠点施設、旭義務教育学校が開設され、旭小学校が閉校

となり、残された校舎を活用され、施設には旭総合支所、西川診療所、図書館、保

健センター、町民センター、岸田吟香祈念館、子ども第三の居場所、コワーキング

スペース、体育館を多目的スペースとして構成されている施設であります。 

   旭地域に選定した理由では、旧旭町の地域は、人口減少が町内でも著しく、こど

もの数も激減していること、起伏の多い中山間地で民家も点在しており、こどもた

ちは帰宅すると１人で過ごすことになり、放課後に他者との関わりを持つ機会が少

ない、公共施設の再編で旭児童館が旭多世代交流拠点に移設予定であったためでも

あります。 

   地域で青少年健全育成活動に取り組んでおられるＮＰＯ法人が、地域の実情や課

題を把握していたこと、こどもや保護者、地域との良好な関係構築ができていたこ

とで、地域資源を活用した運営が可能であったためであるということでした。 

   視察の感想としまして、こどもの笑顔はみんなの幸せ、みんなで支え合って協力

する町、こどもを真ん中においている子育ての町だと感じたところです。 

   ３町が合併したことにより、多くの公共施設があり、維持管理費等を考え、賢く

収縮するまちづくりに取り組まれており、視察時には多くの箇所で建物の解体が見

受けられました。 

   １つの施設に役場の支所をはじめ、多世代が集える拠点をつくり、その中に診療

所も併設されており、こどもから高齢者まで多世代が利用する施設だと感じたとこ

ろです。 

   体育館には、空調設備も設置されており、万が一の避難所としての利用にも十分

な環境であったと思ったところです。 

   次に、義務教育学校美咲町立柵原学園を視察しております。 

   ふるさと柵原を愛し、心豊かにたくましく主体的に学ぶことの育成を掲げられて
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おります。 

   校訓として、挑戦・協働・創造であります。 

   特徴を生かした学年段階の区割りとして、４・３・２年生の体制を組まれており

ます。１年生から４年生までを基礎・基本の習得期、前期ステージ、学級担任制で

あります。５年生から７年生までを学びの活用・充実期、中期ステージ、一部教科

担任制をされております。８年生から９年生を進路実現期、後期ステージ、教科担

任制とされております。 

   特色であるキャリア教育、柵原ドリーム学を中心に、地域の魅力を発信し、課題

解決を探ることで将来にわたって地域に貢献する人材の育成を目指されております。 

   施設の特徴としましては、校舎の中に給食調理場を設けられており、体育館等に

は、１階に体育館アリーナと接続する形で町の防災倉庫及び児童館を併設されてお

ります。２階には野外プールがあり、避難所開設時にはそのプールの水を簡易トイ

レに利用する仕組みでもあるということでした。そのプールの下には、駐輪場とス

クールバスの発着場を設けられておりました。 

   視察した感想としまして、柵原地域義務教育学校開校準備委員会設置要綱を令和

２年６月に設置され、令和６年４月に開校となり、同年５月、開校式典を実施され

ております。その前に、合併協議事項もありましたので、開校まで約７年間が必要

になったことだと思います。 

   合併前の旧柵原町の２小学校と１中学校の統合であるため、地域的には統合する

のには問題がなかったのではないかと思ったところです。 

   体育館に接続する形で町の防災倉庫もあり、避難所の備品もスムーズにアリーナ

へ運べ、避難所の開設もできる環境であったと思いました。 

   また、児童館も併設されており、保護者は安心して朝から学校に預け、放課後も

児童館で過ごす形になるので、ベストな教育環境の整備であったと感じたところで

す。 

   以上で、報告を終わりますが、システム内の美里町議会議員の各種研修会の中に、

視察研修時の写真を掲載しておりますので、併せてご覧いただければと思います。 

   以上で終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、総務文教委員会報告を終わります。 

   次に、産業厚生常任委員会に報告を求めます。産業厚生常任委員会、坂田竜義委

員長。 

○６番（坂田竜義君） ただいま総務常任委員会委員長から報告がございましたが、

多少かぶるところがございますけれども、できるだけ重ならないように報告をい

たします。 
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   私のほうでは、先ほど総務文教常任委員長の町の歴史とか、いろいろ報告がござ

いました。一つ、役場本庁舎の中の組織の構成で幾つかの特徴のある課がございま

したので、付け加えて報告をしておきたいと思いますが。 

   特徴的なのは、地域みらい課とか、くらし安全課、うちで言う美しい里創生課に

当たるものがみさき共創課、共に創るみさき共創課、それからうちのこども応援課

に当たるものがこども笑顔課、それから福祉課が福祉しあわせ課、それから各地区、

３町が合併していますので、各地区に地域振興課を置いていると、こういう特徴が

ございました。 

   まず、私の関連でいきますと、先ほどありますように、３町が合併しておりまし

て、旭地区の大垪和、非常に字が、地名の読み方が難しいんですが、大きな字と土

へんに合併の併の右側と平和の和ですね。これを大垪和西、西は当然西ですが、大

垪和西地区の棚田ということで見に行きました。 

   町の全体の耕地面積は１,９００ヘクタールありますが、ここの地区の棚田につ

いては耕作面積が９２ヘクタールということで、棚田保存地区連絡協議会という組

織を１１人で組織しておられます。そして、この組織で棚田公園の草刈り、耕作放

棄地に景観作物を栽培する、あるいはオーナーを募集する、それから棚田のサポー

ター制度を地域おこし協力隊との協働イベントとして取り組んでいると。 

   それから、棚田きんちゃいまつりというのは、いらっしゃいという意味だと思い

ますが、祭りを開催して、出店、田植体験、棚田ウオーキングなどの取り組みをし

ておられます。 

   それから、いいなと思ったのは、棚田粥、棚田でできましたお米をお粥にしてレ

トルトで真空パックしてあるのをお土産で売ってありました。それが非常に好評と

いうことで、町の特産品として棚田粥ということで販売しているということでござ

いまして、人口減少、高齢化の中で踏ん張っているなという感じがいたしました。 

   本町も、県内１７のつなぐ棚田遺産ということで、１７のうち４地区が本町にご

ざいますけども、そういうことで大変参考になったところでございます。 

   ２点目は、先ほど報告がありましたように、旭地域多世代交流拠点ということで、

廃校の跡地を利用した多世代交流拠点を見に行きました。 

   賢く縮むと、スマートシュリンク、これ、私が地方創生の基本構想のときに一回

質問したこともございましたけども、その理念を基にして複数の施設を統合して充

実させる目的で拠点をつくってございます。 

   それから、廃校を複合施設として再活用して、総合支所、診療所、図書館、保健

センター、町民センター、岸田吟香記念館、子ども第三の居場所、これをＢ＆Ｇ財

団が補助金を出しているということで、非常にいい補助金があるようでございます。
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こども笑顔課より詳しく説明がございました。 

   その後は、コワーキングスペース、体育館。体育館は指定管理です。それから、

子ども第三の居場所、実際これもＮＰＯ法人に指定管理をしてございましたけれど

も、非常にうまく回っているなというふうに思いました。 

   ３点目は、柵原学園につきましては、先ほど報告がございました。旭地区にも旭

学園と義務教育学校ができておりまして、次いで２校目が柵原学園ということでご

ざいます。挑戦・協働・創造の校訓の下、極めて熱心な校長から心の籠もった説明

を受けまして、柵原ドリーム学なる特色ある教育方針で充実した運営をされている

なというふうに感じました。 

   ４つ目は、吉縁起村ということで、これは真庭市、美咲町の隣の真庭市の吉地区

というところでございまして、吉縁起村というのは、ＮＰＯ法人吉縁起村協議会と

いうことで運営をされております。縁起村、構成は、縁起村と中山間地の組合、デ

マンド交通の組織、それから猟友会、この４つが協働で縁起村協議会というものを

構成されてあります。 

   それから、吉地区というのは、５０戸の人口１００人ぐらいの小さな集落でござ

いますけれども、よくそういう取り組みができるなということで非常に感心をいた

しました。 

   新聞もずっと定期的に新聞が発行されておりますし、とにかく縁起のいい地名が

幾つもあると、相愛とか、非常に縁起のよい地名をうまく活用して地域づくりをさ

れているということが印象に残りました。 

   それから、ハートの木とか、いろいろ地域の特色ある材料を使って地域おこしを

されていると、このように感じております。 

   そういう縁起のいい地名等を生かした地域づくり、２２年には農村ＲＭＯの指定

も受けまして、中山間地交付金も使って、紅はるかの干し芋、インディカ米の生

産・販売、それから無人ストア、これはあるコンビニと提携いたしまして、無人ス

トアを幾つも運営されております。例えば窃盗とかありませんかと聞いてみました

が、全くないと、盗まれたことは一度もありませんということでございました。そ

ういうことで、無人のストアというのも非常に地域でユニークな取り組みをされて

おりまして、参考になったところでございます。 

   また、ＲＭＯが数千万単位の補助金が来るということで、中山間地のお金と有効

に活用されまして、ＲＭＯの手本のような取り組みをされておるなということで感

じたところでございます。 

   感想としましては、賢く収縮すると、スマートシュリンクということで、議会質

問もしたことがございますが、公共施設の管理についても非常につくるよりも壊す
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と、こういう精神で取り組んでおられます。本町のマネジメント計画でも、４０年

で３割ですか、削減するという計画が出ておりますが、とにかく要らないものは壊

すか売却するか、そういった方針で徹底してやらないと、なかなかこれは計画が進

まないじゃないかなというふうに思います。 

   それから、義務教育学校の設立、棚田の維持・保全、農村ＲＭＯ、こういう点に

ついて大変参考になったところでございます。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 以上で、産業厚生常任委員会報告を終わります。 

   次に、監査委員に例月現金出納検査報告を求めます。５番、髙田美千子議員。 

○５番（髙田美千子君） おはようございます。監査委員、髙田でございます。 

   報告の前に、８月の豪雨によって被害を受けられました多くの皆様にお見舞いを

心から申し上げたいと思います。たくさんの支援の輪が広がって、一日も早く復

旧・復興がなされることを願っております。 

   それでは、報告に戻ります。 

   トップページの③－５、例月現金出納検査（６月～８月）をご覧ください。 

   美里監第１２号の公文でございます。 

   美里監第１２号 

   令和７年６月２６日 

   美里町議会議長 上田孝様 

   美里町監査委員 大西茂 

   美里町監査委員 髙田美千子 

   地方自治法第２３５条の２第１項により、令和７年５月分の出納検査を行ったの

で、同条第３項の規定によりその結果に関する報告をします。 

   １、検査対象 会計管理者及び企業出納員所管の一般会計、特別会計、生活排水

事業会計、簡易水道事業会計、歳入歳出外現金に関する現金、一時借入金。 

   検査の時期 令和７年６月２５日水曜日。 

   検査結果 諸帳簿及び提出された諸表の計算は正確であり、不正、不当な出納は

なく、確実なものと認める。 

   以上となっております。 

   次のページからは、例月現金出納検査調書となっております。３、４ページが令

和６・７年度５月分の出納計算書、５ページが基金積立金調書、６ページが基金積

立金金融機関別明細書となっており、詳細が記載されております。細かな数字につ

きましては述べませんので、それぞれのご確認をお願いいたします。 

   ７ページは、美里監第１４号の公文でございます。 
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   令和７年７月２５日金曜日に行いました令和７年６月分の例月現金出納検査の結

果に関する報告書について述べてあります。 

   ８ページからは調書となっておりまして、ページを繰っていただきますと出納計

算書、基金積立金調書、基金積立金金融機関別明細書の詳細が記載してあります。

それぞれご確認いただきたいと思います。 

   １２ページは、美里監第２０号の公文でございます。 

   令和７年８月２５日金曜日に行いました令和７年７月分の例月現金出納検査の結

果に関する報告書と調書類がページを追って記載してあります。詳細な数字につき

ましては、それぞれご確認をいただきたいと思います。 

   以上、大西茂監査委員と共に６月定例会以降実施いたしました例月現金出納検査

について報告をいたしました。それぞれの検査結果につきましては、諸帳簿及び提

出された諸表の計算は正確であり、不正、不当な出納はなく、確実なものと認めた

ところでございます。 

   以上で、監査報告を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、監査委員の例月現金出納検査報告を終わります。 

   次に、宇城広域連合議会議員の報告を求めます。７番、濱田憲治議員。 

○７番（濱田憲治君） 宇城広域連合議会議員の報告をいたします。 

   令和７年第１回宇城広域連合議会臨時会が令和７年７月２９日火曜日、午後４時

より開会をされております。 

   参加者は、末松連合長、元松・上田副連合長、宇城市議会より広域議員５名、宇

土市議会議員から広域議員３名、美里町より上田議長と、私、濱田、宇城広域連合

事務局、消防本部出席の下、開会がされております。 

   議題としまして、議案第８号、宇城広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条

例及び宇城広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、採決の結果、全員賛成で可決をされております。 

   次に、議案第９号、宇城広域連合財産の取得とし、財産の名称、南消防署高規格

緊急自動車３０５号車、契約の方法、条件付一般競争入札、２者からであります。

契約金額２,８８１万７,５９０円（税込み）であります。採決の結果、全員賛成に

より可決をされております。 

   次に、議案第１０号、工事請負契約の締結について、工事の名称、宇城広域連合

南消防署三角分署新築工事、契約の方法、条件付一般競争入札、３者であります。

契約金額、４億２５０万２,１００円（税込み）でございます。採決の結果、全員

賛成により可決をされております。 

   次に、議案第１１号、令和７年度宇城広域連合一般会計予算（第１号）、歳入歳
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出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,５８５万２,０００円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ４９億７,７３８万円とするものであります。主なものは、

民生費の社会福祉費、高齢者福祉費、通信運搬費、システム改修、クラウド利用料

と美里分署移転改築整備事業費の委託料の増額分でございます。採決の結果、全員

賛成により可決をされております。 

   次に、報告第１号、令和６年度宇城広域連合一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告があっております。 

   以上で、令和７年６月以降の宇城広域連合の報告といたします。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 以上で、宇城広域連合議会議員の報告を終わります。 

   これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 町長提出議案の一括上程 

○議長（上田 孝君） 日程第４、町長提出議案の一括上程を行います。 

   議案第５３号から議案第７５号及び報告３号から報告５号の案件を一括して上程

し、案件のみ議会事務局長に朗読させます。立道議会事務局長。 

○事務局長（立道 誠君） それでは、システムの資料、①表紙・会期・議事予定表

の３ページ目をご覧ください。読み上げます。 

   議案第５３号  専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第４

号））の報告及び承認を求めることについて 

   議案第５４号  専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第５

号））の報告及び承認を求めることについて 

   議案第５５号  専決処分事項（令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算 

           （第１号））の報告及び承認を求めることについて 

   議案第５６号  専決処分事項（令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算 

           （第１号））の報告及び承認を求めることについて 

   議案第５７号  美里町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例の制定に 

           ついて 

   議案第５８号  美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び美里町職員の 

           育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第５９号  美里町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第６０号  美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改 

           正する条例の制定について 

   議案第６１号  美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 
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           用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の 

           提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   次のページをご覧ください。 

   議案第６２号  令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定について 

   議案第６３号  令和６年度美里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

           ついて 

   議案第６４号  令和６年度美里町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て 

   議案第６５号  令和６年度美里町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て 

   議案第６６号  令和６年度美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   議案第６７号  令和６年度美里町生活排水事業会計決算の認定について 

   議案第６８号  令和６年度美里町簡易水道事業会計決算の認定について 

   報告第 ３ 号  令和６年度美里町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告 

           について 

   議案第６９号  令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号） 

   議案第７０号  令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

   議案第７１号  令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

   議案第７２号  令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

   議案第７３号  令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

   議案第７４号  令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第２号） 

   議案第７５号  令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議会事務局長の朗読を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 町長提出議案の提案理由説明 

○議長（上田 孝君） 日程第５、町長提出議案の提案理由説明を行います。 

   町長に、町長提出議案の提案理由の説明を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 提案理由をご説明申し上げます。 

   今定例会に提案しております議案は、専決処分事項４件、条例５件、決算認定７

件、補正予算７件、その他３件の合計２６件でございます。 

   初めに、議案第５３号、専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第

４号））でございますが、６月９日から１６日にかけて降った大雨に伴う災害対応
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事業に係る経費といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,９１

０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を７３億９,０１９万８,０００円とすること

につきまして専決処分をいたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものでご

ざいます。 

   次に、議案第５４号、専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第５

号））でございますが、８月６日から１２日にかけて降った豪雨の災害対応事業に

係る経費といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０億５,６６

０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を８４億４,６７９万８,０００円とすること

につきまして専決処分をいたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものでご

ざいます。 

   続きまして、議案第５５号、専決処分事項（令和７年度美里町生活排水事業会計

補正予算（第１号））及び議案第５６号、専決処分事項（令和７年度美里町簡易水

道事業会計補正予算（第１号））の報告及び承認を求めることにつきましては、８

月６日から１２日にかけて降った豪雨により被害を受けた施設の修繕及び機械借り

上げ等に係る経費につきまして専決処分をいたしましたので、議会に報告し、承認

を求めるものでございます。 

   次に、議案第５７号、美里町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例の制

定につきましては、美里町振興計画基本計画及び美里町まち・ひと・しごと創生総

合戦略において、両計画を同一の審議会で審議するため、関係規定を改正するもの

でございます。 

   続きまして、議案第５８号、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び美

里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

関係法令の一部改正に伴い、関係条例を改正するものでございます。 

   次に、議案第５９号、美里町手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまし

ては、法令の規定に基づき、戸籍事項証明を無料とすることに伴い、関係規定を改

正するものでございます。 

   続きまして、議案第６０号、美里町財産の交換、譲与、無料貸付等に関する条例

の一部を改正する条例の制定につきましては、戦後処理に伴い、町内会等から市町

村へ帰属、譲渡または無償貸付けすべき土地について、その管理や使用に関する既

存条例の一部を見直し、現状に即した規定へ改めるものでございます。 

   次に、議案第６１号、美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例の制定につきましては、関係法律等の一部改正に伴い、関

係規定を改正するものでございます。 
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   続きまして、議案第６２号、令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定から

議案第６６号、令和６年度美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定まで

につきましては、地方自治法の規定により監査委員の意見を付けて議会の認定に付

すものでございます。 

   次に、議案第６７号、令和６年度美里町生活排水事業会計決算の認定及び議案第

６８号、令和６年度美里町簡易水道事業会計決算の認定につきましては、地方公営

企業法の規定により監査委員の意見を付けて議会の認定に付すものでございます。 

   続きまして、報告第３号、令和６年度美里町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により

監査委員の意見を付けて議会に報告するものでございます。 

   次に、議案第６９号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号）につきまし

ては、主に４月以降に実施しました人事異動に伴います人件費の補正のほか、歳入

におきましては、令和６年度からの繰越金や普通交付税の確定に伴いまして増額補

正をいたしております。 

   また、歳出におきましては、地方自治法の規定による令和６年度決算剰余金の基

金積立てや６月９日からの豪雨災害に伴います道路・河川等の公共土木施設災害復

旧事業などの経費に所要の補正を行う必要が生じたため、歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ３億９,１６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を８８億３,８３

９万８,０００円とするものでございます。 

   続きまして、議案第７０号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）から議案第７５号、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２

号）までにつきましては、前年度決算に伴う繰越金の受入れや、歳出においては、

人事異動に伴う人件費や予備費などに必要額を補正いたしております。 

   次に、報告第４号、有限会社石段の郷中央の経営状況報告及び報告第５号、株式

会社美里まちづくり公社の経営状況報告につきましては、地方自治法の規定に基づ

き、議会に報告するものでございます。 

   以上で、提案理由の説明を終わりますが、詳細につきましては、担当課長に説明

をいたさせますので、慎重なるご審議をいただき、速やかなるご議決をお願いいた

しまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（上田 孝君） 以上で、町長提出議案の提案理由説明を終わります。 

   ここでしばらく休憩します。再開を１１時１５分とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１５分 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第５３号 専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第 

             ４号））の報告及び承認を求めることについて 

○議長（上田 孝君） 日程第６、議案第５３号、専決処分事項（令和７年度美里町

一般会計補正予算（第４号））の報告及び承認を求めることについてを議題とし

ます。 

   内容説明を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第５３号につきましてご説明を申し上げ

ます。システム内の⑤議案第５３号をお開き願います。 

   議案第５３号、専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第４号））

の報告及び承認を求めることについて 

   地方自治法第１７９条第１項の規定により令和７年度美里町一般会計補正予算

（第４号）について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を経る

必要があるが、６月９日からの大雨により被害を受けた町道及び農道等の応急復旧

費用及び測量設計業務について所要の補正を行う必要が生じ、議会を招集する時間

的余裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   専決第３号の専決処分書でございます。令和７年６月１４日付で専決処分を行っ

ております。 

   それでは、次のページの専決第３号、令和７年度美里町一般会計補正予算書（第

４号）の１ページをご覧ください。 

   専決第３号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第４号）、令和７年度美里町

の一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,９

１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億９,０１９万８,

０００円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後
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の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   地方債の補正、第２条、地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

   令和７年６月１４日専決 美里町長 上田泰弘 

   予算書の３ページをお開き願います。 

   第２表、地方債補正の追加でございます。起債の目的及び限度額につきましては、

農地農林施設等単独災害復旧事業の１００万円を追加いたしております。 

   なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表内に記載のとおりでご

ざいます。 

   予算書の５ページをお開き願います。 

   今回の補正予算の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご

説明申し上げます。 

   まず、２の歳入でございます。 

   １枠目の款の１８繰入金、項の１基金繰入金、目の１基金繰入金の財政調整基金

繰入金につきましては、本補正予算の事業実施に伴います財源といたしまして、１,

８１０万円を計上いたしております。 

   次に、２枠目の款の２１町債、項の１町債、目の９災害復旧債の農地農林施設等

単独災害復旧事業債１００万円につきましては、令和７年６月豪雨で被害を受けた

農道や用水路等の崩土除去作業の費用に充てる町債でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ３の歳出でございます。 

   款の１０災害復旧費、項の１農林水産業施設災害復旧費、目の１農用地等災害復

旧費の災害応急対応等手数料２１０万円につきましては、６月９日から１１日にか

けて降った大雨により被害を受けました農道及び用水路等の崩土除去作業に係る手

数料でございます。 

   次に、２枠目の款の１０災害復旧費、項の２公共土木施設災害復旧費、目の２国

庫負担災害復旧費につきましても、６月９日から１６日にかけて降った大雨により

被害を受けた町道１０件、河川７件などの災害復旧測量設計業務委託料としまして

１,７００万円を計上いたしております。 

   以上で、議案第５３号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   なお、議案第５３号から議案第６１号の採決については起立により行います。 

   議案第５３号、専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第４号））

の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第５３号、専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正

予算（第４号））の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第５４号 専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第 

             ５号））の報告及び承認を求めることについて 

○議長（上田 孝君） 日程第７、議案第５４号、専決処分事項（令和７年度美里町

一般会計補正予算（第５号））の報告及び承認を求めることについてを議題とし

ます。 

   内容説明を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第５４号につきましてご説明申し上げま

す。システム内の⑥議案第５４号をお開き願います。 

   議案第５４号、専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第５号））

の報告及び承認を求めることについて 

   地方自治法第１７９条第１項の規定により令和７年度美里町一般会計補正予算

（第５号）について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を経る

必要があるが、８月９日から８月１１日にかけての豪雨により被害を受けた町道、

林道、農用地等の応急復旧費用及び測量設計費用、被災者支援のための経費につい

て所要の補正を行う必要が生じ、議会を招集する時間的余裕がなかったため、同法
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第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   専決第４号の専決処分書でございます。令和７年８月１１日付で専決処分を行っ

ております。 

   それでは、次のページの専決第４号、令和７年度美里町一般会計補正予算書（第

５号）の１ページをご覧ください。 

   専決第４号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第５号）、令和７年度美里町

の一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０億５,

６６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８４億４,６７９万

８,０００円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   地方債の補正、第２条、地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」によ

る。 

   令和７年８月１１日専決 美里町長 上田泰弘 

   予算書の４ページをお開き願います。 

   第２表、地方債補正の追加でございます。起債の目的及び限度額につきましては、

公共土木施設等単独災害復旧事業１億６８０万円から、４行目の現年度発生公共土

木施設等補助災害復旧事業２億４,４８０万円までの４事業、限度額合計４億２,３

３０万円を追加いたしております。 

   なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表内に記載のとおりでご

ざいます。 

   予算書の５ページをお開き願います。 

   町債補正の変更でございます。 

   起債の目的の農地農林施設等単独災害復旧事業１００万円を９,２１３万円に変

更いたしております。 

   なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表内に記載のとおりでご

ざいます。 

   予算書の７ページをお開き願います。 

   今回の補正予算は、８月９日から１１日未明にかけて降った大雨に伴う災害復旧

経費につきまして所要の補正を行っております。 

   なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明を申し
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上げます。 

   まず、２の歳入でございます。 

   １枠目の款の１４国庫支出金、項の２国庫補助金、目の１総務費国庫補助金の堆

積土砂排除事業（豪雨災害）５,０００万円につきましては、今回の豪雨災害で宅

地などに堆積した土砂の撤去に係る経費に対する補助金でございます。 

   その下の目の３衛生費国庫補助金の災害等廃棄物処理事業費補助金（豪雨災害）

１,９７３万９,０００円につきましては、災害廃棄物の運搬及び処分に係る経費に

対する補助金でございます。 

   次に、２枠目の款の１８繰入金、項の１基金繰入金、目の１基金繰入金の財政調

整基金繰入金につきましては、本補正予算の事業実施に伴います財源といたしまし

て４億７,２４３万１,０００円を計上いたしております。 

   次に、３枠目の款の２１町債、項の１町債、目の９災害復旧債の節の１単独災害

復旧事業債、公共土木施設等単独災害復旧事業債１億６８０万円につきましては、

今回の豪雨災害で被害を受けた町道等の崩土除去に係る経費に充てる町債でござい

ます。 

   次に、その下の農地農林施設等単独災害復旧事業債９,１１３万円につきまして

は、今回の豪雨で被害を受けた農道や林道、用水路等の崩土除去に係る経費に充て

る町債でございます。 

   次に、その下の節の３現年発生補助災害復旧事業債の現年発生公共土木施設等補

助災害復旧事業債２億４,４８０万円につきましては、こちらも今回の豪雨災害で

被害を受けた町道等の公共土木施設災害に係る災害復旧測量設計業務委託料に充て

る町債でございます。 

   また、その下の現年発生農地農林施設等補助災害復旧事業債６,３００万円につ

きましても、豪雨で被害を受けた林道等の災害復旧測量設計業務委託料に充てる町

債でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ３の歳出でございます。 

   初めに、款の２総務費、項の１総務管理費、目の１一般管理費の節の１８負担金、

補助及び交付金の災害派遣職員給与等負担金（豪雨災害）７８６万１,０００円に

つきましては、今回の豪雨災害に伴う応援職員としまして、稲沢市、女川町から来

ていただく職員の給与等を負担するものでございます。 

   次に、目の５財産管理費の節の１０需用費の中央庁舎ポンプ修繕（豪雨災害）５

００万円につきましては、中央庁舎南側に建設を予定しております仮設住宅の整備

に伴い、現在故障している中央庁舎の圧送ポンプを修繕するものでございます。 
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   次のページをお開き願います。 

   ２つ目の枠の款の２総務費、項の２徴税費、目の１税務総務費の節の３職員手当

等の時間外勤務手当（豪雨災害）５００万円につきましては、家屋被害認定調査等

に係る職員の時間外勤務手当でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ３つ目の枠の款の４衛生費、項の２清掃費、目の１清掃総務費の節の１２委託料

の災害廃棄物仮置場委託料（豪雨災害）２,７９７万５,０００円と、その下の災害

廃棄物処理委託料（豪雨災害）６８７万７,０００円につきましては、水害により

発生した災害ごみの処分及び運搬に係る委託料でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   １つ目の枠の款の６商工費、項の１商工振興費、目の２観光振興費の節の１４工

事請負費のガーデンプレイス災害復旧工事（豪雨災害）５００万円につきましては、

大雨により被害を受けた敷地内の法面の復旧工事を行うものでございます。 

   次に、３つ目の枠の款の８消防費、項の１消防費、目の４災害対策費の節の３職

員手当等の１行目、防災対応等時間外勤務手当（豪雨災害）１,０８７万６,０００

円につきましては、発災時から避難所対応等に係る職員の時間外勤務手当でござい

ます。 

   次に、節の１１役務費の宅地等堆積土砂撤去手数料（豪雨災害）１億３,０９０

万円と、次の段の節の１８負担金、補助及び交付金の宅地等堆積土砂撤去補助金

（豪雨災害）１,１２２万円につきましては、敷地や宅内に流入した堆積土砂の撤

去に要する手数料及び補助金でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ２つ目の枠の款の１０災害復旧費、項の１農林水産業施設災害復旧費、目の１農

用地等災害復旧費の節の１１役務費の災害応急対応等手数料６,０１５万円につき

ましては、農道や水路等に堆積した土砂等の撤去に要する手数料でございます。 

   次に、節の１２委託料の農用地等災害復旧調査・測量設計委託料１億３,０００

万円につきましては、農地・農業用施設の災害復旧に係る測量設計委託料でござい

ます。 

   次に、目の２林業施設災害復旧費の節の１１役務費の林道災害復旧処理手数料８,

０００万円につきましては、林道等に堆積した土砂等の撤去に要する手数料でござ

います。 

   次に、節の１２委託料の林道施設災害復旧測量設計委託料７,０００万円につき

ましては、林道等の災害復旧に係る測量設計委託料でございます。 

   次のページをお開き願います。 
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   １枠目の款の１０災害復旧費、項の２公共土木施設災害復旧費、目の１町単独災

害復旧費の節の１１役務費の災害応急対応等手数料１億円につきましては、町道等

に堆積した土砂等の撤去に要する手数料でございます。 

   次に、目の２国庫負担災害復旧費の節の１２委託料の測量設計委託料３億４,０

００万円につきましては、町道・河川等の災害調査及び復旧工事に係る測量設計業

務委託料でございます。 

   次に、２枠目の款の１０災害復旧費、項の３文教施設災害復旧費、目の１公立学

校施設災害復旧費の節の１２委託料の学校施設災害復旧工事測量設計業務委託料５

００万円につきましては、今回の豪雨で被害を受けた励徳小学校の災害復旧に伴う

測量設計業務委託料でございます。 

   以上で、議案第５４号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   ７番、濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） それでは、第５４号についてお尋ねしたいと思います。 

   ページ数では１２ページの坂村総務課長が農用地等災害復旧費、役務費の６,０

１５万円を説明いただきましたけども、多くの田畑で災害を受けられております。

土砂の排除に、その手数料ということでございましたけども、まだ申請をされてい

ない方々とかおられると思いますが、その期間について、ここではどのような扱い

になっているのか、そこのところをご説明いただきたいと思います。 

○議長（上田 孝君） 西寺農業政策課長。 

○農業政策課長（西寺 清君） ご説明申し上げます。 

   議員お尋ねの部分につきましては、農地災害の件の申請と思っておりますけれど

も、一応８月末で一回は切っておりますけれども、なかなか申請が間に合っていな

いところもございますので、そちらにつきましては随時受付のほうは行っていきた

いというふうに思っております。 

   また、６,０１５万円につきましては、農道、それから用水路の崩土除去分とい

う形で計上させていただいております。 

   一応概算金という形になっておりますけれども、１か所当たりを２１万円といた

しまして１０か所分ということで初めは上げていたんですけれども、今回の豪雨災

害によりまして、そこの箇所数を１００か所という形で計上いたしまして予算のほ

うを組ませていただいているところでございます。 

   それから、業者に頼まれる分、それから地区で担当していただく分という形に分

けさせていただきまして、業者分につきましてが１００か所、それから地区分につ
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きましては１５０か所という形で、なかなか業者の皆様におかれましても農地等に

そこまでご尽力いただけるという余裕といいますか、災害が大きかったものですか

ら、そこの部分を緩和して地区でも対応できるような手数料という形で組ませてい

ただいたところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） 内容、分かりました。大きな災害の後ということで、本当に

農業政策課も大変だと思いますけども、どうぞ対応方よろしくお願いしたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ございませんか。 

   ６番、坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） ６番、坂田です。 

   今提案中の補正予算の１１ページですか、くすのき平団地の崩土の除去に６９万

９,０００円で、その後、測量設計委託料で３７０万と出てますよね。これはどう

いう見積りになるんですか。 

   私も現場に行って、ただ土砂を取り除くだけで６９万９,０００円って分かるけ

ど、測量設計委託料３７０万って、別にそのようなお金が要るんでしょうか。 

   １２ページ。１１、１２。８ページ。くすのき平団地の崩土除去というのがある

でしょう。上には１１、１２と出とったばってん。企画費ですよ。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   ご指摘のくすのき平団地の土砂撤去手数料６９万９,０００円、それから災害復

旧工事設計業務委託３７０万というところでございます。 

   崩土の除去の工事ということで、ちょっと詳細はまだ十分把握できてないという

ところでございまして、あくまで概算で積んでおりますので、こういった金額にな

っております。詳細はまた詰めてまいりますので、ご報告をさせていただきます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） くすのき平の団地の崩土除去、これは本当に落ちてきて通路

に落ちているところ部分、それだけをちょっと取りあえず除去させていただいた

ということでございます。 

   それから、復旧工事は、今度はくすのき平の落ちたところ全てを復旧するための

測量設計になりますので、若干やっぱり金額的には上がってくるということでござ
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います。 

   ただ、災害ですので、詳細に詰めていって幾らという形ではなくて、大体概算で

もうこれぐらいという形で積ませていただいているというような状況でございます。 

○６番（坂田竜義君） いつもびっくりしますけども、ほかのところもいっぱい出と

るですね、災害復旧、測量設計の。ものすごいお金がかかっとるですね。ちょっ

とびっくりしますが。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今回、非常に大きな災害でありまして、公共土木でも大体査

定を受けるのが５００件弱、箇所数にして１,０００件、それから農用地に関しま

しては、明日、これ、また一般質問でお話ししますが、５,０００件超のところで

出ています。 

   今のところ、農業土木、それから公共土木合わせて２００億ぐらいの被害総額と

いう形で枠を取らせていただいております。できるだけ、少し多めに枠を取ってい

なければ、後から見つかったやつとかが、今度入れることができませんので、少し

多めに枠を取らせていただいているというような状況でありますが、それだけかな

りの被害額となっている状況です。 

○６番（坂田竜義君） はい、分かりました。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ございませんか。 

   ９番、今田委員。 

○９番（今田政行君） ただいま上程中の議案に対しまして質問いたしますが、１２

ページ、先ほど説明をいただきました農用地災害復旧費の節の１１の役務費の中

の災害応急対応等手数料のところの説明で、農道と用水路というふうな説明がご

ざいましたけども、農地に対して土砂流入がかなりあります。 

   当然これは農災のほうで対応するというふうになっていこうかと思いますが、た

だ、小規模なところあたりは、もう早く自分で土砂を撤去したいというふうな方も

おいでと思いますが、そういうときも何か補助といいますか、手当というのは考え

ておられないんでしょうか。お尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 小災害に関しましては、なかなか金額が例えば４０万円以上

じゃないと補助に乗らないとかということもあります。 

   ただ、今回、非常に多い、かなりの件数でそういった４０万円以下の崩れあたり

も出ておりますので、町で新たな制度設計をやるのか、そういったところも今考え

ながら、検討しながらやっていっているところでございます。 

   やっぱり町からの、一財からの出し分もどんどんどんどん増えてくるような状況
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でもありますので、いろんな国の制度とかに合致しないかとか、県とかにも新たな

制度設計ができないかとか、そういったのも今やりながら、町の新たな制度ができ

ないかということも同時並行で進めているというような状況でありますので、今、

議員がおっしゃいましたような小さな小規模な災害に対しても、何らかの手だてが

できないかということで、今鋭意検討をさせていただいている状況でございます。 

   災害ですので、起きて、それに合致した手だてが全てあるわけじゃなくて、やっ

ぱりその都度、その都度、いろんなことを要望したり、いろいろ考えながら対応し

ていきますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。 

○議長（上田 孝君） 今田議員。 

○９番（今田政行君） 農災にかければ、やっぱり即ということでなくてから、何年

間というふうな期間がかかるわけですので、小規模なところはもう自分で出して

いっちょけというふうなことであれば、ぜひそういうところも考えていただきた

いなと思っております。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第５４号、専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正予算（第５号））

の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第５４号、専決処分事項（令和７年度美里町一般会計補正

予算（第５号））の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第５５号 専決処分事項（令和７年度美里町生活排水事業会計補正 

             予算（第１号））の報告及び承認を求めることについて 
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○議長（上田 孝君） 日程第８、議案第５５号、専決処分事項（令和７年度美里町

生活排水事業会計補正予算（第１号））の報告及び承認を求めることについてを

議題とします。 

   内容説明を求めます。酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） 議案第５５号につきましてご説明を申し上げます。

システム⑦議案第５５号をご覧ください。 

   議案第５５号、専決処分事項（令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第

１号））の報告及び承認を求めることについて 

   地方自治法第１７９条第１項の規定により令和７年度美里町生活排水事業会計補

正予算（第１号）について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求める。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を経

る必要があるが、８月９日から８月１１日にかけての豪雨により、被害を受けた浄

化槽の応急復旧費用に係る委託費及び工事請負費について所要の補正を行う必要が

生じ、議会を招集する時間的余裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもの

でございます。 

   次のページをご覧ください。 

   専決第５号の専決処分書でございます。令和７年８月１１日に専決処分を行って

おります。 

   次のページをご覧ください。 

   令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算書（第１号）でございます。 

   次のページをご覧ください。 

   専決第５号、令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第１号） 

   総則、第１条、令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

   収益的収入及び支出、第２条、令和７年度美里町生活排水事業会計予算第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。なお、営業費用中の委

託費４１６万円、修繕料４７５万円及び賃借料６０万円の財源に充てるため、災害

復旧事業債９５０万円を借り入れる。 

   収入の補正予定額はございません。 

   次に、支出でございます。 
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   科目、第１款浄化槽事業費用、既決予定額２億１０２万円、補正予定額９５１万

円、計２億１,０５３万円となり、内訳の営業費用につきましては記載のとおりで

ございます。 

   続きまして、資本的収入及び支出でございます。第３条、予算第４条本文括弧書

を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３,２８４万６,０００円は、消

費税及び地方消費税資本的収支調整額１７０万円、当年度分損益勘定留保資金３,

１１４万６,０００円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

   まず、収入でございます。 

   科目、第１款資本的収入、既決予定額５,００３万９,０００円、補正予定額１,

７６０万円、計６,７６３万９,０００円となり、内訳の企業債、国庫補助金につき

ましては記載のとおりでございます。 

   次に、支出でございます。 

   科目、第１款資本的支出、既決予定額８,２８８万５,０００円、補正予定額１,

７６０万円、計１億４８万５,０００円となり、内訳の建設改良費は記載のとおり

でございます。 

   次のページをご覧ください。 

   企業債、第４条、予算第５条に定めた企業債を、次のとおり補正する。 

   起債の目的、現年発生公営企業災害復旧事業（生活排水）を追加し、限度額２,

４９０万円としており、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のと

おりでございます。 

   令和７年８月１１日専決 美里町長 上田泰弘 

   なお、詳細につきましては、令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第１

号）実施計画明細書にて主なものを説明させていただきます。 

   システムの８ページをご覧ください。 

   まず、収益的収入及び支出でございますが、収入の補正予定額はございません。 

   次に、支出でございます。 

   浄化槽事業費用の営業費用の浄化槽費の中の委託料、浄化槽清掃管理委託料４１

６万円につきましては、８月豪雨災害で浄化槽内に流れ込んだ土砂を撤去する作業

を委託する費用でございます。 

   次に、修繕料４７５万円につきましては、８月豪雨災害で被災した合併浄化槽の

本体及び放流菅・流入管等の修繕費でございます。 

   次に、資本的収入及び支出でございます。 

   まず、収入でございますが、資本的収入に企業債、災害復旧事業債１,５４０万
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円を見込んでおります。 

   次に、支出でございます。 

   資本的支出、建設改良費、浄化槽整備事業費、工事請負費に浄化槽設置工事費１,

７６０万円を計上しております。これは、８月豪雨災害で被災し、修繕が不可能な

合併浄化槽を更新整備する費用として計上しております。 

   以上で、議案第５５号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第５５号、専決処分事項（令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第

１号））の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認することに賛

成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第５５号、専決処分事項（令和７年度美里町生活排水事業

会計補正予算（第１号））の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり

承認されました。 

   ここでしばらく休憩します。再開を１３時ちょうどといたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 議案第５６号 専決処分事項（令和７年度美里町簡易水道事業会計補正 

             予算（第１号））の報告及び承認を求めることについて 

○議長（上田 孝君） 日程第９、議案第５６号、専決処分事項（令和７年度美里町



 

－35－ 

簡易水道事業会計補正予算（第１号））の報告及び承認を求めることについてを

議題とします。 

   内容説明を求めます。酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） それでは、議案第５６号につきましてご説明を申し

上げます。システム⑧議案第５６号をご覧ください。 

   議案第５６号、専決処分事項（令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第

１号））の報告及び承認を求めることについて 

   地方自治法第１７９条第１項の規定により令和７年度美里町簡易水道事業会計補

正予算（第１号）について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求める。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を経

る必要があるが、８月９日から８月１１日にかけての豪雨により、被害を受けた水

道施設の応急復旧費用及び修繕料について所要の補正を行う必要が生じ、議会を招

集する時間的余裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定により専決処分し

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

   次のページをご覧ください。 

   専決第６号の専決処分書でございます。令和７年８月１１日に専決処分を行って

おります。 

   次のページをご覧ください。 

   令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算書（第１号）でございます。 

   次のページをご覧ください。 

   専決第６号、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

   総則、第１条、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

   収益的収入及び支出、第２条、令和７年度美里町簡易水道事業会計予算第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。なお、営業費用中の賃

借料３０万円及び修繕料３,０００万円の財源に充てるため、災害復旧事業債３,０

３０万円を借り入れる。 

   収入の補正予定額はございません。 

   次に、支出でございます。 

   科目、第１款水道事業費用、既決予定額２億６,５９１万３,０００円、補正予定

額３,１０５万円、計２億９,６９６万３,０００円となり、内訳の営業費用につき
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ましては記載のとおりでございます。 

   企業債、第３条、予算第５条に定めた企業債を、次のとおり補正する。 

   起債の目的、現年度発生公営企業災害復旧事業（水道）を追加し、限度額３,０

３０万円としており、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとお

りでございます。 

   次のページをご覧ください。 

   議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第４条、予算第８条に定

めた経費の金額を次のとおり補正する。 

   科目、（１）職員給与費、既決予定額５,３４２万８,０００円、補正予定額６７

万円、計５,４０９万８,０００円。 

   令和７年８月１１日専決 美里町長 上田泰弘 

   なお、詳細につきましては、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第１

号）実施計画明細書にて主なものを説明させていただきます。 

   システムの８ページをご覧ください。 

   収益的収入及び支出でございますが、収入の補正予定額はございません。 

   次に、支出でございます。 

   水道事業費用の営業費用の総係費、賃借料、機械借上料３０万円につきましては、

８月豪雨災害で配水池等の施設に堆積した土砂を撤去する際の機械借り上げの費用

でございます。 

   次に、修繕料３,０００万円につきましては、同じく８月豪雨災害で被災した水

道管及び水道施設の修繕費でございます。 

   以上で、議案第５６号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第５６号、専決処分事項（令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第

１号））の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認することに賛
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成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第５６号、専決処分事項（令和７年度美里町簡易水道事業

会計補正予算（第１号））の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり

承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 議案第５７号 美里町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例 

              の制定について 

○議長（上田 孝君） 日程第１０、議案第５７号、美里町振興計画審議会設置条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） 議案第５７号についてご説明を申し上げます。

システム内の⑨議案第５７号をお開きください。 

   議案第５７号、美里町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

   美里町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   美里町振興計画基本計画及び美里町まち・ひと・しごと創生総合戦略において、

計画期間を統一させることから、両計画において関連性の高い計画となる。関連性

の高い両計画を同一の審議会で審議するに当たり、美里町振興計画審議会設置条例

の一部を改正する必要が生じたため、提案するものでございます。 

   改正内容は、新旧対照表を用いてご説明いたします。 

   ページを３ページお開きください。 

   第１条は、美里町振興計画審議会と美里町まちづくり審議会を統合するとともに、

審議会の設置趣旨を明らかにする内容の改正でございます。 

   第２条は、まちづくり審議会を統合することに伴う審議事項の追加でございます。 

   第３条は、審議会委員に町の振興及びまちづくりに関係する住民を追加するもの

でございます。 

   第４条は、欠員が生じた場合の補欠委員選任の場合を想定し、委員の任期をこれ

までの２年から２年以内に改めるものでございます。 

   第５条第４項は、会長が欠けたときに副会長がその職務を代理することを明文化

するものでございます。 
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   第６条第２項は、会長が会議の議長を務めることを明文化するものでございます。 

   第６条第４項は、第２項の改正に伴い、賛否同数の場合の決定権限を議長とする

ものでございます。 

   第７条は、報酬及び費用弁償について、美里町費用弁償条例の規定によるもので

あることを明文化するものでございます。 

   第８条、第９条は、第７条の追加に伴い、条番号の修正を行うものでございます。 

   改正内容は以上でございます。 

   資料を３ページへお戻りください。 

   附則でございます。読み上げます。 

   １、この条例は、公布の日から施行する。 

   ２、美里町まちづくり審議会設置条例（令和２年美里町条例第１号）は、廃止す

る。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第５７号、美里町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第５７号、美里町振興計画審議会設置条例の一部を改正す

る条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 議案第５８号 美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び美里 

              町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 

              例の制定について 

○議長（上田 孝君） 日程第１１、議案第５８号、美里町職員の勤務時間、休暇等
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に関する条例及び美里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第５８号につきましてご説明申し上げま

す。システム内の⑩議案第５８号をご覧ください。 

   議案第５８号、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び美里町職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び美里町職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   仕事と育児の両立支援の拡充に関し規定する地方公務員の育児休業等に関する法

律の一部を改正する法律（令和７年法律第５号）が令和７年１０月１日に施行され

ることに伴い、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び美里町職員の育児

休業等に関する条例について改正したいため、提案するものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び美里町職員の育児休業等に関す

る条例の改め文でございます。 

   今回の改正内容につきましては、育児時間の多様化と、仕事と育児に係る両立支

援制度を利用しやすい勤務環境の整備を目的とし、地方公務員の育児休業等に関す

る法律の改正が令和７年１０月１日に施行されることに伴い、関係条例を改正する

ものでございます。 

   それでは、変更内容につきましては、説明資料の新旧対照表により説明をさせて

いただきます。 

   新旧対照表の１ページをお開き願います。 

   美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の新旧対照表でございます。 

   左の欄が改正前、右の欄が改正後となっております。 

   第１５条第１項につきましては、後述の第１５条の３を新設したいため、引用す

る条例に条ずれが生じることによる改正となっております。 

   １５条の３につきましては、両立支援制度を利用する職員に対する任命権者の措

置について新設するものでございます。 

   同条第１項につきましては、子の出生時における制度利用時の措置内容について

規定をするものでございます。 

   同項第１号では、制度周知に関する事項になります。 
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   次のページをお開き願います。 

   同項第２号では、制度利用の請求等に係る職員の意思確認に関する事項、同項第

３号では、育児における仕事と家庭との両立支援となる事情の改善に資する事項に

ついての意思確認に関する事項について規定をするものでございます。 

   同条第２項につきましては、３歳に満たない子を養育する職員における制度利用

時の措置内容について規定をするものでございます。 

   なお、各号の列記内容につきましては、第１項同様でございます。 

   同条第３項につきましては、任命権者が知り得た事項の取扱いへの配慮義務につ

いて規定をするものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   第１５条の３を新設することに伴い、改正前の第１５条の３を第１５条の４に改

め、申告、請求または申出（次条において「請求等」という。）を請求等に改める

ものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   美里町職員の育児休業等に関する条例の新旧対照表でございます。 

   左の欄が改正前、右の欄が改正後となっております。 

   第１条につきましては、新たに準用規定を設けることに、法改正に伴う条ずれが

生じるため、改めるものでございます。 

   ２条につきましては、参照する法律名称を正しいものに合わせるため、改めるも

のでございます。 

   １８条の２号につきましては、人事院規則に定める部分休業をすることができな

い職員に合わせ、改めるものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   第１９条及び第１９条の２につきましては、部分休業の取得パターンの多様化に

より、第１９条では現行の部分休業を第１号部分休業と整理するため、改めるもの

でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   １９条の２につきましては、新たに措置された１年につき１０日を超えない範囲

内の部分休業を第２号部分休業と整理するため、新設するものでございます。 

   １９条の２第１号及び２号につきましては、同条第１項において１時間単位で承

認することとされた部分休業の取得時間単位の例外規定を設けるものでございます。 

   １９条の３につきましては、部分休業の取得期間、算定開始期及び終期を毎年度

４月１日から翌年３月末までと規定するものでございます。 

   １９条の４につきましては、部分休業の１年間の取得可能時間数について規定す
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るもので、先述のとおり、一般職員及び非常勤職員それぞれにおいて、１年につき

１０日取得できる旨の規定を設けるものでございます。 

   １９条の５につきましては、部分休業の申出内容を変更することができる特別の

事情について規定をするものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ２０条につきましては、部分休業が第１号部分休業と第２号部分休業に多様化さ

れることに伴い、字句を改めるものでございます。 

   第２１条につきましては、改正前の準用規定について改正後の条例に合わせたも

のとするため、改めるものでございます。 

   再度、改正条例案の３ページにお戻りください。 

   附則でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   第１項において、この条例は、令和７年１０日１日から施行するといたしており

ます。 

   第２項につきましては、改正条例公布日から施行日まで、第３項の規定につきま

しては、改正条例の施行日から令和８年３月３１日までの経過措置について規定を

いたしております。 

   以上で、議案第５８号についての説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第５８号、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び美里町職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定

することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第５８号、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及
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び美里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第５９号 美里町手数料条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て 

○議長（上田 孝君） 日程第１２、議案第５９号、美里町手数料条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。宮﨑住民生活課長。 

○住民生活課長（宮﨑博文君） 議案第５９号についてご説明申し上げます。システ

ム内の⑪議案第５９号をお開きください。 

   議案第５９号、美里町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

   美里町手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   法令における、戸籍事項の無料での証明を可能とする規定を適用できるようにす

るため、提案するものでございます。 

   次のページをご覧ください。 

   美里町手数料条例の一部を改正する条例 

   美里町手数料条例（平成１６年美里町条例第５４号）の一部を次のように改正す

る。 

   以下、改正規定でございます。 

   新旧対照表によりご説明いたします。 

   次のページをご覧ください。 

   左の欄が改正前、右の欄が改正後の規定となっております。 

   第５条につきまして、免除の規定でございますが、法律において無料証明が条例

で定めるところによりとされている場合は、別途手数料条例に規定を設けることが

必要となりますので、第１号中「無料の取扱いをするとき」を「無料で請求するこ

とができるとされているとき」に改め、第５条第２項で「戸籍事項の証明に係る手

数料は、当該証明に係る申請が、条例で定めるところにより無料で証明を行うこと

ができる旨の法令の規定に該当するときは、第２条の規定にかかわらず、これを徴

収しない。」を新設しております。 

   再度、美里町手数料条例の一部を改正する条例をお開きください。 

   附則でございます。 

   この条例は、公布の日から施行するとしております。 
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   以上で、議案第５９号について説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第５９号、美里町手数料条例の一部を改正する条例の制定については、原案

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第５９号、美里町手数料条例の一部を改正する条例の制定

については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第６０号 美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の 

              一部を改正する条例の制定について 

○議長（上田 孝君） 日程第１３、議案第６０号、美里町財産の交換、譲与、無償

貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第６０号につきましてご説明を申し上げ

ます。システム内の⑫議案第６０号をご覧ください。 

   議案第６０号、美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

   美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定める。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部について改正したいた

め、提案するものでございます。 

   次のページをお開き願います。 
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   美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の改め

文でございます。 

   今回の改正内容につきましては、戦後処理に伴い、町内会等から市町村へ帰属、

譲与、譲渡または無償貸付けすべき土地について、その管理や使用に関する既存条

例の一部を見直し、現状に即した規定へ改めるものでございます。 

   それでは、変更内容につきましては、説明資料の新旧対照表によりご説明をさせ

ていただきます。 

   新旧対照表の１ページをお開き願います。 

   美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の新旧対照表でございます。 

   左の欄が改正前、右の欄が改正後となっております。 

   第３条の第５号につきましては、昭和２０年勅令第５４２号に基づき発せられた

命令に関し、昭和２２年政令第１５号により本町へ帰属した財産のうち、従来から

地縁による団体が管理していたものについて、その団体が地方自治法第２６０条の

２第１項に基づく認可を受けている場合に当該団体へ譲与できるよう、規定を整備

するものでございます。 

   再度、改正条例案にお戻りください。 

   附則でございます。 

   この条例は、公布の日から施行するといたしております。 

   以上で、議案第６０号についての説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第６０号、美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 
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   したがいまして、議案第６０号、美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する

条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第６１号 美里町行政手続における特定の個人を識別するための 

              番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及 

              び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する 

              条例の制定について 

○議長（上田 孝君） 日程第１４、議案第６１号、美里町行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし

ます。 

   内容説明を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第６１号につきましてご説明を申し上げ

ます。システム内の⑬議案第６１号をご覧ください。 

   議案第６１号、美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

   美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり定める。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第４０号）及び

地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和５年９月８日閣議決定）に基づき、

美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を改正する必要があり、

提案するものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改め文でございま

す。 

   今回の改正内容につきましては、システムの標準化に伴い、住民基本台帳に記録

されていない方、いわゆる住登外者を一元的に登録・管理する住登外者宛名番号管

理機能が共通機能として新たに設けられることに対応するものでございます。 
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   この機能を取り扱う事務は、マイナンバーの独自利用に該当するため、条例に定

める必要があります。 

   本町におきましても、現在利用している宛名管理システムにおいて同様の機能を

備えておりますので、これらの事務を適正かつ法令に則して運用できるよう、今回

条例の整備を行うものでございます。 

   それでは、変更内容につきましては、説明資料の新旧対照表により説明をさせて

いただきます。 

   新旧対照表の１ページをお開き願います。 

   美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の新旧対照表でござ

います。 

   左の欄が改正前、右の欄が改正後となっております。 

   第１条につきましては、参照する法律の条項を正しいものに合わせるため、改め

るものでございます。 

   第４条の４項につきましては、町長または教育委員会が法に定められた事務を行

うために、必要な範囲で住登外者宛名番号管理機能を使って住登外者の宛名情報を

利用できるように整理するものでございます。 

   次に、第４条第４項を新設することに伴い、改正前の第４条第４項を第４条第５

項に改めるものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   第５条第１項につきましては、参照する法律の条項を正しいものに合わせるため、

改めるものでございます。 

   次に、独自利用事務として、個人番号の利用範囲、期間及び事務を定めた別表第

１、第４条関係の表中の「４町長」の項の次に、「５町長」の項を追加し、町長部

局で住登外者宛名番号管理機能を取り扱うことができるようにするものでございま

す。 

   次のページをお開き願います。 

   別表第１、第４条関係の表中に、「５町長」の項を新設することに伴い、改正前

の「５教育委員会」を「６教育委員会」に改めるものでございます。 

   また、別表第１、第４条関係の表中に、「７教育委員会」の項を追加し、独自利

用事務として個人番号の利用範囲において教育委員会部局でも住登外者宛名番号管

理機能を取り扱うことができるようにするものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   次に、個人番号の利用範囲、期間、事務及び特定個人情報を定めた別表２、第４
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条関係の表中の「１町長」の項の特定個人情報の欄の第３号につきましては、参照

する法律名称を正しいものに合わせるため、改正するものでございます。 

   また、同項同欄に第４号を追加し、特定個人情報に住登外者宛名情報を追加する

ものでございます。 

   以下、各項におきましても同様に特定個人情報欄に第３号の住登外者宛名情報を

追加するものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   特定個人情報の庁内連携を行う事務を定めた別表３、第５条関係の表中に「２教

育委員会」の項を追加し、教育委員会部局が町長部局に対し、住登外者宛名情報の

必要な情報提供を求めることができる規定を追加するものでございます。 

   再度、改正条例案の４ページにお戻りください。 

   附則でございます。 

   この条例は、公布の日から施行するといたしております。 

   以上で、議案第６１号についての説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第６１号、美里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立

を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第６１号、美里町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されまし

た。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第６２号 令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定につい 

              て 

 日程第１６ 議案第６３号 令和６年度美里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

              の認定について 

 日程第１７ 議案第６４号 令和６年度美里町土地取得特別会計歳入歳出決算の認 

              定について 

 日程第１８ 議案第６５号 令和６年度美里町介護保険特別会計歳入歳出決算の認 

              定について 

 日程第１９ 議案第６６号 令和６年度美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

              算の認定について 

 日程第２０ 議案第６７号 令和６年度美里町生活排水事業会計決算の認定につい 

              て 

 日程第２１ 議案第６８号 令和６年度美里町簡易水道事業会計決算の認定につい 

              て 

○議長（上田 孝君） 日程第１５、議案第６２号、令和６年度美里町一般会計歳入

歳出決算の認定についてから日程第２１、議案第６８号、令和６年度美里町簡易

水道事業会計決算の認定についてまでの７案件について一括して議題としたいと

思います。 

   お諮りします。 

   議案第６２号から議案第６８号までの７案件について一括議題とし、本日は内容

説明のみを行い、質疑・討論・採決は最終日に行いたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、議案第６２号から議案第６８号までの７案件を一括議題とし、

本日は内容説明のみを行い、質疑・討論・採決は最終日に行うことに決定しました。 

   それでは、議案第６２号から議案第６８号までの決算の認定についてを一括して

議題とします。 

   まず、議案第６２号から議案第６６号までの一般会計及び特別会計について、続

けて内容説明を求めます。会計管理者、長井会計課長。 

○会計課長（長井一浩君） システム資料の⑭から⑳、令和６年度美里町決算書、も

しくは製本された決算書をご覧ください。 

   それでは、議案第６２号から議案第６６号までの内容につきましてご説明申し上
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げます。 

   まず、一般会計決算書、システム資料の４ページ、もしくは製本された決算書の

１ページをご覧ください。 

   議案第６２号につきましてご説明申し上げます。 

   議案第６２号、令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定について 

   地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度美里町一般会計歳入歳出

決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   地方自治法第２３３条第３項の規定により、普通地方公共団体の長は、監査委員

の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付さなければならない

ため、提案するものであります。 

   次のページから、総括表及び決算書となっております。 

   次に、システム資料の２２ページ、決算書の１９ページをご覧ください。 

   実質収支に関する調書でございます。 

   歳入総額８６億１１７万７,９１０円に対しまして、歳出総額８１億５,５５１万

９,８３９円となっており、歳入歳出差引額は４億４,５６５万８,０７１円となっ

ております。 

   翌年度へ繰り越すべき財源につきましては、繰越明許費繰越額１億１,２３８万

３１７円となっております。 

   次に、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は

３億３,３２７万７,７５４円となっており、令和７年度への繰越金となります。 

   また、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入れはございません。 

   次のページから、事項別明細書、財産に関する調書、付属資料となっております。 

   これで、議案第６２号の説明を終わります。 

   次に、国民健康保険特別会計決算書、システム資料の２３７ページ、決算書も同

じ２３７ページをご覧ください。 

   議案第６３号につきましてご説明申し上げます。 

   議案第６３号、令和６年度美里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度美里町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由につきましては、議案第６２号と同じでありますので、省かせていただ
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きます。 

   次のページから、総括表及び決算書となっております。 

   次に、システム資料の２４７ページ、決算書も同じ２４７ページをご覧ください。 

   実質収支に関する調書でございます。 

   歳入総額１３億７,２３５万２,５５７円に対しまして、歳出総額１３億６,３１

７万４,３０５円となっており、歳入歳出差引額は９１７万８,２５２円となってお

ります。 

   実質収支額は９１７万８,２５２円となっており、令和７年度への繰越金となり

ます。 

   次のページから、事項別明細書、財産に関する調書、付属資料となっております。 

   これで、議案第６３号の説明を終わります。 

   次に、土地取得特別会計決算書、システム資料の２７８ページ、決算書の２８１

ページをご覧ください。 

   議案第６４号につきましてご説明申し上げます。 

   議案第６４号、令和６年度美里町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 

   地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度美里町土地取得特別会計

歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由につきましては、議案第６２号と同じでありますので、省かせていただ

きます。 

   次のページから、総括表及び決算書となっております。 

   次に、システム資料の２８６ページ、決算書の２８９ページをご覧ください。 

   実質収支に関する調書でございます。 

   歳入総額１０万６,８９４円に対しまして、歳出総額６,７５５円となっており、

歳入歳出差引額は１０万１３９円となっております。 

   実質収支額は１０万１３９円となっており、令和７年度への繰越金となります。 

   次のページから、事項別明細書、財産に関する調書、付属資料となっております。 

   これで、議案第６４号の説明を終わります。 

   次に、介護保険特別会計決算書、システム資料の３０１ページ、決算書の３０７

ページをご覧ください。 

   議案第６５号につきましてご説明申し上げます。 

   議案第６５号、令和６年度美里町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

   地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度美里町介護保険特別会計

歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 
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   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由につきましては、議案第６２号と同じでありますので、省かせていただ

きます。 

   次のページから、総括表及び決算書となっております。 

   次に、システム資料の３１３ページ、決算書の３１９ページをご覧ください。 

   実質収支に関する調書でございます。 

   歳入総額２０億４,８１１万１,７８１円に対しまして、歳出総額１９億５,２４

８万７,８４８円となっており、歳入歳出差引額は９,５６２万３,９３３円となっ

ております。 

   実質収支額は９,５６２万３,９３３円となっており、令和７年度への繰越金とな

ります。 

   次のページから、事項別明細書、財産に関する調書、付属資料となっております。 

   これで、議案第６５号の説明を終わります。 

   次に、後期高齢者医療特別会計決算書、システム資料の３４６ページ、決算書の

３５５ページをご覧ください。 

   議案第６６号につきましてご説明申し上げます。 

   議案第６６号、令和６年度美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度美里町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由につきましては、議案第６２号と同じでありますので、省かせていただ

きます。 

   次のページから、総括表及び決算書となっております。 

   それでは、システム資料の３５４ページ、決算書の３６３ページをご覧ください。 

   実質収支に関する調書でございます。 

   歳入総額１億８,７９３万９,０８７円に対しまして、歳出総額１億８,４８３万

４,３７１円となっており、歳入歳出差引額については３１０万４,７１６円となっ

ております。 

   実質収支額は３１０万４,７１６円となっており、令和７年度への繰越金となり

ます。 

   次のページから、事項別明細書、財産に関する調書、付属資料となっております。 

   これで、議案第６６号の説明を終わります。 

   以上で、議案第６２号から議案第６６号までの決算認定に係る説明を終わらせて
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いただきます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議案第６２号から議案第６６号までの内容説明を終

わります。 

   続きまして、議案第６７号及び議案第６８号の公営企業会計について、続けて内

容説明を求めます。酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） 議案第６７号と議案第６８号につきましてご説明を

申し上げます。 

   システムでは、⑭から⑳の令和６年度美里町決算書の３７４ページ、製本された

決算書では美里町生活排水事業会計決算書のページをご覧ください。 

   議案第６７号、令和６年度美里町生活排水事業会計決算の認定について 

   地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度美里町生活排水事業会

計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   地方公営企業法第３０条第４項の規定により、普通地方公共団体の長は、監査委

員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付さなければならな

いため、提案するものでございます。 

   なお、令和６年度から地方公営企業会計に移行したことに伴いまして、様式は地

方公営企業法に定める決算様式により作成をしております。 

   また、決算報告書の部分は消費税込みで、その他の財務諸表などは消費税抜きで

作成をしております。 

   それでは、システム内の決算書では３７７ページと３７８ページ、製本された決

算書では１ページと２ページをご覧ください。 

   令和６年度美里町生活排水事業決算報告書の収益的収入及び支出でございます。 

   この決算報告書は、消費税を含む表示となります。 

   なお、収益的収入及び支出は、生活排水事業経営活動に伴い発生する収益と、そ

れに対応する費用でございます。 

   収入の浄化槽事業収益の決算額は２億１,３８４万３,７１８円で、内訳の営業収

益、営業外収益、特別利益の決算額につきましては、記載のとおりでございます。 

   次に、支出の浄化槽事業費用の決算額は１億９,８８２万７,１６７円で、内訳の

営業費用、営業外費用、特別損失、予備費につきましては、記載のとおりでござい

ます。 

   次に、システムの３７９ページと３８０ページ、製本された決算書では３ページ

と４ページをご覧ください。 
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   資本的収入の決算額は２,４８９万７,０００円で、内訳の企業債、国庫補助金、

他会計補助金、受益者分担金は、記載のとおりでございます。 

   次に、資本的支出の決算額は４,７６８万２,５４２円で、内訳の建設改良費、企

業債償還金、予備費につきましては、記載のとおりでございます。 

   なお、資本的収入及び支出は、主に浄化槽工事の費用と企業債の償還金でござい

ます。 

   次に、システムの３８１ページ、製本された決算書では５ページをご覧ください。 

   令和６年度美里町生活排水事業損益計算書でございます。 

   消費税を除く表示となってございます。 

   この損益計算書では、経営成績を表す指標になるものでございます。 

   一番下から２行目、当年度純利益が１,３２２万９,１０５円となり、当年度未処

分利益剰余金は純利益と同額となっております。 

   システムの３８４ページ、製本された決算書では８ページをご覧ください。 

   令和６年度美里町生活排水事業剰余金処分計算書（案）でございます。 

   当年度未処分利益剰余金と同額を記載しております。 

   次に、システムの３８８ページ、製本された決算書では１１ページの令和６年度

美里町生活排水事業報告書をご覧ください。 

   （１）総括事項としまして、業務状況、工事状況、財政状況を記載し、（２）で

は経営指標に関する事項を記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。 

   以上で、議案第６７号の説明を終わります。 

   続きまして、議案第６８号につきましてご説明を申し上げます。 

   システムでは、⑭から⑳の令和６年度美里町決算書の４０９ページ、製本された

決算書では美里町簡易水道事業会計決算書のページをご覧ください。 

   議案第６８号、令和６年度美里町簡易水道事業会計決算の認定について 

   地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度美里町簡易水道事業会

計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由につきましては、議案第６７号と同じでありますので、省かせていただ

きます。 

   それでは、システム内の決算書では４１２ページと４１３ページ、製本された決

算書では１ページと２ページをご覧ください。 

   令和６年度美里町簡易水道事業決算報告書の収益的収入及び支出でございます。 

   この決算報告書は、消費税を含む表示となります。 

   なお、収益的収入及び支出は、水道事業の経営活動に伴い発生する収益と、それ
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に対応する費用でございます。 

   収入の水道事業収益の決算額は３億２,５１５万５,９３４円で、内訳の営業収益、

営業外収益、特別利益の決算額につきましては、記載のとおりでございます。 

   次に、支出の水道事業費用の決算額は２億４,０３０万９,４１０円で、内訳の営

業費用、営業外費用、特別損失、予備費につきましては、記載のとおりでございま

す。 

   次に、システムの４１４ページと４１５ページ、製本された決算書では３ページ

と４ページをご覧ください。 

   資本的収入の決算額は３億１,５０３万円で、内訳の企業債、他会計補助金は、

記載のとおりでございます。 

   次に、資本的支出の決算額は４億８０７万９,２８８円となり、地方公営企業法

第２６条の規定により、１,７００万円を翌年度へ繰り越しております。 

   内訳の建設改良費、企業債償還金、予備費につきましては、記載のとおりでござ

います。 

   なお、資本的収入及び支出は、主に水道事業を継続して維持するための設備改良

費と中央北地区の新規拡張費が主なものでございます。 

   次に、システムの４１６ページ、製本された決算書では５ページをご覧ください。 

   令和６年度美里町簡易水道事業損益計算書でございます。 

   消費税を除く表示となってございます。 

   この損益計算書では、経営成績を表す指標になるものでございます。 

   一番下から２行目、当年度純利益が５,３０５万３,３８７円となり、当年度末処

分利益剰余金は純利益と同額となっております。 

   システムの４１９ページ、製本された決算書では８ページをご覧ください。 

   令和６年度美里町簡易水道事業剰余金処分計算書（案）でございます。 

   当年度末処分利益剰余金と同額を記載しております。 

   次に、システムの４２５ページ、製本された決算書では１３ページの令和６年度

美里町簡易水道事業報告書をご覧ください。 

   （１）総括事項として、業務状況、工事状況、財政状況を記載し、（２）では経

営指標に関する事項を記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。 

   以上で、議案第６８号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議案第６２号から議案第６８号までの内容説明を終

わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２２ 報告第３号 令和６年度美里町財政健全化判断比率及び資金不足比率 
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             の報告について 

○議長（上田 孝君） 日程第２２、報告第３号、令和６年度美里町財政健全化判断

比率及び資金不足比率の報告についての報告を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、報告第３号につきましてご説明申し上げます。 

  システム内の㉑報告第３号をお開き願います。 

   報告第３号、令和６年度美里町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項

の規定により、別紙のとおり、令和６年度美里町財政健全化判断比率及び資金不足

比率を監査委員の意見を付して議会に報告する。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   次のページをお開き願います。 

   健全化判断比率の報告書になります。 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、下記のと

おり報告します。 

   表をご覧願います。 

   一般会計の赤字の程度を示す実質赤字比率及び全ての会計を合算し、その赤字の

程度を示す連結実質赤字比率につきましては、ともに赤字ではないため、比率が算

定されませんので、ハイフン表示でいたしております。 

   次に、地方債の返済の比重を示します実質公債費比率につきましては、災害復旧

費等に係る基準財政需要額の増や普通交付税の増により、単年度の実質公債費比率

は減少しましたが、令和４年度から令和６年度の３か年平均では９.２％となり、

昨年度より１.１ポイント上昇をしております。しかしながら、早期健全化の基準

となる２５％を下回っております。 

   次に、地方債残高のほか、一般会計などが将来負担すべき実質的な負担の程度を

示します将来負担比率につきましても、地方債等の将来負担額を財政調整基金等の

充当可能な財源が上回っておりますので、将来負担比率は算定されず、ハイフンで

表示をいたしております。 

   次のページをお開き願います。 

   資金不足比率の報告書になります。 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、下記の

とおり報告をいたします。 

   表をご覧願います。 

   資金不足比率につきましては、公営企業会計ごとに資金不足比率を報告するもの
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で、表に記載しております２つの公営企業会計に準ずる特別会計につきましては、

いずれも資金不足が生じておりませんので、比率は算定されず、全てハイフンで表

示をいたしております。こちらも健全な範囲にあると認識をいたしております。 

   以上で、報告第３号の説明を終わります。 

議長（上田 孝君） 以上で、報告第３号、令和６年度美里町財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告についての報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２３ 監査委員の意見書説明 

○議長（上田 孝君） 日程第２３、監査委員の意見書説明を求めます。５番、髙田

美千子議員。 

○５番（髙田美千子君） それでは、令和６年度美里町一般会計・特別会計歳入歳出

決算及び財政健全化に関する審査意見書についてご説明を申し上げます。トップ

ページの㉒令和６年度決算審査意見書をご覧ください。 

   表紙をめくっていただきますと目次がございます。 

   Ⅰ．美里町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書、Ⅱ．財政健全化審査意

見書、Ⅲ．経営健全化審査意見書という各意見書について順を追って説明をいたし

ます。 

   ３ページは、令和７年８月２７日付の美里監第２１号の公文でございます。 

   美里町長 上田泰弘様 

   美里町監査委員 大西茂 

   美里町監査委員 髙田美千子 

   令和６年度美里町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書の提出について 

   地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された令和６年度美里町一

般会計及び特別会計歳入歳出決算、証書類、そのほか政令で定める書類の審査を終

了したので、その結果について、次のとおり意見書を提出します。 

   １ページは、審査の内容について記載しております。 

   １．審査の対象は、令和６年度美里町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算と各

会計の歳入歳出決算書、それらの実質収支に関する調書、歳入歳出事項別明細書、

財産に関する調書及びこれらに関する証書類について審査をいたしました。 

   ２．決算書の調整並びに提出時期については、地方自治法第２３３条第１項及び

第２項に沿って決算整理事務が適正かつ迅速に行われ、法定期間内に提出されてお

ります。 

   ３．審査の期間は、令和７年７月２９日から８月２６日までの実動１３日間でご

ざいました。 
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   ４．審査の範囲については、各会計の関係諸帳簿の作成や、関係法令に準拠して

いるか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、予算執行が適正かつ効率的であ

るか等に主眼を置き、関係諸帳簿や証書類の照合、また関係各課の資料提出や関係

職員の説明などを随時求めて、計数の正確性等の審査をいたしました。 

   ２ページからは、審査の結果について述べてあります。 

   各会計の決算書、事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書は、

地方自治法施行規則第１６条及び第１６条の２の様式を備え、計数は関係帳簿と符

合し、正確であると認められます。予算執行に関する事務は、概ね適正に執行され

ていると認められ、基金の運用状況についても適正と認められました。 

   表１において、各会計別に歳入歳出決算額及び予算に対する執行率並びに令和５

年度との増減と対前年度比率も記載しております。 

   なお、生活排水事業と簡易水道事業については、公営企業会計に移行したため、

含まれておりません。後ほど別途説明をいたします。 

   一般会計の歳入決算額の状況につきましては、３ページの表２に示してあります。 

   歳入総額は８６億１１７万７,９１０円で、前年度に比べて１億１,１９３万９２

０円の増額となります。歳入の主なものは、地方交付税で３６億１,４６１万６,０

００円、国庫支出金１０億８,２４５万６１０円などとなっております。 

   ４ページの表３をご覧ください。 

   収入未済額は２億２,７０５万８,５９３円となっており、前年度より１億２,２

４３万２,０９７円の減額となっています。 

   ５ページの表４で、自主財源・依存財源の状況と構成比を示しております。 

   自主財源２０億７,５８６万８,３５５円に対し、依存財源６５億２,５３０万９,

５５５円となり、歳入合計における自主財源率は２４.２％となります。 

   表５では、最近５か年の地方交付税交付状況が示してありますので、ご覧くださ

い。昨年に続き、増額しております。 

   ６ページの表６は、歳出決算額の状況となっております。 

   歳出総額は８１億５,５５１万９,８３９円で、前年度に比べ、１億７,２８４万

９,４０３円の増額となっております。主な歳出は、民生費、総務費、公債費、教

育費、衛生費などとなっております。前年度と比べて増額となったのは、消防費、

教育費、農林水産業費などであり、土木費、災害復旧費、総務費などが減額となり

ました。 

   ７ページをご覧ください。 

   ここ５年間の財政諸指数の推移が表７で示してあります。 

   財政力指数は、必要な財源をどのくらい自力調達できるかの指標で、１に近いほ
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ど良好とされますが、昨年と同じく０.２２で下降傾向にあります。経常収支比率

は、財政の弾力性を判断するもので、要注意とされる８０％を３年連続で超えてお

り、本年度は９９.５％であり、財政の硬直化が懸念されます。 

   同じく７ページ、表８に歳出決算額の状況が示してあり、予算額に対する執行率

は９２％となっております。予備費を含む不用額総額は３億６０９万９,６９９円

となっております。 

   ８ページからは、特別会計の歳入歳出決算状況について説明をしてまいります。 

   まず、国民健康保険特別会計は、表９のとおり、歳入決算総額が１３億７,２３

５万２,５５７円となっており、前年度より６,８５６万８,６５８円の減額となり

ます。 

   歳出決算総額は、表１０のとおり、１３億６,３１７万４,３０５円となり、実質

収支は黒字ですが、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は３年連続の赤字と

なりました。 

   令和７年３月末の被保険者数は２,００６人、保険給付件数は４万７,７６８件、

被保険者１人当たりの給付費は５０万７,４７７円となり、被保険者数と保険給付

件数は減少しておりますが、１人当たりの給付費は４年連続増加しております。 

   次は、９ページです。 

   土地取得特別会計につきましては、表１１、表１２に示してあるとおり、歳入総

額は１０万６,８９４円、歳出総額６,７５５円であり、実質収支は黒字であります

が、前年と同額のため、単年度収支はゼロとなりました。 

   １０ページをご覧ください。 

   介護保険特別会計の歳入決算総額は、表１３のとおり、２０億４,８１１万１,７

８１円となっております。 

   歳出決算総額は、表１４のとおり、１９億５,２４８万７,８４８円となっており、

実質収支は黒字です。しかし、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、１,

６８５万２,８６４円の赤字となります。 

   令和７年３月末の被保険者数は４,１４６人で、前年より７０人減、介護認定受

給者数、保険給付件数、１人当たりの給付費と、いずれも減少しております。 

   次は、１１ページです。 

   後期高齢者医療特別会計について示しております。ご覧ください。 

   歳入決算総額は１億８,７９３万９,０８７円、歳出決算総額は１億８,４８３万

４,３７１円となっており、実質収支、単年度収支ともに黒字となっております。 

   令和７年３月末の被保険者数は２,３８３人、被保険者１人当たりの給付費は、

前年度よりも減少し、１２年ぶりに１００万円を下回っております。 
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   以上、一般会計・特別会計の歳入歳出決算の状況をご説明申し上げました。 

   次に、財政運営の状況について、１２ページから１３ページにまとめております。 

   一般会計の実質収支状況は３億３,３２７万７,７５４円の黒字であり、前年度の

実質収支を差し引いた単年度収支も９,５８４万３７８円の黒字となりました。 

   ここには、歳入歳出の増減の主なものについて記載してありますので、ご覧くだ

さい。 

   続いて、予算の流用状況に移ります。 

   節外流用は、一般会計で２３件、国民健康保険特別会計で１件あり、美里町財務

規則にのっとって処理されております。 

   一般会計においては、流用した額以上の不用額がある科目が１件見られました。

執行に当たっては、節内の支出見通しを精査し、適正な額の流用に努めてほしいと

述べております。 

   １４ページです。 

   不用額と予備費の充用について示しております。 

   本年度の予備費を除いた不用額は、一般会計で２億９,５３６万４１８円のほか、

各特別会計の不用額についても記載しておりますが、介護保険特別会計を除き、他

の会計は前年度に比べて増加しております。予備費の充用につきましては、各会計

において前年度に比べて件数、充用額ともに増加をしております。 

   一般会計の意見については、充用した額以上の不用額があり、節内、目内の執行

見込みを精査の上、予備費の充用が真に必要か、検討されたいとしております。 

   続いて、契約・入札関係について内容を記載しております。 

   契約については、財務規則に基づいて処理されており、入札は、指名等審査会で

入札参加者等の審査を経て適正に処理されております。今後も、工事の監督や検査

及び随意契約については、各担当課が所管されているので、適正な業務遂行になお

一層努力されたいと述べております。 

   １５ページです。 

   指摘・要望事項の自主的実行について記載しております。 

   町税等の収入未済額への取り組み状況、また不納欠損処分の執行等について、詳

細を記載しております。 

   必要な事務処理がなされていなかった事案につきましては、財務規則に基づいて

適正になされるよう、改善を求めております。 

   １６ページです。 

   補助事業の適正な執行について述べております。 

   補助金交付がなされました２件について経過を述べ、補助金事務についての指摘
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を行っております。補助事業においては、建物の設置主体の確認や必要な交付要綱

の規定について十分な検討をされますよう促し、今後の補助事業の適正な執行を求

めております。 

   １７ページから２０ページまで、総括的意見を記載しております。 

   令和６年度美里町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書並びに基金運用状況の

審査の結果につきましては、証書類、諸帳簿類も整理され、計数に誤りもなく、正

確であることを認めた。ただ、予算の執行については、工事費の支払いや補助金支

出に関する事務において不適切と思われる処理が数件見受けられた。いずれも関係

法令等に則って適正な事務処理に努められたいと意見を述べております。 

   以下、主な事務事業につきましては、款ごとに区分して内容を記載し、必要な意

見を付しております。 

   総務費においては、美里暮らし体験住宅の整備、２０周年記念事業の様々な取り

組み、民生費につきましては、物価高騰対策、こども家庭センター開設など、また

衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費におきまして、款ごとに

多くの重要な事業の中から主なものをピックアップして内容を記載しておりますの

で、ご覧いただきたいと思います。 

   最後に、本町の財政状況に触れ、依存財源が町の予算の７５.８％を占めること

や、経常収支比率が９９.５％と悪化している現状を念頭に、今後の中長期的計画

に基づいた効果的・効率的な財政運営を実施されるよう促して、一般会計・特別会

計の歳入歳出決算審査意見書の結びとしております。 

   続きまして、令和６年度美里町財政健全化判断比率・資金不足比率に関する審査

意見書について説明いたします。 

   ページを繰っていただきますと、令和７年８月２７日付の美里監第２３号の公文

がございます。 

   令和６年度美里町財政健全化判断比率・資金不足比率に関する審査意見書の提出

について 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項

の規定により、令和７年７月２９日付で審査に付された令和６年度美里町財政健全

化判断比率・資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類につい

て審査を行ったので、その結果について次のとおり意見書を提出します。 

   ２１ページの令和６年度財政健全化審査意見書について説明を申し上げます。 

   この財政健全化審査は、町長から提出されました健全化判断比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施

いたしました。 
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   審査の結果、審査に付された関係書類はいずれも適正に作成されていると認めら

れました。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のい

ずれも健全な範囲にあると認められ、特に指摘すべき事項はございませんでした。 

   次に、それぞれの総括表が付されておりますので、ご確認ください。 

   ２６ページに、令和６年度経営健全化審査意見書が示してあります。 

   この経営健全化審査は、町長から提出されました資金不足比率及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施い

たしました。 

   審査の結果につきましては、審査に付された簡易水道事業特別会計、生活排水特

別会計の関係書類は、いずれも適正に作成されており、資金不足がないことから、

資金不足比率は算定せず、健全な範囲にあると認められました。ただし、さらに健

全性の確保に努める必要があり、それぞれ年度末の決算見込みについて十分に精査

し、予算の編成・執行をされることを求めております。 

   以上で、去る８月２７日に大西茂代表監査委員と共に上田町長に報告・提出いた

しました令和６年度美里町一般会計・特別会計歳入歳出決算及び財政健全化に関す

る審査意見書の説明を終わります。 

   次に、公営企業会計決算審査についてご説明を申し上げます。 

   美里町生活排水事業会計、美里町簡易水道事業会計が令和６年度から公営企業会

計に移行したことにより、新たに作成しました決算意見書の様式でお示しをしてお

ります。 

   表示と目次をめくっていただきますと、美里監第２２号の公文がございます。 

   美里町長 上田泰弘様 

   美里町監査委員 大西茂 

   美里町監査委員 髙田美千子 

   地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された令和６年度美里町

公営企業会計の決算報告書及びその他政令で定める書類の審査を終了したので、そ

の結果について次のとおり意見書を提出します。 

   １ページには、審査の内容について記載してございます。 

   １．審査の対象、２．決算書の調整並びに提出時期、審査の期間、審査の範囲、

審査の結果について述べております。 

   審査の結果につきましては、審査に付された決算報告書及び財務諸表は、地方公

営企業法及びその他関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確であると

認めたところです。 

   ２ページから、生活排水事業会計の審査内容になります。 
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   収支の概要についてですが、収益費用明細書では、収入の第１款は浄化槽事業収

益で、営業収益、営業外収益、特別利益の３つの項があり、それらの収益を合わせ

ると２億６３３万９,２７２円になります。 

   支出の第１款は浄化槽事業費用で、営業費用、営業外費用、特別損失の３つの項

があり、その費用を合わせると１億９,３１１万１６７円になります。収支を差し

引いた１,３２２万９,１０５円が当年度の純利益となり、おおむね良好な状況にあ

ります。 

   資本的収入支出明細書では、収入の第１款は資本的収入で、企業債、国庫補助金、

受益者分担金があり、それぞれの金額を示しております。 

   支出の第１款資本的支出は、建設改良費、企業債償還金の２つの項があり、当年

度に２０基の合併処理浄化槽が整備されました。 

   ３ページには、令和７年３月末の状況が示してあります。ご覧ください。 

   今後の安定した生活排水事業の継続のために、適正な施設維持管理を行い、経費

削減に努められたいと結んでおります。 

   ４ページです。 

   簡易水道事業会計について述べております。 

   収益費用明細書では、収入の第１款水道事業収益には、営業収益、営業外収益、

特別利益という３つの項があり、それぞれの収益金を記載しております。 

   営業収益は８,９６３万４,０７４円で、そのほとんどは水道利用料です。営業外

収益の１億９,０７３万７,５９６円は、一般会計からの補助などで、収入の６６％

を占めています。特別利益は、消費税還付金であり、８５１万４,４６９円となり

ます。 

   支出の第１款水道事業費用は、営業費用、営業外費用、特別損失となります。 

   営業費用は、人件費、委託料、有形固定資産の減価償却費で、支出の９４.１％

を占めます。営業外費用は、企業債利息とその他雑支出となります。特別損失は、

賞与引当金相当額となります。 

   次に、資本的収入支出明細書では、収入の第１款資本的収入には、企業債、他会

計補助金の２つの項があり、企業債は２億６,９９０万円で、収入の８５.７％を占

めます。 

   支出の第１款資本的支出は、建設改良費、企業債償還金です。建設改良費は２億

９,２３２万５,２１８円で、中央北地区簡易水道工事などが行われております。 

   ５ページでは、令和７年３月末の簡易水道事業の状況を示しております。 

   令和６年度の事業収益は２億８,８８８万６,１３９円、事業費用が２億３,５８

３万２,７５２円となり、５,３０５万３,３８７円の純利益が生じており、良好な
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状態と言えます。 

   一方で、料金回収率は５５％と低く、事業費用を給水収益で賄えておりません。

さらに、今後は、施設の更新に要する投資も増加すると見込まれております。 

   最後に、決算審査の結びとしまして、このような厳しい経営状況を踏まえ、安定

した簡易水道事業の継続のため、将来の更新需要にも備え、適正な施設維持管理等

による経費削減を図りながら、安定的な事業の維持に努められることを望むもので

あると結んでおります。 

   以上で、去る８月２７日に大西茂監査委員と共に上田町長に報告・提出いたしま

した令和６年度美里町公営企業会計決算審査意見書の説明を終わります。 

   これで、全ての決算審査意見書についての説明を終了いたします。 

○議長（上田 孝君） 以上で、監査委員の意見書説明を終わります。 

   ここでしばらく休憩します。再開を１４時４０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時３１分 

再開 午後２時４０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２４ 議案第６９号 令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第２５ 議案第７０号 令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算 

              （第２号） 

 日程第２６ 議案第７１号 令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第２７ 議案第７２号 令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算 

              （第２号） 

 日程第２８ 議案第７３号 令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第２号） 

 日程第２９ 議案第７４号 令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算 

              （第２号） 

 日程第３０ 議案第７５号 令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算 

              （第２号） 

○議長（上田 孝君） 日程第２４、議案第６９号、令和７年度美里町一般会計補正

予算（第６号）から日程第３０、議案第７５号、令和７年度美里町簡易水道事業

会計補正予算（第２号）までの補正予算７案件について一括して議題としたいと
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思います。 

   お諮りします。 

   議案第６９号から議案第７５号までの７案件について一括議題とし、本日は内容

説明のみ行い、質疑・討論・採決は最終日に行いたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、議案第６９号から議案第７５号までを一括議題とし、本日は内

容説明のみを行い、質疑・討論・採決は最終日に行うことに決定しました。 

   それでは、議案第６９号から議案第７５号までを一括議題とします。 

   まず、議案第６９号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号）の内容説明

を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第６９号につきましてご説明申し上げま

す。システム内の㉓議案第６９号をお開き願います。 

   議案第６９号、令和７年度美里町一般会計補正予算書の６号の１ページをお開き

願います。 

   議案第６９号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号） 

   令和７年度美里町の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億９,

１６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８８億３,８３９

万８,０００円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   第２条、債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   ５ページをお開き願います。 

   第２表、債務負担行為補正の追加でございます。 

   初めに、事項の地域公共交通実証運行委託料につきましては、期間を令和８年度

から令和８年度までとし、限度額を９５０万４,０００円と設定いたしております。 

   次に、２行目の自動車リース料につきましては、期間を令和８年度から令和１２

年度までとし、限度額を２１１万３,０００円と設定いたしております。 

   また、その下のＰテレフォンリース料（中央中）につきましては、期間を令和８

年度から令和１２年度までとし、限度額を１７万５,０００円と設定いたしており

ます。 
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   それでは、７ページをお開き願います。 

   今回の補正予算の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により、

主なものにつきましてご説明いたします。 

   初めに、２の歳入でございます。 

   まず、１枠目の款の１０地方交付税におきまして、説明欄の普通交付税９,２６

４万５,０００円につきましては、交付決定により増額をするものでございます。 

   次に、６枠目の款の１４国庫支出金、項の２国庫補助金、目の１総務費国庫補助

金の３行目、「交通空白」解消緊急対策事業補助金７６６万１,０００円の減額に

つきましては、地域公共交通の実証運行で予定していた車両購入を行わないため、

減額するものでございます。 

   次に、その下の令和７年度予備費重点支援地方交付金（推奨事業分）７７９万５,

０００円及び次のページの３つ目の枠の款の１５県支出金、項の２県補助金、目の

１総務費県補助金の令和７年度物価高騰対応生活者支援交付金３２１万５,０００

円につきましては、物価高騰に伴うＬＰガス使用世帯支援事業補助金や学校給食費

補助金等に対する国及び県からの補助金でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ３つ目の枠の款の１８繰入金、項の１基金繰入金の説明欄の財政調整基金繰入金

４,１００万円の減額につきましては、今回の補正予算における財源調整のため、

基金へ繰り戻すものでございます。 

   次に、４つ目の枠の款の１８繰入金、項の２特別会計繰入金、目の１特別会計繰

入金の説明欄の２行目、介護保険特別会計繰入金１,３１４万円につきましては、

前年度精算額としまして繰り入れるものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   １つ目の枠の款の１９繰越金の説明欄の前年度繰越金３億１,３２７万７,０００

円につきましては、令和６年度からの繰越金が３億３,３２７万７,７５４円となり

ますので、当初予算との差額を計上いたしております。 

   次に、２つ目の枠の款の２０諸収入、項の５雑入、目の３雑入の説明欄の２行目、

新型コロナ定期接種ワクチン確保事業補助金５１４万６,０００円の減額につきま

しては、令和７年度よりコロナワクチンに対する助成事業が廃止となったため、減

額するものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   １１ページからが３の歳出でございます。 

   歳出におきましては、関係科目におきまして、４月以降の人事異動に伴う人件費

の補正をそれぞれ行っております。 
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   １２ページをお開き願います。 

   １つ目の枠の１段目をお願いします。款の２総務費、項の１総務管理費、目の６

企画費の節の１７備品購入費の地域公共交通実証運行車両購入費１,０５０万円の

減額につきましては、歳入でもご説明いたしましたが、共創・ＭａａＳ実証プロジ

ェクト事業補助金を活用して車両購入を予定しておりましたが、当該経費が補助対

象外であったため、減額をするものでございます。 

   次に、節の１８負担金、補助及び交付金の説明欄の２行目、物価高騰対応ＬＰガ

ス使用世帯支援事業補助金６４３万円につきましては、物価高騰の影響を受けたＬ

Ｐガス使用世帯の経済的負担を軽減するため、補助するものでございます。 

   次に、３段目の目の１１財政調整基金費の説明欄、財政調整基金積立金１億７,

０００万円につきましては、地方財政法の規定により、令和６年度決算剰余金の２

分の１以上を積み立てるものでございます。 

   １６ページをお開き願います。 

   １枠目の款の４衛生費、項の１保健衛生費、目の７水道施設整備費の節の２４積

立金の水道事業基金積立金５,０００万円につきましては、今後の水道事業の財源

としまして積み立てるものでございます。 

   次に、３枠目の２段目、款の５農林水産業費、項の１農業費、目の４農業振興費

の節の１８負担金、補助及び交付金のくまもと土地利用型農業競争力強化緊急支援

事業補助金４４３万１,０００円につきましては、中央地区農作業受託組合が県の

採択を受けて導入される自脱式コンバインの導入に係る補助金でございます。 

   次のページ、１７ページをお開き願います。 

   １つ目の枠の目の７農業構造改善対策費の節の１０需用費の農業構造改善関連施

設修繕料につきましては、佐俣の湯の施設設備の老朽化に伴う修繕経費としまして

５４０万円を計上いたしております。 

   次のページをお開き願います。 

   ２つ目の枠の２段目の款の７土木費、項の２道路橋梁費、目の２道路維持費の節

の１４工事請負費の町道維持工事６００万円につきましては、舗装面積の増加や局

部改良工事の実施に伴い、町道２路線分を増額するものでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   ２つ目の枠の款の７土木費、項の４住宅費、目の１住宅管理費の節の１０需用費

の町営住宅修繕料につきましては、大窪団地入居者の退去に伴う修繕や今後発生す

る退去後の修繕料としまして６００万円を計上いたしております。 

   次に、３つ目の枠の款の８消防費、項の１消防費、目の４災害対策費の節の１２

委託料のＪ－アラート設備更新業務委託料７２３万２,０００円と、次のページの
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１枠目の節の１４工事請負費のＪ－アラート設備更新工事７２３万２,０００円の

減額につきましては、今回のＪ－アラート設備の更新が機器等の製造工事を伴うも

のではございませんので、予算の性質を考慮しまして委託料に組み替えるものでご

ざいます。 

   続きまして、２２ページをお開き願います。 

   １つ目の枠の款の１０災害復旧費、項の２公共土木施設災害復旧費、目の２国庫

負担災害復旧費の節の１４工事請負費の災害復旧工事（Ｒ７災害分）８,７４０万

円につきましては、６月９日から１６日にかけての豪雨災害により被害を受けた町

道１１件、河川６件の復旧工事を行うものでございます。 

   次に、一番下の枠の款の１３予備費につきましては、今回の豪雨災害を受けて、

今後も復旧にかかる経費や予見できない支出が生じる可能性があることから、緊急

時に速やかに対応できるよう、予備費２,０００万円を増額計上いたしております。 

   以上で、議案第６９号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議案第６９号の内容説明を終わります。 

   次に、議案第７０号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）の内容説明を求めます。中川健康保険課長。 

○健康保険課長（中川利加君） 議案第７０号についてご説明申し上げます。システ

ム内の㉔議案第７０号の１ページ目をお開きください。 

   議案第７０号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

   令和７年度美里町の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３１万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億１５１万８,

０００円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   予算の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により主なものをご

説明いたします。 

   ４ページをお開きください。 

   歳入歳出補正予算事項別明細書の２、歳入でございます。 

   ２つ目の枠の款の５繰入金、項の１他会計繰入金、目の１一般会計繰入金につき

ましては、出産育児一時金等繰入金として１００万円を計上しております。出産育

児一時金の５０万円のうち、３分の２の金額を一般会計から繰入れを行うためのも
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のでございます。 

   ３つ目の枠の款の６繰越金につきましては、３１７万８,０００円を追加してお

ります。令和６年度の決算剰余金を繰越金として計上したものでございます。 

   ５ページをお開きください。 

   ３、歳出でございます。 

   １つ目の枠の款の２保険給付費、項の４、目の１出産育児一時金につきましては、

当初見込みより出産予定者が増えたため、１５０万円を計上しております。 

   ３つ目の枠の款の８諸支出金、項の３繰出金、目の１一般会計繰出金につきまし

ては、令和６年度の事務費繰入金の確定に伴い、一般会計への繰出金として９１万

１,０００円を計上しております。 

   以上で、議案第７０号について説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議案第７０号の内容説明を終わります。 

   次に、議案第７１号、令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算（第１号）の

内容説明を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第７１号につきましてご説明を申し上げ

ます。システム内の㉕議案第７１号をお開き願います。 

   議案第７１号、令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算書の（第１号）の１

ページをお開き願います。 

   議案第７１号、令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

   令和７年度美里町の土地取得特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９万９,

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２万円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   ４ページをお開き願います。 

   今回の補正予算の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご

説明いたします。 

   まず、１枠目の２の歳入でございます。 

   款の２繰越金におきましては、前年度繰越金を９万９,０００円増額いたしてお

ります。 

   次に、その下の枠の３の歳出でございます。 

   款の２予備費につきまして、９万９,０００円を増額いたしております。 
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   以上で、議案第７１号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議案第７１号の内容説明を終わります。 

   次に、議案第７２号、令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第２号）の

内容説明を求めます。谷口福祉課長。 

○福祉課長（谷口信也君） 議案第７２号についてご説明申し上げます。㉖議案第７

２号をご覧ください。 

   令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算書（第２号）の１ページをお願いい

たします。 

   議案第７２号、令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

   令和７年度美里町の介護保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,５６

２万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億５,４２

４万１,０００円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明いたします。 

   ４ページをお願いいたします。 

   歳入歳出補正予算事項別明細書の２、歳入でございます。 

   今回の歳入の補正予算は、款の８繰越金、項の１繰越金、目の１繰越金、節の１

繰越金の前年度繰越金９,５６２万２,０００円のみでございます。 

   ５ページをお願いいたします。 

   １つ目の枠、款の４基金積立金、項の１基金積立金、目の１介護給付費基金積立

金、節の２４積立金につきましては、一般財源である繰越金のうち３,０００万円

を介護給付費基金へ積み立てるものでございます。 

   次の枠の款の５諸支出金、項の１償還金及び還付加算金、目の２償還金、節の２

２償還金、利子及び割引料につきましては、令和６年度の実績報告に基づくそれぞ

れの精算額として返還すべき額を計上しております。 

   次の枠の項の２繰出金、目の１他会計繰出金、節の２７繰出金につきましては、

令和６年度の一般会計からの繰入金の精算に伴うものでございます。 

   最後の枠、款の７予備費につきましては、歳入歳出予算の調製によるものとなり

まして、５２１万４,０００円を増額しております。 

   以上で、議案第７２号の説明を終わります。 
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○議長（上田 孝君） 以上で、議案第７２号の内容説明を終わります。 

   次に、議案第７３号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）の内容説明を求めます。中川健康保険課長。 

○健康保険課長（中川利加君） 議案第７３号についてご説明申し上げます。システ

ム内の㉗議案第７３号の１ページ目をお開きください。 

   議案第７３号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

   令和７年度美里町の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６８万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１,３４８万８,

０００円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   予算の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により、主なものを

ご説明いたします。 

   ４ページをお開きください。 

   歳入歳出補正予算事項別明細書の２、歳入でございます。 

   １つ目の枠、款の３繰入金、項の１一般会計繰入金、目の１事務費繰入金につき

ましては、３０８万円を計上しております。 

   ２つ目の枠の款の４繰越金につきましては、１６０万４,０００円を追加してお

ります。令和６年度の決算剰余金を繰越金として計上したものでございます。 

   ５ページをお開きください。 

   ３、歳出でございます。 

   １つ目の枠の款の１総務費、項の１総務管理費、目の１一般管理費につきまして

は、子ども・子育て支援金制度の創設に伴う後期高齢者医療システム改修委託料と

して３０８万円を計上しております。 

   ２つ目の枠の款の２、項の１、目の１後期高齢者医療広域連合納付金につきまし

ては、令和６年度分の後期高齢者医療保険料等負担金の確定に伴い、精算分７９万

２,０００円を計上しております。 

   ３つ目の枠の款の３諸支出金、項の２繰出金、目の１他会計繰出金につきまして

は、令和６年度の事務費繰入金の確定に伴い、一般会計への繰出金として３２万１,

０００円を計上しております。 

   以上で、議案第７３号について説明を終わります。 
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○議長（上田 孝君） 以上で、議案第７３号の内容説明を終わります。 

   次に、議案第７４号、令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第２号）並

びに議案第７５号、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２号）の内容

を、続けて説明を求めます。酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） 議案第７４号並びに議案第７５号についてご説明を

申し上げます。まず、システム内の㉘議案第７４号をご覧ください。 

   次のページをご覧ください。 

   議案第７４号、令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第２号） 

   総則、第１条、令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

   収益的収入及び支出、第２条、令和７年度美里町生活排水事業会計予算第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   収入の補正予定額はございません。 

   次に、支出でございます。 

   支出、科目、第１款浄化槽事業費用、既決予定額２億１,０５３万円、補正予定

額１１万２,０００円、計２億１,０６４万２,０００円、内訳の営業費用、営業外

費用につきましては、記載のとおりでございます。 

   議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第３条、予算第８条に定

めた経費の金額を次のとおり補正する。 

   科目、（１）職員給与費、既決予定額１,０９３万８,０００円、補正予定額６万

円、計１,０９９万８,０００円。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   なお、詳細につきましては、令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第２

号）実施計画明細書にて主なものを説明させていただきます。 

   システムの５ページをご覧ください。 

   収益的収入の補正予定額はございません。 

   次に、収益的支出においては、職員の給与関係が主な費用計上となっております。 

   以上で、議案第７４号の説明を終わります。 

   続きまして、議案第７５号について説明を申し上げます。 

   システム内㉙議案第７５号をご覧ください。 

   議案第７５号、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

   総則、第１条、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

   収益的収入及び支出、第２条、令和７年度美里町簡易水道事業会計予算第３条に
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定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   収入の補正予定額はございません。 

   次に、支出でございます。 

   支出、科目、第１款、水道事業費用、既決予定額２億９,６９６万３,０００円、

補正予定額９８５万３,０００円、計３億６８１万６,０００円、内訳の営業費用、

営業外費用につきましては、記載のとおりでございます。 

   議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第３条、予算第８条に定

めた経費の金額を次のとおり補正する。 

   科目、（１）職員給与費、既決予定額５,４０９万８,０００円、補正予定額２３

２万３,０００円の減額をし、計５,１７７万５,０００円。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   なお、詳細につきましては、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２

号）実施計画明細書にて主なものを説明させていただきます。 

   システムの５ページをご覧ください。 

   収益的収入の補正予定額はございません。 

   次に、収益的支出につきましては、水道事業費用の営業費用、総係費においては、

職員の給与関係を減額補正し、修繕料７９１万９,０００円につきましては、主に

漏水修理及び水道施設修理費として予算計上しております。 

   また、資産減耗費の固定資産除却費３８１万４,０００円につきましては、配水

管布設替えによる除去によるものですが、これは金額を伴わない予算というふうに

なっております。 

   以上で、議案第７５号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議案第７４号及び議案第７５号の内容説明を終わり

ます。 

   以上をもちまして、本日の日程は終了しました。 

   お諮りします。本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   明日９日火曜日は、午後１時から会議を開きます。 

   それでは、本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時０９分 
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令和７年第３回美里町議会定例会会議録（第２号） 

令和 ７ 年 ９ 月 ９ 日（火） 

午 後  １時００分 開 議  
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       (１) ６番 坂 田 竜 義 議 員 

       (２) ２番 平 野 保 弘 議 員 
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     ３番  吉 住 淳 一 君       ４番  隈 部   寛 君 

     ５番  髙 田 美千子 君       ６番  坂 田 竜 義 君 

     ７番  濱 田 憲 治 君       ８番  福 田 秀 憲 君 

     ９番  今 田 政 行 君       10番  上 田   孝 君 
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 町 長  上 田 泰 弘 君   副 町 長  吉 住 慎 二 君 

 教 育 長  宮 嵜 幸 仁 君   総 務 課 長  坂 村   浩 君 

 美しい里創生課長  澤 山   誠 君   税 務 課 長  松 永 栄 作 君 

 住民生活課長  宮 﨑 博 文 君   福 祉 課 長  谷 口 信 也 君 
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開議  午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 改めまして、皆さん、こんにちは。 

   本日の会議を開きます。 

   一般質問の広報掲載のため、広報担当者、藤川主事の議場内での写真撮影を許可

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（上田 孝君） 日程第１、一般質問を行います。 

   通告があっておりますので、順次発言を許します。なお、発言時間は申し合わせ

事項により、答弁を含め６０分以内となっておりますので申し添えます。 

   ６番、坂田竜義議員の一般質問を行います。坂田竜義議員。 

○６番（坂田竜義君） ６番、坂田竜義でございます。 

   ８月１０、１１の豪雨災害におきましては、本町は甚大な災害が起こりまして、

被災されました町民の皆様には心からお見舞いを申し上げたいと思います。また、

宇城市、その他の自治体におきましては、こういう災害の緊急事態を踏まえて、代

表質問、その他の質問を取りやめるという自治体も幾つかございまして、本町議会

としても議会運営委員会でいろいろ論議をいたしましたけれども、一応、２名の議

員に限って質問をするということになりました。それぞれ総務文教常任委員会と産

業厚生常任委員会の各常任委員会１人ずつということで、私は産業厚生常任委員会

を代表いたしまして、質問をしたいというふうに思います。 

   まず、質問項目も非常に私としては絞りました。それで、令和７年８月豪雨災害

についてと、子ども第三の居場所づくり、これは、先日岡山県の美咲町を視察をい

たしましたときに、いろいろ勉強してきたことを基にしてお尋ねをするということ

にしております。 

   まずは１項目。令和７年８月豪雨災害についてお尋ねいたしますが、まず１点目

は、直近最新の被災状況の概要、県との調整も後で聞きますけれども、取りあえず

直近の被災状況についてどうなっておるのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   本町におきましては、８月１１日未明からの記録的な豪雨により、町内各所で

河川の増水や土砂災害が発生し、これに伴い、道路の損壊や建物の浸水など、甚

大な被害が生じております。 

   最新の被害状況でございますが、人的被害として重軽傷者２名、家屋被害１１８
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件となっております。また、道路関係の詳細は後ほど建設課長のほうから報告があ

ると思いますが、道路、河川、橋梁等の被害が１,１１９か所、農地を含む農道等

の被害が５,３８９か所確認されております。さらに、山腹及び路肩の崩壊等によ

り、林道１１路線、約６０か所におきまして災害が発生しております。なお、現在

も引き続き詳細な被害調査を行っておりますので、被害箇所につきましては、今後

変動する可能性がございます。 

   また、孤立世帯につきましては解消しておりますが、現在２地区、安部と甲佐平

竹ノ原地区におきまして、敷地内の斜面の崩壊が進行する危険性が大きいため、崖

上にある３世帯４名に対し、避難指示を発令をしております。 

   また、電話・通信関係でございますが、白石野、大井早山瀬、川越貫平の３地区

で一部不通となっておりますので、引き続き業者への早期の復旧を要請していると

ころでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） ２８年の地震、豪雨災害のときもものすごい被害がありまし

て、家屋の倒壊等は地震のときが多いかもしれませんけども、山とか田んぼの法

面の崩壊とかは今度のほうがひどいかなと感じるところもございます。 

   そういうことで、総務課長からございましたけれども、避難指示を出したとこ

ろが２件ですか。要するに被災宅地危険度判定というのがされて、危険大という

ところで避難指示をしたということでございますけども、この避難指示、要する

に被災宅地が危険だからもう避難してくださいということなんですが、この対象

の建物はイコール、即いわゆる全壊扱いになるんですかね。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   長期避難者に該当しますので、全壊扱いということになります。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今説明があった長期避難ということなんですが、概ね３か月

避難指示を出し続けることによってですね、全壊扱いになるというふうな制度に

なっております。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） それ、ちょっとおかしいと、私、相談があったんですけど、

この表紙のところですね、もうどことは言いませんけど。この方が罹災証明を取

りに来たところ、要するに立入禁止で現地確認ができないから、それ出せません
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って言われたというふうに聞いたんですが、その辺りはなぜですかね。 

○議長（上田 孝君） 吉住副町長。 

○副町長（吉住慎二君） 避難指示を発令している地域については、家屋調査、立ち

入れないということで、結果、家屋被害調査の認定ができないという状況になっ

ておりますけども、先ほどお話がありましたとおり、長期避難世帯という判定が

あります。概ね３か月以上避難というところについては全壊扱いということにな

りますので、この長期避難世帯というのは県のほうが認定をいたしますので、被

災者生活支援法の指定が適用が本町になった時点で、県のほうに申請ができるも

のというふうに判断をしております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 素人ではこのドローンの写真ですよね、ドローンで見た写真

でもはっきりもうしてるのに、何でその罹災証明は出さんのかなって思ったわけ

ですよ。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 家屋被害調査をやってほしいという依頼があっている、要は

罹災証明書を発行してほしいという依頼があっていることは、こちらも把握をし

ております。ただ、危険家屋、危険性大と認定されておりますので、その中に職

員を入れてですね、被害調査を行って、もしものことがあってはいけないという

ことで、今、家屋調査はそこには入っていないという状況でございます。 

   ただ、これは県とかともいろいろ打合せをしている中で、３か月でそこが本当

に復旧できるのか、そしてまた、宅地が元に戻るのか、そういったことを考えれ

ば、それはもうほぼ不可能な話でございますので、家を見ること、家の中を確認

することなく、もう全壊となるという方向に持っていこうということで、今いろ

いろと検討を進めさせていただいているところでございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） よろしくお願いします。 

   結局、ドローンで見た写真とかも、もう家屋を入らなくても一目瞭然じゃない

かと私は思いますけど、できるだけ今答弁がございましたので、迅速に対応いた

だけますようにお願いをいたします。 

   被災の状況については、先ほど説明がございましたが、要するにうちの近所でも

ですね、山腹、山がもう何百メートルと上から崩れまして、町道を塞いで河川まで

到達をしているわけですね。そして、杉の７０年ぐらいの木がもうずっと一緒に流

れてきて、せき止めて、結局濁流、水の流れが強かったから流れて、今度は流木が
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堰にたまって、そしてもうダムになってですね、そのまま井手に流れて行って、相

当重機を入れて苦労しましたけども。 

   そういったことで町道はもちろん町の管轄だから分かりますけども、山は要する

に地域振興課、林務の管轄だろうと思うんですね。河川は土木と。振興局土木部と。

こういうことで、県と調整をしなければなかなか道を通そうにも、道ばかり通して

も、また上から来るからですね。上から止めていかないと難しいというところもあ

って、やっぱりその辺り、ほかにもいっぱいあちこちあるんですよ。せと山のとこ

ろもこれも県道で、これ県がするんでしょうけど、まだあそこは通ってないでしょ

う、多分。そういうことであっちこっちそういう県の河川の絡み、治山の絡み、全

部あちこちありますから、そのトータル的にそういう県との調整、県以外との調整

もあるかもしれんけれどもですね。その辺りについては、どのように進めていかれ

るのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 富永建設課長。 

○建設課長（富永英司君） ご説明申し上げます。 

   県との調整ということでございますけれども、まず、それ以外で復旧の手順で

すね、災害の復旧の手順、それと被害の概要、そして県との調整ということで説

明のほうさせていただきたいと思います。 

   まず、復旧の手順としましては、公共土木施設災害につきましては、１か所当た

りが６０万円以上という規定がございます。今度の災害が８月１１日の日に発生を

しておりまして、被害報告というのを１か月以内、概ね１か月以内に県に被害報告

をしなければならないというルールがございます。建設課としましては、８月１５

日からですね、町内を１７か所に分けて、建設測量コンサルタントに依頼をしまし

て、被害箇所の調査を行っております。８月１５日から９月５日までかかりまして、

町内１７か所のほうを調査をいたしまして、昨日、県のほうに被害の確定報告とい

うことで報告のほうをしております。 

   まず道路が、これは査定の申請件数になりますが、３１６件、箇所数でいうと６

２４か所、被害額が約５５億円。河川が、これ査定の件数になりますが、１２６件、

箇所数としまして４８９か所、被害額として３９億。それと橋梁が６件、これは６

か所になりますが、被害額が約６億円ということで、合わせまして、査定の申請件

数の見込みとして４４８件、箇所数として１,１１９件、１９か所、被害額が約１

００億円ということで報告のほうをしております。 

   この金額、この件数と金額につきましては、先ほど議員もおっしゃられましたけ

れども、平成２８年の地震、それと６月の豪雨災害、そのときの査定の件数がです

ね、すいません、道路が１７２件、河川が６１件、橋梁が２件ということで、合計
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の２３５件、最終的な工事費として約２０億円被害があっております。２８年災に

比べてもですね、今回の雨の災害につきましては倍以上の被害箇所、それと被害額

になるだろうというふうに建設課としては思っているところです。 

   あわせて、美里町の熊本県が管理している道路・河川につきましても、道路で約

８０件、被害額として約２９億円、県管理の河川・砂防施設につきましても、約３

３０件の約４６億円、大体合わせて被害額は７５億円ということで、今回の災害に

つきましてはですね、これまでに経験のないような甚大な被害が美里町で発生をし

ているというふうに建設課としては考えているところでございます。 

   県との調整ということでございますけれども、まずはですね、先ほどお話ししま

したように１か月以内に被害箇所数の確定、それと被害額の確定ということがござ

いますので、町としてはですね、そちらのほうを最優先にして、作業のほうを進め

てきていたところでございます。先ほど議員が言われました坂貫の山林崩壊、町道、

河川とございますけれども、今後、災害査定を受けるに当たってですね、両方で査

定を申請しないように、二重採択防止の覚書とか、そういった決まりがございます

ので、そういった箇所につきましては、今後、県の関係部署、山林であれば県の林

務課、河川であれば宇城地域振興局の土木部と町と協議をしてですね、漏れがない

ように災害審査のほうを図っていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 県や、あるいは国との調整に関しましては、例えば今説明が

ありましたけども、土木のほう、あるいは林務のほう、あるいは農政のほうとそ

れぞれあります。今日も実は朝から本庁、県庁の土木部から来ていただいて、い

ろいろと話をさせていただきました。議員がおっしゃいますように、上から崩れ

てきていて、川にまだ堆積をしている流木とかがあります。じゃあ上から山が崩

れてきたのはこれは治山でしょうと。じゃあこれは林務関係ですよねと。河川の

中だったら、これは土木ですよねっていうふうな、分かれますので、そこら辺は

しっかりと県ともですね、今日も話をして、じゃあその河川の中に入っているや

つは土木としてやりましょうというような話を今日させていただいて、ですので、

その辺の調整は随時やっていこうと思っていますし、また、その共有をですね、

災害対策本部会議でしっかりと共有をしていきたいというふうに考えているとこ

ろです。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） よろしくお願いします。 
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   続きまして、激甚災害への指定はどうなっているかということについて、お尋

ねいたしますけれども、まず８月２０日前後でしたか、もうやめると表明されま

した総理大臣が記者会見されまして、本激ということで、この豪雨災害で被災し

たところは全国的にこの激甚災害に指定をしたいということで記者会見はあって

おりました。その後、この激甚災害法、正式名称はちょっと長い法律名ですけど

も、３７年に制定されて、４３年に改正されて、局激と局地の激甚災害というの

が新設されたというところで、これは市町村単位の激甚災害指定と、こういうこ

とになっております。 

   この激甚災害、一応あっちこっち防災大臣が来たところではまた記者会見して、

激甚災害にしますよとか、リップサービス的なものがいろいろ報道されております。

基本的に中央防災会議の答申を経て、総理大臣が決定するということの手続きにな

っておりますが、あちこちでそういう記者会見をされたり何かしますけれども、本

当に手続き的に中央防災会議の答申、そして、総理大臣の決定という手続きを踏ん

だ後に言われておるのか分からんですね、その辺りが。 

   そういうことで、今回の本町の甚大な被害を被りましたことに対しての激甚災害

の指定についてはどうなっているのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今回の豪雨災害に伴います激甚災害の指定につきましては、

現時点ではまだ正式には決定されておりませんが、内閣府防災担当からは、８月

１８日に農地等について激甚災害指定の見込みが公表されたところでございます。 

   また、８月２５日には議員おっしゃいました坂井防災担当大臣が熊本市や玉名

市を視察され、その際、被害状況調査の進展により、河川や道路などの公共土木

施設、公民館や体育館などの公共社会教育施設についても激甚災害の適用対象に

加える考えを示されたところでございます。 

   いずれも現段階では、激甚災害指定の見込みということでございますが、これは

その後も至るところで大雨等による甚大な災害が発生しており、これらの被害も含

めて全国的に一纏めで激甚災害に指定するためと推察をしているところでございま

す。とはいえ、インフラの早期復旧は住民生活に欠かすことのできない重要課題で

ございますので、激甚災害指定を前提に査定等の準備に取りかかっているところで

ございます。 

   また、玉東町が中小企業の事業再建を支援する中小企業信用保険法による災害関

係保障の特例に基づき、市町村単位で指定される局地激甚災害（局激）の対象とな

る見込みでありますが、これは町の面積が小さい玉東町において、事業者の罹災割

合が高かったために局地的に対象となったものでございまして、熊本県としては、
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全県下での被害額を積み上げるとともに、被災した全ての市町村において激甚災害

に指定していただくよう国に要望されているところでございます。 

   今申し上げましたように、８月２８日には熊本県知事が石破総理大臣に対し、被

災者の生活再建や農業、商工業への支援、新たな制度の創設並びに国による復旧費

用支援としての激甚災害指定について要望されております。本町といたしましても、

８月３０日に被災地を視察された国土交通大臣に対し、早期の生活再建に向け、特

にインフラの復旧に対する財政的支援を要請したところでございます。引き続き、

議会とも一緒になって様々な課題について、恐らくこれからいろんな問題が出てく

ると思います。そういった諸課題に対して要望活動等を行っていく必要があると考

えております。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） まだ激甚災害の指定はされていないということで、議会も含

めて、局激の指定がされますように努力をしていかなければならないというふう

に思っております。 

   災害関連法というのがもう幾つも調べてみますとありますが、例えば激甚災害

法、それから災害対策基本法から災害救助法、それから被災者生活再建支援制度

ですね、こういった主なものがございまして、一応、地方交付税が前倒しで交付

されたというのは、災害救助法の適用があったからかなというふうに思いますけ

れども、今後、２８年の地震、豪雨のときに復旧復興計画というのが策定されて

おりますけれども、これも５年、最低５年で、プラスアルファで年数がかかって

おりますけれども、今度の災害についての復旧復興計画ちゅうのがですね、本当

にこの前のような５年ぐらいで本当にできるのかなって、ちょっと心配をしてお

ります。 

   基本的にこの原状回復というのが基本的に考え方があるようですけれども、ただ、

例えばこの前見に行きましたが、桑野から貫平に行く道がもう４回ほどなくなっと

るそうですね、４回。結局、原状回復で同じような工法でやっても、４回、道がな

くなってるわけですから、前、蒲島知事が言われたように、創造的復興というかで

すね、やっぱり強化する、もうちょっと現状から強化するような工事でやってもら

わないと、また５回目も流れるということもあり得ますよね。だから、その辺りを

十分県・国に対しても、そういった根本的なところの見直しもですね、やっぱり特

に要請していく必要があるというふうに考えるところでございますが、この今後の

復旧・復興計画についてはですね、どのような手順になるのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 町では、令和７年８月の豪雨災害で甚大な被害を受けたこと
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によりまして、今年度中に復旧・復興計画の策定を行うよう準備を進めておりま

す。復旧・復興計画の内容につきましては、今後、審議会を立ち上げて議論して

いくことになりますが、平成２８年の熊本地震、同年６月の豪雨災害の際には、

住まいと暮らしの再建、社会生活基盤の整備、地域経済の復興、防災力の強化を

４本柱とする復旧復興計画を平成２９年３月に策定しております。 

   今回の豪雨災害では、床上床下浸水が多数発生したことに加え、道路、河川、

農業施設等の公共土木施設への被害が甚大であり、この点を踏まえた計画を策定

する必要がございます。また、被災された方の状況や思いを十分に踏まえて作成

する必要がありますので、住民アンケートの実施等により、被災地の現状をしっ

かりと把握し、計画を策定してまいりたいと考えております。なお、この復旧復

興計画の内容は、現在策定作業中の美里町第３次振興計画の中にも反映していく

こととなります。 

   今回の災害発生を受け、復旧復興計画、第３次振興計画、第３期まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の関係を改めて整理するとともに、スピード感をもって復旧・復

興を含めた本町のまちづくりの在り方をお示ししていきたいと考えております。 

   なお、先ほど議員がおっしゃいました囲砥用線でございますが、実はもう前回、

平成２８年のときも、その前、平成１９年の７・６災害のときに道路壊れて、また

平成２８年のときも壊れましたので、何とかこれ改良復旧できないかということで

要望をいたしました。ところが、あのときは原形復旧というような形になりました

が、もう今回はおっしゃいますようにもう４回目でございます。私が知る限りもう

３回目ですので、これはまた同じことを繰り返しになりますよということで非常に

強く要望をいたしておりますし、そういう方向で行っていただけるように、皆さん

と一緒に要望活動を行っていきたいと考えております。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） そういうことで、執行部だけの責任じゃなくて、議会ももち

ろん一緒に国・県に働きかけていかなければならないというふうに思います。 

   この日本各地で豪雨災害が発生をいたしまして、今年の元日には能登半島の地

震、それから、復興途上でまたさらに豪雨災害があるということで、そういう状

況でございました。 

   一般的に地球温暖化、海面水温が上がって水蒸気が増えて、雨が降るところはさ

らに降って、乾くところはさらに乾くという極端な事例が世界中で起きております。

そういうことで、地球温暖化が全ての原因とは言いませんけれども、異常気象のリ

スクが増大をしております。線状降水帯ってよく言葉で使われますが、これは２０

１４年の広島での豪雨災害の辺りから言葉として使われ出したということなんです
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が、もう非日常が日常になってしまってですね、最近ではこの線状降水帯というの

は頻繁にテレビ等で出てくるような言葉になっております。 

   地球温暖化が進んでいる以上、今後も大雨などによる災害が増える蓋然性が非常

に高まっているということで、先ほど能登半島のように地震の後に豪雨が襲ったり

ですね、要するに災害の複合化というのが非常に多く出ているというところで、そ

ういうふうに思っておりますので、この気候変動による災害の複合化について、ど

う捉えておられるのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 本町におきましても近年の気候変動の影響によりまして、線

状降水帯の発生や局地的な豪雨、さらには日本列島近海での台風の発生や命に危

機を及ぼす猛暑など、これまでの想定を超えるような災害が複合的に起きている

状況を大変深刻に受け止めております。 

   気象庁の研究機関の発表によりますと、地球温暖化が進むことで、線状降水帯

をはじめとした夏場の極端な大雨が、今後さらに増える可能性が高いとされてお

ります。その背景には、人間の活動による温室効果ガスの排出が増え、地球の平

均気温が１５０年前よりおよそ１度上昇していることがあると言われております。

近年の気温や海面水温の上昇が、豪雨や台風などの大雨に影響しているとも報告

されております。将来さらに温暖化が進めば、猛暑や豪雨、大雪などの極端な気

象現象が増えると考えられており、災害リスクが高まることが懸念されますので、

防災・減災対策を強化することに加え、温室効果ガスを減らす、いわゆる脱炭素

化の取り組みも重要であると認識しております。 

   具体的には令和２年１月に熊本連携中枢都市圏を構成する１８市町村で、２０５

０年温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを共同で宣言しました。その後、令和

３年３月には、全国の連携中枢都市圏としては初めて熊本連携中枢都市圏地球温暖

化実行計画を策定しております。この計画では「水・森・大地とともに生きる、持

続可能なくまもと脱炭素循環共生圏の実現」を基本理念に掲げ、住民、事業者、行

政、それぞれの立場で再生可能エネルギーの利用促進や省エネルギーの推進などに

取り組むこととしております。 

   複合化に関してでございますが、そういった取り組みを進めていきながら、やは

り常に危機感を持ってですね、予防も含めて早め早めの対策を打っていく必要があ

るというふうに考えているところでございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 自治体におきましては、ゼロカーボンシティ宣言とかですね、

気候非常事態宣言とか、そういった宣言を出しているところの自治体が増えてお
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ります。脱炭素先行地域などを設定して、補助金を受けて進めているところもあ

るというふうに聞いております。 

   今ありますように、広域連携云々というところでありますが、確かに本町にお

いても脱炭素化の計画書というのがですね、かなり厚いページのものが作られて

いるのは知っておりますけれども、ただお蔵入りじゃないけどもですね、結局、

計画策定が目的になってはいけませんけれども、やっぱり職員も含めて、住民も

含めて、やっぱり日頃からですね、ＣＯ２ゼロ、脱炭素に向けたですね、やっぱり

取り組みが必要だというふうに思います。ですから、立派な計画はそれでいいん

ですが、例えば毎年指針とか実施計画とかですね、５項目か６項目か条項的にあ

の項目を絞って、住民が分かりやすいような言葉で啓発をするとかですね、やっ

ぱり少しその辺りの工夫をぜひお願いをしたいというふうに思っております。 

   そういうことで、近所の杉山が皆伐されまして、すぐ植林をされるところはいい

んですけども、そのまま植林されずにですね、はげ山になっているところもあるわ

けですね。そういったところをやっぱり山を買わんでもいいから、所有者の承諾を

得て広葉樹を植えるとかですね、身近なそういう誰でもできるような取り組みをで

すね、ぜひ町で音頭を取って、住民の啓発を含めてやっていただきたいと、このよ

うに思っております。 

   それでは、大きな項目の２項目に入ります。 

   子ども第三の居場所づくりについてということなんですが、昨日も一応、岡山県

の美咲町の視察の報告についてはしたところでございます。その中の旭地区の多目

的多世代の施設の中に子ども第三の居場所というのがございました。それを受けて

ですね、それと本町の現状をまず聞いた上で、３番目の関係についてお尋ねしたい

と思いますが、まず、放課後児童クラブの現状はどうなっておるのかお尋ねをいた

します。 

○議長（上田 孝君） 隈部こども応援課長。 

○こども応援課長（隈部尚美君） ご説明申し上げます。 

   放課後児童クラブは、児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づき、保護者が

労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後

に適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的としており

ます。 

   本町では２か所の社会福祉法人に委託して運営をしております。堅志田保育園の

堅志田学童クラブと、はちす保育園のはちす児童クラブです。 

   放課後児童クラブには、放課後児童支援員を配置し、学校や保育所と連携しなが

ら、保護者とも協力して、こどもが安心して過ごせる環境を整えております。 



 

－86－ 

   現在は小学校１年生から５年生まで、合計約７０人の児童が利用をしております。

利用者の内訳は、１年生から３年生が全体の８４％を占め、４年生が１２％、５年

生が４％です。 

   中央小学校と砥用小学校の児童は、授業終了後、徒歩で放課後児童クラブに通っ

ています。一方、励徳小学校の児童はスクールタクシー等を利用しています。 

   クラブでは宿題をしたり、おやつを食べたり、自由遊びをしながら過ごし、夕方

６時半頃までには保護者が迎えに来られます。 

   利用料は月額４,５００円です。以前は長期休暇中の８月のみ月額８,０００円で

したが、経済的負担の軽減を図るため、令和６年度から８月分の利用料を３,５０

０円減免し、月額利用料を４,５００円に統一しました。そのため、８月だけ利用

する児童も増えております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 基本的に共稼ぎの家庭で、こどもが家に帰っても独りぼっち

というか、こどもだけで過ごさないかんということを避けるということであると

思いますが、それでも１００％それは利用されているのかどうかお尋ねします。

漏れがないかどうか。該当者で放課後児童クラブに行ってない人はいませんか。 

○議長（上田 孝君） 隈部こども応援課長。 

○こども応援課長（隈部尚美君） ご説明申し上げます。 

   そちらのほうは申請制度になっていますので、申出がない方については把握を

しておりませんので、その辺は申し訳ございません、把握しておりません。 

   以上になります。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） ２番目ですが、今度は放課後子ども教室の現状ですね、これ

は教育委員会のほうと思いますが。この現状についてお尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 松村社会教育課長。 

○社会教育課長（松村昭則君） ご説明申し上げます。 

   放課後子ども教室は、美里町教育振興基本計画の後期計画に地域の教育力の向

上として計画している事業の一つで、美里町放課後子ども教室推進事業実施要綱

に基づき、授業日の放課後において、小学校の施設を使用し、こどもたちの安

心・安全な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、地域と学校が連携し、協

力して学習や体験活動、スポーツ活動などを実施し、心豊かで健やかなこどもを

育むことを目的として現在実施しております。 

   コロナ明けの令和６年度から再開しており、令和７年度においては、町内小学
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校３校で実施しております。こちらも申込制となっております。 

   また、円滑な運営や総合的な調整を行うため、それぞれコーディネーターを置き、

スタッフを確保した後、事業を実施しているところでございます。 

   まず、砥用小学校では火曜日と木曜日の週２日実施しております。火曜日は１５

時５０分から１６時５０分までで、体育館にて「バスケットボール教室」を行って

おります。対象者は４年生から６年生までで、１４人が参加しており、参加料は無

料です。木曜日には１５時５０分から１６時４０分までで、空き教室を利用して

「わくわく算数教室（ときどき科学遊び教室）」と称してですね、教室を行ってお

ります。対象者は、３年生から６年生までで１９人が参加しており、参加料は無料

ですが、教材費として１,５００円が必要であります。 

   次に、励徳小学校ですが、水曜日と金曜日の週２日実施しております。水曜日と

金曜日ともに１５時４０分から１６時４０分までで、空き教室や運動場、体育館を

使って「書く・描く・作る・遊びを楽しむ体験教室」として行っております。対象

者は１年生から６年生までで１３人が参加しており、参加費は無料ですが、材料費

負担が発生する場合には教材費を頂いているところです。 

   最後に、中央小学校ですが、水曜日と金曜日の週２日実施しております。水曜日

は１５時から１６時まで、金曜日は１５時４０分から１６時４０分までで、こちら

も空き教室を使って、名称が「ほっぷ・すてっぷ・じゃんぷ（学習活動・体験活

動・交流活動）」を行っております。対象者は、３年生から４年生までで３０人が

参加しており、参加料は無料ですが、問題集１,５００円程度と材料費負担が生じ

る場合は教材費として頂いておるところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） この放課後児童クラブ、放課後子ども教室は、もう十分機能

してですね、こどもも保護者も満足しているということであれば、もう何も新た

にお尋ねする必要もないんですけれども、ただ、先日、岡山県の美咲町を視察に

行きまして、旭地域の多世代交流拠点施設というのを見に行きまして、その中に

旭子ども第三の居場所っちゅうことで施設がつくられておりました。それで、課

題としては、独り親、発達障害、貧困、不登校、共働きや人口減少による孤立、

こどもの孤立ですね、は非常に増えていると、美咲町ではですね。そういうこと

で、安心して過ごせる場や遊びを提供するだけでなくて、学習支援や生活習慣へ

の積極的な支援の必要が高まったということでつくりましたということでの説明

がございました。児童館が放課後児童クラブ的な運用になっていたことと、それ

から財政的にはＢ＆Ｇから財政支援と運営支援が受けられると、そういう制度が
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あるそうでございます。それを受けているということで説明がありました。この

美咲町は旭、中央、柵原と３町が合併したところで、特に旭地域においては人口

減少が非常に著しく、こどもの数も激減しているというような状況がございまし

た。それから起伏の多い中山間地で民家も点在しており、こどもたちが帰宅する

独りで過ごすことになって、放課後に他者との関わりを持つ機会が非常に少ない

と、こういうことでつくったということなんですが、今後、今で十分ですよって

言われればもうそれまでだけど、美咲町の今、例を申し上げましたが、そういっ

たことを踏まえて、今後ですね、そういうこどもたちが安心して過ごせる環境づ

くり、こういったところにどうお考えなのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 隈部こども応援課長。 

○こども応援課長（隈部尚美君） ご説明申し上げます。 

   議員ご紹介の岡山県美咲町は、本町が抱えるも課題である人口減少、少子高齢

化、家庭と学校以外にも安心して過ごすことができるこどもの居場所のニーズの

高まりなど共通点が多く、大変参考になると考えております。 

   本町においても、地域資源を活用し、関係機関と協働により、こどもたちが安心

して過ごせる環境づくりに努めております。 

   令和６年３月に実施した「居場所に関する満足度調査」では、就学前の保護者か

らは概ね好意的な評価をいただいている一方で、小学生に関しては、満足度２４.

４％に対し、不満足度３３.３％と、現行の取り組みでは十分に対応できていない

という現状もありました。また、小中高生からは、周りにもっとあったらいいなと

思う場所として「自由に遊べる場所が欲しい」とか「一人でゆっくりできる場所が

必要」とか「少しの時間でも気軽に寄れる場所があるとよい」といった具体的な声

も寄せられています。 

   こうした声を受け、本町では令和６年４月にこども家庭センターを開設し、こど

も・若者、誰もが自由に過ごせるよう、２階交流スペースを開放しています。令和

７年４月から８月までに延べ２３１人の児童・生徒が利用しています。平日の午後

には複数の児童が集い、安心して過ごす姿が日常となっております。 

   今後も町としては、現行の取り組みをさらに充実させ、こどもの声を大切にしな

がら、多様なニーズに応じた安心して過ごせる環境づくりを推進してまいります。 

   以上でございます。 

○６番（坂田竜義君） 以上で終わります。 

○議長（上田 孝君） これをもちまして、坂田竜義議員の一般質問を終わります。 

   ここでしばらく休憩します。再開を１４時ちょうどといたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午後１時４６分 

再開 午後２時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   一般質問の途中でしたので、一般質問を続けます。 

   次に、２番、平野保弘議員の一般質問を行います。平野保弘議員。 

○２番（平野保弘君） ２番、平野です。通告に従い質問をいたします。 

   まずは質問に入ります前に、８月１０日、１１日の豪雨によりまして、たくさん

の方々が被災されました。住宅、建物、道路、河川、橋梁、農地、農業施設と甚大

な被害を受けましたが、けがをされた方もおられます。被災された方々に、心より

お見舞いを申し上げます。それから、これから元の生活、元の状態を完全に取り戻

すためには、大変な時間、期間がかかると思います。国や県の支援を仰ぎながら、

町と住民、我々議員も一つになって乗り切っていかなければいけないというふうに

思っております。 

   それから、先ほど坂田議員からもありましたとおり、私は今回、総務文教常任委

員会を代表して質問いたします。災害については坂田議員がされておりますので、

私はそれ以外についての質問をいたします。 

   それでは、質問に移ります。 

   本日は、１番目に小中学校の統合について、２番目に買物支援について、３番目

にふるさと納税について質問をいたします。 

   議会では、５月に議会報告会を行っています。参加者が必ずしも多いとは言えず

ですね、報告会の行い方も改善は必要なのかもしれませんが、参加された方からは

貴重なご意見を伺っています。そのご意見を基に、今回は質問したいというふうに

思います。全部拾い上げることはできませんし、中にはですね、相反するご意見も

いただいております。 

   まずはですね。小中学校の統合問題についてです。 

   この問題については、３回の報告会、それぞれの会場で話題となり、意見があり

ました。 

   励徳小校区では、もうすぐ新入学児が、１年生が１人になってしまうということ

で、中学校だけでなく小学校も含めて検討を始めてもらいたいという意見。それか

ら、それに賛同する意見と逆に少人数であるメリットを生かして移住をしてもらう

努力をもっとすべきだという意見も出ていました。砥用小校区では、小学校から中

学校に上がるときに、よその学校に行かれてしまうということ。中央小校区では、

費用の面から、また、アンケートの結果から、こどもたちにとって少人数のままで
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よいのかという意見、また、中央小学校統合時の経験からのご意見を伺いました。

学校がなくなった地区では、統合してしばらくはゴタゴタがあっていたようだが、

何年かしたらゴタゴタは何もなくなっていたというふうにおっしゃっていました。 

   また、３月の定例会で坂田議員や今田議員の一般質問に対して、教育長から早い

段階で検討の場を設けて協議を進めるとの答弁があっています。早い段階というの

がどの程度か分かりませんし、今回災害がありまして、その影響もあるかもしれま

せんが、どのような予定になっているのか、スケジュール化されているのか、それ

がまだなのかをお尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） お答えいたします。 

   今年３月議会定例会で、早い段階で検討の場を設けると答弁しておりました。

そのときも言っておったかと思いますが、ゼロベースからの検討ということで、

学校の在り方検討会という形で年４回程度の開催を想定しておりました。町内の

小中学校のＰＴＡ代表、嘱託員代表、学識経験者、議会からの代表などの構成員

により、本来であれば四半期に１回の開催を予定しておりましたが、準備不足の

ため、現状開催できていない状況にあります。 

   今後は確実に検討会の開催を行い、委員の方々のご意見を受けながら進めてまい

りたいと思っております。めどといたしましては、令和９年度までに学校の在り方

の方向性を定め、令和１０年度中に準備やスケジュール調整、計画立案を行い、そ

の後、計画に沿って動き出せればと思っているところです。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） ただいまのお答えですと、今後、学校の在り方検討会を開催

し、令和１０年度中に計画立案を行うということだったと思いますが、検討会を

年４回開催するということですので、今年度あと残りで２回ぐらい、８年、９年、

１０年度、４回ずつ行えばですね、全部で１４回の開催となります。何かへ理屈

のようにも聞こえるかもしれませんが、それだけの回数と期間が必要なのでしょ

うか。お尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 学校の在り方の方向性を定める令和９年度までに、５回か

ら８回程度の開催を想定しているところです。そして、ある程度の方向性が見え

た段階、あるいは、その途中でも保護者説明会や住民座談会等でご意見をいただ

きながら、さらに検討会で議論し、方向性を定めていきたいと思っているところ

です。 
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   ですから、１４回開催するということではなく、進め方によって回数は変わっ

てくると思っているところです。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） 分かりました。年４回というのがずっと続くわけではないと

いうことです。 

   以前、教育長は慎重にという言葉を使われています。検討することも多いでし

ょうし、今おっしゃったように、座談会等も必要でしょうし、検討委員会で視

察・研修に行くと、そういったことも必要になってくるかもしれません。ある程

度の期間は必要でしょうけれども、あまり慎重になり過ぎてですね、長引かせて

しまうと、その間にも学校の修繕とか、改修とか出てくることも考えられます。 

   昨日からですね、委員長の報告にもありましたけれども、私たちが研修に行った

柵原学園について少し話しますと、基本的なことはですね、昨日の委員長報告で話

されていますが、柵原地域の学校施設の在り方について検討し始めたのが平成２８

年５月だそうです。それから６回の審議を重ねて、そして２９年３月には、小中一

貫教育を推進する義務教育学校の創設が望ましいという報告がまとまっています。

これ、１年はかかっていません。それから少し間が空いて、令和２年６月に義務教

育学校開校準備委員会が設置され、最終的に開校となったのは令和６年です。間の

経過というのは省いておりますけれども、８年間かかっております。一つの参考に

なるのではないかと思います。 

   また、これはですね、柵原学園の場合は新しく義務教育学校を建てる場合であっ

て、検討会の検討の結果、現状のままということもあるかもしれませんし、そうい

うことであればですね、それぞれの学校をまた積極的にバリアフリー化や修繕等も

していかなくてはいけないと思います。慎重ではあってもいいと思いますけれども、

方向性は早く出したほうがよいと思います。柵原学園もですね、方向性が出てから

それなりの期間がかかっております。 

   それから、議会報告会では「ＰＴＡ代表は１人ではなく、たくさん入れたほうが

よいのではないか。半分ぐらい入れても」という意見もありました。半分はどうか

なと思いますが、その意見を聞きまして一理あるなというふうに思いました。ＰＴ

Ａ代表となると、会長など上級生の役員の方がなると思いますが、今の小学６年生

でも令和１０年までしか中学校には在籍しません。検討会に参加した保護者のこど

もは中学校を卒業してしまいます。ですので、小学校低学年や就学前のこどもの保

護者もその検討会に入れたほうがよいのではないかというふうに思います。自分の

こどもが通う学校についての在り方の検討を行う、そういった立場の人も入っても

らった方がよいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 
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○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 議員がおっしゃるように、委員構成につきましては、幅広

い意見が聞けるように配慮していきたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） 先輩の意見、有識者の意見も当然必要でありますが、自分の

こどもが通う学校の理想を生の声で語る場所があったほうがよいと思います。ま

た保護者も、より学校に愛着が湧くのではないでしょうか。予算の面もあると思

いますが、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

   次の質問に移ります。 

   これも３月の一般質問でお答えになったことですが、教育委員会で義務教育学校

の研修を行われているということでした。教育委員会では研修を踏まえまして、小

中一貫校や義務教育学校について、どのような感想やお考えをお持ちでしょうかお

尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 今年の２月１９日に、球磨郡球磨村の義務教育学校球磨清

流学園を視察させていただいております。教育委員によりまして視察をしており

ます。 

   当学園はもともと２小１中の学校でしたが、令和２年７月の豪雨により、１つ

の小学校が大規模な浸水被害に遭い、被害から免れた村内の小学校の応急仮設教

室で約１年５か月学校再開をしております。その後、約２年５か月村内の中学校

に仮校舎を建設し、学校再開をしておられました。その間、約６割の児童が被災

し、避難所または仮設住宅からの通学となり、慣れない通学や学習環境で体調を

崩す児童もおられ、こどもたちの心のケアに努めておられました。また、被災後、

村外転出による児童生徒の減少に伴い、複式学級の増加等の課題が懸念されるよ

うになり、保護者や住民、児童生徒へのアンケート調査を行い、その結果から義

務教育学校の希望者が約５割を占めたことや、義務教育学校は小中が一つの教職

員集団であるため、指導系統の一本化や教職員定数が多いことによる複数指導体

制の構築、前期課程高学年から教科担任制の導入、柔軟なカリキュラムの編成等、

メリットが多いこと、保護者や地域住民とともに地域の特性を生かした教育を展

開し、９年間にわたりこどもたちを見守る環境が構築できることなどから、被災

後約３年９か月の令和６年４月に球磨村立球磨清流学園が開校されておりました。 

   球磨村では災害復旧と合わせた学校を再開ということで、かなりのスピード感を

持って進められたようです。研修の後半では意見交換会が行われ、学校内では小中
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学生が一緒に学校生活を送り、共に学び、励まし合い、喜び合うこどもたちを見る

ことができました。今回、義務教育学校を研修させていただきましたが、小中一貫

教育、このメリットがとても多いと感じております。本町におきましても、保護者

やこどもたち、地域住民の意見を重視し、地域の実情に合った学校の体制づくりを

進めてまいりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） 球磨清流学園ではかなりスピード感をもって進められたよう

です。 

   私のほうからはですね、昨日から話に出ています柵原学園なんですが、合併前

のですね、旧柵原町を学区としています。昨日の委員長の報告にもありましたけ

れども、システムのですね、この一般質問通告書の次のページをめくっていただ

くと、柵原学園の学校要覧とかパンフレット等が入っております。学校の全景と

か、それからいろんなことが書いてありますので、参考にしていただければとい

うふうに思います。 

   旧柵原地区内の１中学校と２小学校が統合してできた義務教育学校です。これを

分かりやすく美里町に当てはめるとですね、例えば、砥用地区の１中学校と２小学

校ありますけれども、それが統合して義務教育学校を建てるのと同じような感じで

す。 

   旧柵原地区での話の発端はですね、旧柵原中学校の老朽化に伴いですね、ＰＴＡ、

地域から中学校の整備要望が出て、それが発端のようですが、結果的にはですね、

新しい場所を造成して、全く新しい義務教育学校が建てられています。小学校と中

学校が一緒になった義務教育学校ですので、９年間を見通した上で、積み重ねてい

く教育とともにですね、社会、地域とつながる地域活性化の拠点として、また、防

災避難所の役割も備えた学校となっています。ここでは新築ということで、当初、

町民の方々の中には、財源に対する不安、懸念があったようですが、できた校舎を

見、研修のときには校長先生から詳しい話を聞かせていただきましたけれども、地

域住民も含めた町や地域、学園の理念とか理想を込めることができているのだなと

いうふうに感じました。ただ、財源、財政に対する不安がなくなったわけではない

と思いますが。 

   それから、先ほど教育長から義務教育学校のメリットを話されましたけれども、

それ以外で柵原学園で聞きましたのは、学年の区切りをですね、４、３、２として

いるということでした。昨日の委員長の報告で詳しくありましたけれども、前期学

年が１年から４年まで、中期学年が５年から７年まで、普通の中学校１年生までと
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いうことですね、後期学年が８年、９年ということでした。教職員の数も多いです。

名簿を見させていただきましたけれども、育休の職員を除いて全部で６３名おられ

ます。働き方改革にもつながると思います。小中教員の割合も小学校、中学校が

別々のときよりも、中学校の教員の割合を増やし、５、６年生では一部教科担任制

を取り入れておられます。そういった自由度、柔軟性があるところが義務教育学校

の魅力の一つではないかと私は思います。 

   ちなみに美咲町の旧町のあと２地区では、一つが昨日も報告でありましたけれど

も、旧旭町地区で１年早く義務教育学校旭学園が開校しています。話が出始めたの

は、柵原地区よりも遅かったようですけれども、旭学園は、旧旭中学校の校舎を使

っています。地域の話合いもスムーズだったのかもしれません。それから、残った

旭小学校跡にですね、先ほどの話にもありましたけれども、役場の総合支所等８つ

ほどの施設が入った旭地域多世代交流拠点となっています。 

   もう一地区は、これは偶然にもですね、旧中央町と言いますけれども、「ちゅう

おうまち」ではなくて「ちゅうおうちょう」なんですけれども、そこはですね２つ

の小学校と１つの中学校がそのまま残っています。同じ町内であってもですね、地

区ごとに様々な形が取られています。 

   ここら辺りもですね、統合の話をするときの参考になるのではないかなというふ

うに思います。 

   それから、次の質問に移ります。 

   小中学校の統合問題を語る場合ですね、財源についてはあまり突っ込まれていな

いような気がします。主にこどものことを第一に、将来のことを考えて、あるいは、

学校がなくなる地域のことが話の中心になってきます。それは至極当然のことでは

あります。特に学校に通うこどものことを第一に考えるのは当たり前のことではあ

ります。それに加えてですね、これは町長も言われていましたけども、まちづくり

の方向性とも合わせなければいけないとも思っています。 

   それに異論があるわけではありませんが、財政面についてはですね、具体的な話

がされていないと私は感じています。何となくですね、その話をするとタブー視さ

れるといいますか、それを先にするといかんみたいな感じのところもあるわけです

けれども、３月の一般質問での町長の答弁で「どこかに新しい校舎を建てることは、

現在の町の財政力では簡単に進められることではない」とおっしゃっています。何

となくですね、たくさんのお金がかかることは分かります。ただ、詳しくは分かり

ません。大きな金額になります。借金もしなければいけないと思います。財政との

比較もですね、その借金の償還計画と併せて考えていかなければいけないというふ

うに思います。今のままの状態を続けていくにもですね、老朽化により、維持して
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いくために継続的にお金がかかっていきますし、いつかは建て替えが必要です。ど

こかの学校に統合しても、改修や修繕も必要ですし、いつかは建て替え時期がやっ

てきます。現在の５校の中で砥用小学校以外は新しいとは言えませんので、どうし

てもですね、財政的に受け入れられないラインっていうのもあるかもしれませんが、

例えば、今のまま５校を継続する場合の費用、それから、現在の校舎を利用して統

合した場合、また、この柵原学園のように新しい場所に新しい校舎を建てた場合な

ど、財政的な違いを出してみることは、検討していく中で一つの参考になるのでは

ないかと思います。数字を出してみると、意外とかからないとかですね、逆にそん

なにかかるなら手がつけられないとか、そういうのも見えてくると思いますので、

数字という具体的なものも検討の中の一つにしたらいいと思いますが、いかがお考

えでしょうか。お尋ねします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 現段階では少子化の問題や今後の複式学級の増加、現学校

の維持管理等の問題もあり、学校再編も視野に入れながら検討していくつもりで

おります。 

   現在の学校の最も古い校舎で５０年を経過した校舎も存在する中で、耐震補強

は進んでいるものの校舎全体の老朽化がここ数年極めて著しく、外壁の剝がれや

突発的な雨漏り等も発生しております。学習環境への影響が心配されているとこ

ろです。 

   近年では構内のバリアフリー化が推奨されておりますが、町内の学校では砥用小

学校のみの整備となっている状況でございます。新たな学校建設となると、建設費

用だけで２０億から２５億の建設費用が見込まれる状況でございます。現在の校舎

を改築となれば、新築費用と比較すると比較的安価になるとは思われるものの、校

舎全体の経年による強度が危惧されるため、改築費用もそれなりの費用が必要にな

ると思われます。まだ具体的な試算等はしておりません。 

   今後策定予定としております学校施設の長寿命化計画の中で、試算ができるので

あれば、それも参考にしながら在り方を検討してまいりたいと思っているところで

す。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今のところ、財政面からの議論は行っておりません。現在、

美里町内にあります５校ある小中学校を例えば、小学校２校、中学校１校とする

のか、あるいは、先ほど議員がおっしゃいますように砥用地区で小中一貫で１校、

中央地区で小中一貫で１校の計２校とするのか。あるいは、給食室を何か所にす

るのか、スクールバスを何台保有するのかなど、かなり多くのパターンが考えら
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れると思います。端的に考えますと、校舎の数が減れば、必要な経費も縮減でき

るかもしれませんが、環境が変わることで新たに発生する経費も出てくることが

予想をされます。 

   そのようなことを踏まえた上で、教育委員会での議論も注視しながら、さらに

教育委員会と連携を深め、まずは一定の方向性を示す過程で、財政面からも議論

してみる必要があると考えております。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） 財政的な違いを出してみてはと申しましたけれども、今、町

長がおっしゃったようにですね、試算するのもいろんなバリエーションがあって

大変であると思います。大まかなイメージでも持てたらいいなというふうに思い

ます。 

   ちなみにですね、柵原学園では、新しい場所に新しい校舎を建てられています。

建設にかかる総事業費が４７億円、そのうち建物新築工事が２８億円というふう

になっています。先ほどの資料の中にもこれ載っています。財源の内訳は、国庫

補助金が１１億３,３００万、それから地方債、これは過疎対策事業債を使われて

いますけれども３４億８,３００万、一般財源が３年間で８,４００万というふう

になっています。この後ですね、地方債の償還をどう考えるのかということにな

ると思います。 

   先ほども申しましたが、こどもの教育環境を一番にということが重要だとは思い

ますが、こういった数字もあったほうがですね、検討も進むのではないでしょうか。 

   学校の統合については終わりますが、今後、災害対応で大変な時期になりますが、

確実に学校の在り方検討会を開催していただきたいというふうに思います。 

   次の質問に移ります。 

   買物支援についてですが、これもですね、励徳小校区の議会報告会で話題になり

ました。今回は買物支援としていますが、私はこれまでに、昨年３月、６月、１２

月、３回の定例会で移動販売について質問をしてきています。１２月には、移動販

売車の導入についても質問をしています。その時点での私の感触では、移動販売車

の導入はもう難しいのかなというふうに感じていましたけれども、今年６月の補正

予算（第３号）で、移動販売車の購入費用が２７０万円計上され、議会も通ってい

ます。そのときの総務文教常任委員会では、具体的な計画はこれからだ、というこ

とだったと思います。私が提案していた移動販売車の導入が予算化されましたので、

よかったなというふうには思っていますけれども、どう運用していくかが大事にな

ると思います。無償貸与で考えておられるということでしたが、そうであるならば、

今までの回数でよいというわけにもいかないと思いますし、イベント的ではなくで
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すね、住民にとっては当てになるものになったほうがよいと思います。また、見守

りの機能も兼ねてもらうなどもあると思いますが、運用について具体的な計画・予

定がありますでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   移動販売については、現在、町が事務局となり、町内コンビニエンスストア２

店舗、社会福祉協議会等をメンバーとする生活支援体制整備支援事業協議会を実

施主体として、柏川や夏水、中岳と山間部を中心に事業が行われています。 

   課題としましては、冷蔵車両ではないため、冷蔵商品の販売を行うことができな

いこと、現在の活動は企業の地域貢献ベースで実施されており、継続していくため

には、収支の改善が必要であること、実施箇所が高齢者サロンの開催場所である地

区公民館に限定されていることがあります。 

   こういった課題を解消していくための一つの方法として、内閣府の第２世代交付

金を活用し、６月補正予算で、冷蔵車両１台の購入費用を計上させていただきまし

た。冷蔵車両の導入により、課題であった卵や牛乳、調理済チルド商品等の冷蔵商

品の取扱いが可能となりますし、公民館以外の場所でも販売が可能になります。ま

た、事業者の負担軽減策として、総務省の集落支援員制度を活用し、移動販売と地

域住民の見守り活動を同時に実施できるよう、運用方法を検討しております。 

   今後、車両の維持管理の方法や経費の負担、スタッフの確保等を協議会の中で調

整しながら、令和８年度当初からの実施を目指して準備を進めているところでござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） 以前紹介いたしましたが、お隣の山都町では地域の見守り活

動を兼ねた活動費として年間１００万円を限度に交付されています。ただいま説

明で出てきました集落支援員制度を活用することができればいいなというふうに

思っています。事業者側にとってもですね、住民にとってもよいものができれば、

そして、車がですね、移動販売車がしっかり動けるようになればいいなというふ

うに思います。知恵を絞っていただきたいというふうに思います。 

   次の質問に移ります。 

   ふるさと納税についてですが、これは砥用小校区と中央小校区の報告会で意見が

出ました。「近隣の自治体が多くの寄附を集めているので、何とか知恵を出して増

やすことはできないのか」「おいしいお米があるのに、そのＰＲが足りないのでは

ないか」などの意見がありました。私はこういったふるさと納税についての話が出
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る都度、伸びない原因も突き詰めつつありますので、まちづくり公社も美しい里創

生課も頑張っていますので、徐々に伸びてくると思いますというふうに答えていま

す。 

   本年度のふるさと応援寄附金は、当初予算では１億５,０００万円となっていま

す。前年度実績が約６,６００万ですから、２.２倍以上の計画となっています。目

標と言ってもよいと思いますが、ふるさと応援寄附金のですね、現状と今後の見通

しについてお尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   ふるさと納税については、今年の４月から、ポータルサイトさとふるの「おま

とめサービス」を導入することで、これまで各サイトに別々の商品が掲載されて

いたものが、基本的にはどのサイトでもほぼ全ての返礼品を選ぶことができるよ

うになりました。それによって、寄附を考えられている方からは返礼品を選択し

やすくなり、寄附額の増加につながっております。 

   あわせて、新規の商品開発や設定グラム数等のバリエーションを増やす取り組み

も進めており、その結果、寄附金額は昨年度４月から８月までの４か月間で８２４

万８,０００円であったのに対し、本年度同時期には１,９１５万９,０００円と約

２.３倍に増加しております。そのうち、８月豪雨災害を受けて受付を開始した災

害支援寄附が１８９件、総額１７４万５,５００円を占めております。さらに、豪

雨災害復興祈念ランタンフェスティバルに向けたガバメントクラウドファンディン

グを開設し、復興に資する寄附を広く募っているところであります。 

   また、制度改正により、今年の１０月からは仲介サイトでのポイントが付与が禁

止されることになっております。この変更は、自治体の財政負担を軽減し、制度本

来の趣旨である寄附を通じた地域応援に立ち返ることを目的とするものです。寄附

者はポイントの有無ではなく、真に応援したい自治体や事業を選ぶことが期待され

ております。この改正により、現行制度に基づくポイント付与を活用できるのは９

月までとなり、制度変更前の駆け込み需要により、９月は例年以上の寄附が見込ま

れます。あわせて、来年度以降のさらなる寄附金増加に向けて、商品の見せ方やレ

ビューを獲得する方法、検索結果を上位に表示させるためのＳＥＯ対策などについ

て、外部の専門業者の活用について、美里まちづくり公社運営委員会の中で議論を

進めているところであり、今後もさらなる寄附額増加に向けた取り組みを進めてま

いります。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 
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○２番（平野保弘君） ただいまの説明ですと、４月から８月までの実績で昨年の２.

３倍に増加し、これまでは順調にきているというようですが、目標に対する進捗

で見ますと、１億５,０００万円の目標に対して、約１,９００万円ぐらいですの

で、１０％ちょっとだと思います。期間は３分の１、３３％経過していますので、

ちょっと不安な数字だとも思うんですが、現時点で昨年よりもよいわけですので、

昨年もここから伸びたのだろうと思いますが、例年の傾向等もあると思います。

これから伸びる要素というのが、今も９月の話ありましたけれども、例年の実績

からどうなのかお尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   議員ご指摘のとおり、今年度のふるさと納税の目標金額は１億５,０００万とい

うことで設定をしております。今年は昨年の倍以上のペースで伸びてきておりま

すけれども、目標金額の１億５,０００万円と比較すると、進捗率は５か月経過し

た時点で１２.７％いうことになっております。 

   この要因としましては、例年の傾向として、年度当初は比較的穏やかに始まり、

年末にかけて寄附額が伸びていくということがあります。直近２年間の傾向を見ま

しても、１１月と１２月の２か月分の寄附額が年間全体の６０％を占めているとい

う状況でございまして、目標達成できるかどうかは今後の取り組み次第でございま

す。また、今年は９月の駆け込み需要も見込まれますので、チャンスを逃さないよ

う、しっかり取り組んでまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） 例年のようにですね、１１月、１２月、それから９月にチャ

ンスを逃さないようにということでありましたけれども、絶対的なことは言えな

いでしょうけれども、例年どおりですね、ここから伸びていけばよいなというふ

うに思います。 

   それから、まちづくり公社もですね、現在十分な手数料を取れていないと思い

ますが、当初は８％で計画してあったと思いますが、今はそんなには取れていな

いというふうに思っています。これをさらに伸ばしていくためにはですね、プロ

の力をですね、活用したほうがよいと思いますが、その分ですね、まちづくり公

社にまた手数料が減ってくる可能性もありますけれども、まずはですね、寄附額

を増やすことが大事なのではないかなというふうに思います。これ、１回増える

とですね、それがまた評判にもなりますので、どんどん増えていく可能性があり

ますので、まずは寄附額をどうやって増やすことかなというふうに思っています。 
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   私はですね、たくさんの人が集まるこのランタンフェスティバルを活用したほう

がよいなというふうに思っていました。特にですね、災害後は、家でですね、そん

な話をしていたんですけれども、今回は豪雨災害復興祈念と銘打っています。祈念

はですね、記念日の記念ではなくて、祈り、念ずるの祈念ですが、クラウドファン

ディングも開始しているということですので、我々も協力していきたいというふう

に思っています。 

   ふるさと納税は寄附ではあるんですが、ふるさと納税を伸ばすというのはですね、

通販の営業みたいなもので、専門に任せるところは任せながら、ですが、自分たち

が自由に使えるお金を増やすことになりますので、自分たちが使うお金は自分たち

で稼ぐという思いを持ってですね、町民、職員、みんなで広げていければいいなと

いうふうに思います。 

   以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（上田 孝君） これをもちまして、平野保弘議員の一般質問を終わります。 

   以上で、通告されておりました一般質問は終了しました。 

   これで一般質問を終わります。 

   以上で、本日の日程は終了しました。 

   お諮りします。本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   また、お諮りします。明日１０日水曜日は休会とし、午前１０時から各常任委員

会を委員長の指示により開いていただき、終了後は委員長の指示により散会してい

ただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、本日はこれで散会し、明日１０日水曜日は午前１０時から各常

任委員会を委員長の指示により開いていただき、終了後は委員長の指示により散会

していただくことと決定いたしました。 

   なお、常任委員会の会場は、総務文教常任委員会が委員会室、産業厚生常任委員

会が大会議室をご利用ください。 

   明後日１１日木曜日は、午前１０時から会議を開きます。 

   それでは、本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会  午後２時４１分 
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令和７年第３回美里町議会定例会会議録（第３号） 

令和 ７ 年 ９ 月１１日（木） 

午 前 １０時００分 開 議  

１．議事日程 

 日程第１        各常任委員会報告及び質疑 

             （１）総務文教常任委員会委員長 

             （２）産業厚生常任委員会委員長 

 日程第２ 議案第62号  令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第３ 議案第63号  令和６年度美里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 

 日程第４ 議案第64号  令和６年度美里町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

 日程第５ 議案第65号  令和６年度美里町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

 日程第６ 議案第66号  令和６年度美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

 日程第７ 議案第67号  令和６年度美里町生活排水事業会計決算の認定について 

 日程第８ 議案第68号  令和６年度美里町簡易水道事業会計決算の認定について 

 日程第９ 議案第69号  令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第10 議案第70号  令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

             号） 

 日程第11 議案第71号  令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 議案第72号  令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第13 議案第73号  令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

             号） 

 日程第14 議案第74号  令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第２号） 

 日程第15 議案第75号  令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

 追加日程第１ 議案第76号  令和７年度美里町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第16 報告第４号  有限会社石段の郷中央の経営状況報告について 

 日程第17 報告第５号  株式会社美里まちづくり公社の経営状況の報告について 

 日程第18        議員派遣の件について 

 日程第19        各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件について 

 日程第20        議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件につい 

             て 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 改めまして、おはようございます。 

   本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） お諮りします。ただいま上田町長より追加議案が提出されま

した。これを日程に追加し、追加日程第１、議案第７６号、令和７年度美里町一

般会計補正予算（第７号）とし、議題にしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   それでは、追加日程表と議案書はシステムに入れますので、今回の定例会フォル

ダーに戻っていただいて更新をお願いします。追加の番号は㉞追加議事日程と㉟議

案第７６号です。 

   更新確認はできましたでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） それでは、会議を続けます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 各常任委員会報告及び質疑 

○議長（上田 孝君） 日程第１、各常任委員会報告及び質疑を行います。 

   まず、総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。総務文教常任委員会、濱田

憲治委員長。 

○総務文教常任委員会委員長（濱田憲治君） 改めまして、おはようございます。 

   令和７年第３回美里町議会定例会の総務文教常任委員会の報告をいたします。 

   期日が９月１０日水曜日午前１０時より中央庁舎議会委員会室において開会をし

ております。参加者は福田副委員長、上田委員、隈部委員、平野委員と私、濱田。

執行部より坂村総務課長、澤山美しい里創生課長、松永税務課長、長井会計課長、

宮﨑住民生活課長、中川学校教育課長、松村社会教育課長出席の下、会議を行って

おります。 

   議題としまして、まず、令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定の内容を

聞いております。各課、主に歳入では調定額と収入済額の金額の大きい項目や、歳

出では不用額が大きくなった項目等の説明を受けております。 

   その中で総務課として、公有財産購入費で予算を計上されておりましたが、湯の

香苑隣接駐車場として組まれていましたが、地権者との相談が合意できずに不用額
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となっております。 

   次に、美しい里創生課では、観光振興費として合併２０周年記念イベント補助金

が支出され、イベントが実施をされておりますが、残金を次年度へ繰り越したこと

の説明と、イベントの実績報告が遅れたことの内容を伝えていただき、本年度では

十分な説明・報告ができるように努めていきたいと申されておりました。 

   住民生活課では、マイナンバーの取得率が８２％であり、熊本県の中では１０位

ぐらいに位置することであるということでした。 

   学校教育課では、物価高騰対策給食費補助金は小学生１人当たり３６０円の１１

か月分、中学生１人当たりは６７０円の１１か月分を支出されております。 

   次に、令和７年度一般会計補正予算（第６号）について、説明を受けております。 

   その中で、美しい里創生課では、移住定住促進補助金の増額は補助率４分の３、

補助上限額１００万円の見込み件数４件、栗崎地区、安部地区、豊富地区、馬場地

区を見込んでおられます。美里町創業支援補助金の増額は、新たに補助額１５０万

円の申請が２件あり、増額するものであります。観光振興費の備品購入費として、

電動自転車購入５台分及びヘルメットの購入費で予算を計上してあります。取扱い

の場所をガーデンプレイスと美里公社で協議しているそうでございます。 

   学校教育課では、学校給食費補助金の増額は本年度査定していた物価高騰対策給

食費補助単価、小学校が３６０円、中学生が６７０円を大きく物価高騰が上回り、

給食水準を維持することが困難となり、当初予算では不足する額の予算を計上され

ております。小学生が９９０円、中学生が１,１５０円の給食数の１１か月分だと

いうことです。 

   社会教育課の各種大会出場補助金の増額は、イギリスで行われる障害者トランポ

リン大会への選手出場の補助でございます。 

   午後から現場視察をしております。 

   まず第一二俣橋被災文化財を確認しております。 

   ８月１０日から１１日の豪雨により、釈迦院川に架かる石橋、第一二俣橋が破損

した現場でございます。釈迦院川の水量が石橋の歩道である欄干を超える水量によ

り、石橋の上流側の欄干の一部及び石橋の表面の石の一部落下が確認をできました。

この石橋は、熊本県の重要指定文化財（令和６年３月に指定）でもあり、ハートが

生まれる石橋であることから多くの観光客の集客にもつながる石橋であります。熊

本県と協議し、復旧の工事内容をこれから検討されていきます。 

   次に、文化交流センターひびき及び老人福祉センター被災施設のところを現地を

見ております。 

   今回で２回目となる豪雨による被災を受けていた文化交流センターひびき、熊本
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県の治山砂防の工事が行われ、完了しておりましたが、想定以上の豪雨により、再

び施設が冠水、熊本県が施行された砂防工事の目的で、一般的には土石流・土砂流

出の捕捉、立木災害防止、人家や公共施設の保護とされております。文化交流セン

ター施設との境界である川、中園川を熊本県が施工されたと思いますが、その流れ

るところの幅だったり、深さだったり、側溝程度の造りであるということを見てお

ります。土砂の流出を津留川まで流せない能力だなと感じたところでもあります。

また、駐車場内にある東西に走っている側溝も小さく、上部にある側溝は施設玄関

方面へ流れるように造られており、この側溝の拡張と流れる方向性の改修及び中園

川の拡張、擁壁の高さを改善しなければ、三たび同様な災害に遭うと思われると思

います。熊本県及び敷地内の側溝の拡大等を検討していただきたいと思います。 

   その脇にある老人福祉センターも違う谷川の土砂の影響を受け、駐車場が水没し

ておりました。施設を利用するには、その谷川の流れを津留川までどう導いていく

のか検討することが重要だと感じたところです。 

   くすのき平地内東側法面の崩壊箇所を確認をしております。 

   ８月７日の雨により道路面上部が崩土、８月１１日の豪雨により、その上部も拡

大し崩土しております。応急処置として土砂の撤去が完了し、崩壊した道路８メー

トルを含む南側の一部崩壊箇所が確認できる部分も含む２０メートル程度の範囲の

災害復旧をされるように説明があっております。 

   最後に、中央公民館西分館体育館裏の法面の崩壊箇所を確認しております。 

   西分館体育館の南側及び給食調理室南側の法面、西分館給食調理室へ通じる道路

の法面が崩れており、体育館及び給食調理室が崩落の可能性と、水道管がむき出し

になっている現場を確認しております。体育館の基礎部分のところから法面が崩落

し、体育館及び給食調理室も大きな雨により法面が崩れた場合、建物自体が崩落す

るような危険な状態であります。また、むき出しになっている水道管は、津留地区

への生活水道水として現在も利用されており、早期の手当てが必要だと感じたとこ

ろです。崩壊した法面の復旧をどのようにするのか、また、体育館と給食調理室の

撤去も含め、今後検討する必要がある現場であったと感じました。 

   以上で報告を終わりますが、報告漏れがありましたら、他の委員さんから補足を

お願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 以上で、総務文教常任委員会委員長の報告を終わります。他

の委員さんからの補足はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 補足なしと認めます。 
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   総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

   なお、各常任委員会委員長に対する質疑は、申合せ事項により、審査の経過と結

果に対する質疑にとどめることになっておりますので申し添えます。 

   質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。 

   以上で、総務文教常任委員会委員長の報告を終わります。 

   次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。産業厚生常任委員会、坂田

竜義委員長。 

○産業厚生常任委員会委員長（坂田竜義君） 続きまして、産業厚生常任委員会の報

告をいたします。 

   ９月１０日午前１０時より、第３・第４会議室におきまして、髙田議員、今田議

員、吉住議員、村﨑議員、坂田、執行部より谷口福祉課長、隈部こども応援課長、

中川健康保険課長、酒井上下水道課長、西寺農業政策課長、安達森づくり推進課長、

富永建設課長の出席の下に会議を行いました。 

   本常任委員会は、令和７年度の一般会計補正予算（第６号）の歳入もですけども、

歳出を中心に議論を行いまして、若干の質疑がございました。 

   まず、福祉課では、高齢者ｅスポーツ事務支援業務委託料として２２万６,００

０円、障害福祉サービス等システム改修業務委託料９３万２,０００円、これは減

額ですね。それと、令和２年度熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金返還金

として６５万５,０００円、湯の香苑の修繕料として１３万２,０００円、介護保険

基金積立金、一般会計繰出金等について説明がございまして、若干の質疑がありま

した。 

   こども応援課では、出生児祝い金５０万円の追加、地域子育て支援拠点事業委託

料２１万円、利用者支援事業（妊婦等包括支援事業）に、これは減額１２８万９,

０００円です。母子手帳アプリ改修業務委託料として４７１万９,０００円、これ

も減額でございます。両親学級委託料１５万円等について説明がございました。 

   健康保険課では、国民健康保険特別会計繰出金１００万円、後期高齢者医療特別

会計繰出金３０８万円、国民年金システム改修委託料１６万２,０００円、令和６

年度新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金返還金１２０万４,０００円等に

ついて説明がございました。 

   上下水道課では、山出浄水場配水池汚泥処理委託料として７１万５,０００円、

水質検査委託料、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ分析ですけれども、あるいは修繕料、修繕料

は漏水修理と大井早のポンプ修理等が入っております。それから、水道施設明電監
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視装置修繕等に７９１万９,０００円、固定資産減価償却、これは除却してござい

ますけども、３８１万４,０００円、この除却したものは、道路改良に伴い、排水

管を布設替えの関連でございます。 

   農業政策課では、くまもと土地利用型農業競争力強化緊急支援事業費補助金、こ

れは長ったらしい名前ですが、中央地区の受託組合に対しましてコンバインの購入

費として４４３万１,０００円の予算が組んでございます。それから、農業台帳更

新作業業務委託料１５万円、農業構造改善関連施設修繕料、ほとんど佐俣の湯の関

連ですが、これが５４０万円、備品購入費３２万８,０００円等について説明があ

りました。 

   それから、森づくり推進課では、里山林活性化による多面的機能の発揮対策負担

金、これは予算の組替えがしてありましたけど、３６万４,０００円、美里の山除

間伐推進事業補助金２００万円、町単独集材路開設事業補助金１００万円等につい

て説明がございました。 

   建設課におきましては、単県工事負担金２５５万円、町道環境整備作業、修繕手

数料に合わせて１０８万円、重機借り上げ料として１７６万円、それから、町道維

持工事に６００万円、用地購入費６０万円、立木補償費２０万円、町営住宅の修繕

料として６００万円、住宅解体１２７万円、町単独災害復旧費が３００万円、国庫

負担災害復旧費８,７４０万円等について説明があり、質疑がございました。 

   続きまして、現場調査ですが、総務委員長の誘いに乗りまして、一緒に回りまし

たんですが、先ほど詳しく説明がございました。二俣橋、文化交流センターひびき、

老人福祉センター、くすのき平団地、西分館。 

   先ほど報告ありましたが、特に文化交流センターひびきにつきましては、県が砂

防工事とかいろいろ行われておりますが、この該当のいつも水なし川って言うとな

んですが、水量の少ない小さい河川ですけれども、そこがとにかく幅も狭いしです

ね、堰堤が低いので、とにかくこれはもう１９年災だったですか、ものすごい地下

の設備までやられて相当な損害を受けたことがございまして、学習しているはずだ

と思いますけれども、やっぱり日頃水量の少ない谷川を流れを変えるのかですね、

あるいは、その幅を広げたり、深く浚渫したりするのか、あるいは、いつもグラウ

ンドゴルフをされるところのほうに強固な高い擁壁等を造るとかですね、やっぱり

こちらに水が来ないように、きちんとやっぱり対策をしないと、また同じことが繰

り返されるのではないかというふうに感じました。 

   それと、老人福祉センターについても、水がまた、昨日の雨でまた水がたまって

おりましたけれども、先ほど濱田委員長の報告でありましたように、やっぱり別な

ところの谷から水が来て、結局、新しく文化交流センターと、あの間に歩道を舗装
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してございますけれども、その下に用水路、暗渠になってるんですね。だから暗渠

になっているところに土砂が詰まっているから、吐き切れずに横の用水も、とにか

く桝が詰まってですね、溢れて水が溜まっとるという状況でございます。ですから、

構造的な問題もあるのかなと。やっぱり排水路については、もう暗渠でなくてです

ね、やっぱり蓋式で、蓋を取って掃除ができるような形にしないと、暗渠はなかな

かやっぱり難しい、後の処理が難しいなというふうに感じたところでございます。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 以上で、産業厚生常任委員会委員長の報告を終わります。他

の委員さんからの補足はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 補足なしと認めます。 

   産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

   質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。 

   以上で、産業厚生常任委員会委員長の報告を終わります。 

   これで、各常任委員会報告及び質疑を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第６２号 令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定について 

○議長（上田 孝君） 日程第２、議案第６２号、令和６年度美里町一般会計歳入歳

出決算の認定についてを再度上程し、議題とします。 

   説明は終わっておりますので、質疑を行います。 

   なお、決算認定の質疑につきましては、一括質疑で行いたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、決算認定の質疑は一括質疑といたします。 

   これから質疑を行います。 

   質疑のある方は、ページと款項目節を指定の上、発言をお願いします。 

   質疑ありませんか。 

○議長（上田 孝君） ９番、今田議員。 

○９番（今田政行君） 今田です。ただいま上程中の議案につきまして、質問をした

いと思います。ページ数が２２と２３ページになろうかと思います。歳入の町税

の部分でございます。 
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   町税の中で不納欠損額、トータルで９８万１,４４７円計上してございますが、

欠損額につきましてはいろんな理由があろうかと思います。時効が来たものとか、

あるいは債務者の資金不足、法令に基づいて免除される部分とかいろいろ理由が

あろうかと思いますけども、この中でどのような理由で欠損額の計上があってい

るのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（上田 孝君） 松永税務課長。 

○税務課長（松永栄作君） ご説明申し上げます。 

   不納欠損の処理の内訳でございますが、まず個人町民税、執行停止に係るもの

が１人、それと３年経過、失礼しました、執行停止から３年経過が１人、それと

即時消滅、これ、相続人なしとか破産によるものでございます、それが３人、合

計の人数としましては３人になります。それと固定資産税のほうでございますが、

まず執行停止から３年経過したもの、それが１５人、それと時効の完成が３人、

それと執行停止に係る者が４人、それと即時消滅が２人、合計のこれらの人数で

ございますが１２人となっております。それと、軽自動車税の種別割の内訳でご

ざいますが、執行停止から３年が経過したものが１５人、それと執行停止に係る

ものが１人、即時消滅が１人、合計で人数としましては７人、全ての合計が人数

としましては２２人の方の不納欠損を処理をしております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 今田議員。 

○９番（今田政行君） なかなか厳しい状況みたいでございますが、また収入未済額

という部分でこれトータルで１,３００万計上してございます。これは当然過年度

分も含めてというふうに思っておりますけども、金額的に非常に多い金額だと思

いますが、当然、担当課あたりでは督促等でですね、頑張っておられるとは思い

ますけども、もうちょっとですね、どうにか数字的には減らされないもんかなと

いうふうな思いがしておりますけども、そこのところはいかがでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 松永税務課長。 

○税務課長（松永栄作君） ご説明申し上げます。 

   まず滞納繰越しのほうの増加につきましては、その対策のほうを考えておりま

して、従来どおり、まず財産調査の徹底と、それとそれに伴う滞納処分の徹底、

こちらのほうを進めていきたいと思っております。 

○議長（上田 孝君） 今田議員。 

○９番（今田政行君） その点、よろしくお願いしたいと思います。 

   もう一点お願いいたします。ページ数が３４と３５ページですけども、収入の

分で土木使用料の部分ですけども、その中の住宅使用料ということで、調定額７,
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４５５万円ということで、収入未済額ということで２,１００万、２,１９０万計

上してございますけれども、非常に大きな金額と思っております。調定額から見

ても約３０％ぐらいの金額になるわけですけども、当然過年度分も含めたトータ

ル的な金額と思いますが、この部分について、内容的な説明をいただきたいと思

いますが。 

○議長（上田 孝君） 富永建設課長。 

○建設課長（富永英司君） ご説明申し上げます。 

   まず調定額につきましてですけれども、現年度分、それと過年度分ということ

で分かれております。現年度分につきましては、５,３２２万７,８６０円の調定

になっております。それと過年度分につきまして、調定が２,１１４万９,０００

円ということになっております。 

   それぞれ調定に対する収入額につきまして、現年度分につきましては収入済額が

５,０５０万１,０６０円、収納率につきましては９４.８８％、過年度分につきま

しては収入額が１９４万２,９５０円、収納率が９.１９％になっております。それ

ぞれ収納率につきましては、前年度に比べて大体若干ではございますけれども収納

率は上がっているというような状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 今田議員。 

○９番（今田政行君） 今の説明でいいますと、要するに過年度分が非常に言えば累

積しているというふうな状況かと思いますので、ぜひその部分の徴収のほうをよ

ろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

   ６番、坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） ６番、坂田でございます。上程中の令和６年度の歳入歳出決

算についてお尋ねいたします。 

   まず、今、建設課長から回答がありました関係、これ３５ページですね、町営

住宅使用料で収入未済が２,１９５万２,８００円ということで、今、今田議員も

言われましたように、３割、調定額の３割ということになっております。前にも

一回お尋ねしたこともございますが、悪いけれどもですね、もうやっぱり支払い

命令をかけて強制手続に入らないと、なかなかこれはもう３割っちゅうと大変大

きな金額と思うんですよ。だから、顧問弁護士もおられますし、司法書士でも今

できますので、もう支払い命令を裁判所に申し立てて、支払い命令が行くだけで

もやっぱり効果がありますからですね、そういう手続をやっぱりもう検討しても
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いいんじゃないかと私は思いますが、どうですかね。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） ご提案の支払い命令含めてですね、やっぱりあの正直者がば

かを見ないような、そういうやり方をしていきたいというふうに考えております。

効果的な徴収の在り方ということをしっかりもう一度考えてみたいと思います。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） よろしくお願いします。 

   あと、６９ページの不納欠損ですね。先ほどちょっと出ました。１０７万４,６

９０円、対前年比は減ってますけども、１０７万円、これはそれなりに手を尽く

した上での不納欠損の手続と思いますけども、やっぱりその間の徴収方法とかが

適当だったかどうかですね、再度やっぱり検討していただいて、できるだけ不納

欠損が出ないようにですね、時効の停止とか、いろいろ手続もございますので、

そういった点も含めて、不納欠損について減らすように努力をしていただきたい。

これは答弁は要りません。 

   それから３点目は、８９ページと９１ページに出ております。美里暮らし体験住

宅整備、あるいは、お試し住宅の関係ですけれども、一応、堅志田の渡辺邸ですか、

これでされておりますが、この現状、利用状況についてはどうなっているのかお尋

ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   暮らし体験住宅の利用状況というところでございますけれども、現状１回と。

１回のご利用で３名様でご利用されたというところが実績でございます。 

   ＰＲの状況としましては、チラシを作っております。それから、インスタグラム

での発信といったこともしております。それと、これからですね、移住体験ツアー

というのを今年度やっていこうとしております。その中に宿泊型のツアーというの

も企画をしておりますので、そういった場面でも活用いただきたいということで、

引き続きＰＲをしっかりやっていきたいというふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） ２件ということですかね。１件、はい、分かりました。でき

るだけ利用があるように取り組みを進めていただきたいと思います。 

   ４点目、１１３ページですけれども、これは負担金補助金等の中の介護基盤緊急

整備特別対策事業ですけれども、一応、これは監査委員の指摘もありますように、

予算書をずっと私、調べてみましたら、間部病院に対する補助金は明記してありま
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したが、この筒川荘については補正でやったのかどうか分かりませんが、ちょっと

見つけ切れませんでしたけれども、結果として、筒川荘に３３３万４,０００円補

助をしているということですが、ＬＥＤの関係とか、床の修理について４４万何が

しかについては、４４万４９１円に対して４４万円の補助金を出しているというの

は分かりましたけども、ただ、指摘してありますように、ここは条例に基づく行政

財産ということになっております。当然、町が設置しているわけで、町が直接工事

すべきものではないかと。運営団体に補助金を出して、結局運営団体が自己負担が

生じているということで、不適切だという指摘がございますが、これはどう処理さ

れるのでしょうか。お尋ねします。 

○議長（上田 孝君） 谷口福祉課長。 

○福祉課長（谷口信也君） ご説明申し上げます。 

   ご質問の介護基盤緊急整備特別対策事業補助金で、筒川荘のほうを改修してお

ります。始まりはといいますと、地域からの要望によるところでございます。 

   筒川荘につきましては、以前にもこの補助金を活用して介護予防拠点として施設

改修を行った経緯がございます。管理運営が地域であることから、電源立地交付金

で整備した集会所の施設改修を含め、行政財産への補助金活用については、県から

は特段の指摘を受けなかったこと、また、町が直接工事する方法と補助金を活用す

る方法を比較するなど、財政負担を考慮してこれまで実施してきた経緯がございま

す。 

   以上のことから、今回は筒川荘への補助金の活用の是非というよりも、県との協

議の中で２回目の補助金申請が可能かに主眼を置いて県と協議を行い、実施してき

ました。今回、審査意見書で指摘を受ける形となりましたが、今後も行政財産のほ

うへいろんな補助金の活用というものにつきましては、その施設ごとに最善の整備

方法を検討しながら、適正な予算措置執行に努めてまいりたいと考えております。 

   現状、補助金という形で決算している経緯がございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） それは分かりますけれど、ただ、私が言いたいのは、地元の

負担をですね、どうにかできないでしょうかということですよね。地元が負担し

とるでしょう、一部。これはどうにかならんのですか。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今回、毎回ですね、筒川荘は筒川荘運営協議会がありまして、

いろいろなご要望をいただいております。その中で、筒川荘の運営協議会からの

要望ということもあり、この補助金を使わせていただきました。また、手出し分
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も、額はですね、少なかったわけでありますけども、その辺、ご指摘を受けて今

後、筒川荘運営協議会と一度お話をさせていただいて、対応させていただきたい

というふうに思います。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） よろしくお願いします。 

   次に、１６１ページ、ランタンフェスタの関係でですね、これも総務委員長か

らの話がございましたですかね。１,３００万の補助金と、要するに協賛金を３３

６万円集められておりまして、１０６万４,９８４円の残高が出たということでご

ざいます。当然、その一般常識的には、協賛金のほうから先に充当すべきであっ

てですね、補助金余ったのは、補助金のほうが余ったんだという捉え方をしない

と駄目だということでありまして、そういうことになると、補助金を繰り越すと

いうことでなくて、それをきちんと一般会計に返すなりなんなりの処理をするの

が適当だろうと私は思いますし、監査委員の意見書の中にはそういった指摘がご

ざいます。 

   それから、イベント完了から実績報告書の報告は非常に７か月遅れて出している

とか指摘がございますが、この一番最初に申し上げましたこの残金の処理ですね、

これについてはどうされるのかお尋ねします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明いたします。 

   今回、２点ご指摘いただいてる、今ご指摘いただいたとおりでございますけれ

ども、指摘の中にございますように、ご指摘いただいた中にございますが、この

補助金は定額補助金ということでございまして、この補助金を受けて、今回計画

どおりイベントが行われたというふうに認識しております。そうしまして、１,３

００万円という補助金が適正に執行されたというふうに、まずはそこについては

そのような認識をしております。その結果、想定を上回る成果を上げたというふ

うに認識しております。 

   それから、協賛金につきましては、当時、実行委員会事務局があった岩田建設株

式会社をはじめとしまして、実行委員会のメンバーそれぞれが町内外の個人企業様

に真摯に協力をお願いしてもらった結果、これも先ほどご説明がございました３３

６万円という協賛金を頂くことができました。その結果としまして、運営資金に余

剰金が生じたというふうに思っております。実行委員会の議論の中では、協賛金に、

補助金ではなく協賛金に余剰が生じたという認識の下、取扱いを議論し、委員の皆

様からは翌年度以降のランタンフェスティバルの開催経費として繰り越して活用す

ると、実行委員会としてはそのような結論をしたというところでございます。 
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   ただ、今回ご指摘を受けまして、補助事業において余剰が生じた場合の補助金の

返納もしくは繰越金の判断については一層の注意をもって、しっかりと皆様にご理

解をいただけるように説明をしていかなければならないというふうに思っておりま

す。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 今の説明では、もう一応、繰越金はそのままにしとくように

聞こえましたが、それは基本的におかしいと思うんですよね。監査委員がこうい

う指摘をされてですよ、いかんて言われてるのに、そのまましときますって。そ

れは基本的にそういうことならば、きちんとそちらの主張が正しいなら、監査委

員に反論してもらわないかんですよね、と私は思います。だから、それができな

いならちゃんともう協賛金が優先的に充当すべきなわけだから、残った分、補助

金は当然町のほうに返さないかんっていうふうに思います。ちょっと整理をしと

ってください。監査委員の意見書が正しくないと思うなら、ちゃんと反論してこ

こが正しくないですよって、やっぱり監査委員に考えを改めてもらわないとです

ね、このままじゃちょっと私は納得できない。それは考えておいていただきたい

と思います。 

   次に行きます。 

   同じく１６１ページ、フォレストアドベンチャーですけれども、一応、キャノピ

ーコースを新設をいたしまして、３,２６０万円かけて新設をいたしましたけれど

も、収入がですね、利用者も１,２３８人減って８,４５９人と、収入も５７６万２,

０００円減って３,３３５万ということになっておりますけれども、せっかくキャ

ノピーコースも造って、お金をかけて造って、何で減るんだろうかというふうに思

いますが、何かその辺りの原因というか、要因っていうのはあるんでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   キャノピーコースにつきましては、本格的な運用が今年度に入ってからという

ことでございます。３月の末にプレオープンしましたけれども、本格的なオープ

ンは今年度に入ってからということで、今年度のですね、売上げの状況、利用の

状況をですね、フォレストパークの方にお尋ねしますと、非常に好調だというこ

とで聞いております。 

   水害でですね、一部施設も被害を受けておりますので、そこでまた少し落ちてき

ているというのがございますけれども、そこまでの状況ですと非常に好調というこ

とでございますので、今年度の決算には反映されてくると思います。 
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   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 分かりました。 

   最後に、予算の流用した額以上の不用額が出ているということで、これは２３

６ページになりますかね、国・県への負担金補助金の返還ということで９件、９

件のうち４件が逆にその、流用した後にその予算不足が発生したって、これも監

査委員の指摘に出ておりますが、これってどういうことなのか。どういうことで

こういうことが起こったのか。それから、今後の対応策をどうするのかお尋ねし

ます。 

［「何ページですか」と呼ぶ者あり］ 

○６番（坂田竜義君） ２３６ページ。トータルの不用額ちゅうのがトータルが出と

るでしょう。これ、監査委員の意見書の中に出てる分です。 

   ９件のうち４件が逆に予算が足りんことになってますよって指摘がされてるわ

けですね。だから普通ちょっと考えられんなと、私は思うとですけど。 

   なら、いいです。あとで。一応、審査意見書に書いてありますけん。一応確認し

て。不用額のところがあるでしょう。 

○議長（上田 孝君） 暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前10時50分 

再開 午前10時54分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   質疑の途中でしたので、質疑を再開します。 

   坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   先ほど議員からのご指摘の監査資料の中で指摘事項の中でありました国・県へ

の負担金補助金の返還金が４件予算が不足して発生しているというところのご指摘の

ご回答でございますけども、これにつきましては、前年度等の補助金の返還等が発生

した際に、当該年度で予算を計上する必要がございますけども、計上漏れと、予算に

計上漏れていたため、他の予算科目から流用したということになります。 

   本来であれば、予算を計上して返還金を計上するところでございますが、今回漏

れていたため、予算流用で対応したということになります。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 
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○６番（坂田竜義君） 最後にトータル的なことで、ページはあれですが、経常収支

比率についてお尋ねします。 

   令和３年度におきましては、一番低い数字と思います、８６.８でございました。

令和５年度が９６.５、前年比の４.９増、令和６年度になりますと９９.５になって、

前年比の３.０増えております。これは当然その人件費とか扶助費、補助費等の増額

によるものというのは分かりますけれども、この辺り、今後、これを抑えるためにど

のようにされるのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   議員ご指摘のとおり、本年の令和６年度の経常収支比率は前年度より３ポイン

ト高い９９.５となっております。主な原因といたしましては、先ほど議員おっしゃ

いましたように、算定の分母に当たる経常収支につきましては、地方税や地方交付税

が増加いたしましたけども、分子に当たる経常的経費が大きく伸びたことも主な要因

でございます。具体的には、人件費では会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始、

また、物件費では公共施設の老朽化に伴い修繕料が増加したこと、扶助費では児童手

当の制度の拡充により増加、補助金では広域連合、宇城広域連合の負担金、主に清掃

施設費が増加したのが主な要因でございます。 

   今後、経常収支比率を下げるにはっていうことでしたけども、今後につきまして

も、宇城広域連合における大型事業の実施でしたり、中央北地区の上水道整備に伴う

公営企業会計への補助金の増加などにより、経常収支の上昇がやっぱり懸念されると

ころでございます。引き続き外部委託でしたり、補助金の精査、あと地方債の発行の

抑制などを通じて経常収支比率の抑制に努めてまいりたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 理想的には経常収支比率は８割程度が望ましいというふうに

一般的に言われておりますので、できるだけ近づけるように努力をお願いしたいと思

います。 

   以上です 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案の認定に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案の認定に賛成の方の発言を許します。 



 

－119－ 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   なお、議案第６２号から議案第６８号までの採決は、起立により行います。 

   議案第６２号、令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第６２号、令和６年度美里町一般会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定されました。 

○議長（上田 孝君） ここでしばらく休憩します。再開を１１時１５分とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第６３号 令和６年度美里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

○議長（上田 孝君） 日程第３、議案第６３号、令和６年度美里町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定についてを再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。 

   質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案の認定に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案の認定に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第６３号、令和６年度美里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 
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○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第６３号、令和６年度美里町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり認定されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第６４号 令和６年度美里町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

○議長（上田 孝君） 日程第４、議案第６４号、令和６年度美里町土地取得特別会

計歳入歳出決算の認定についてを再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案の認定に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案の認定に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第６４号、令和６年度美里町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について

は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第６４号、令和６年度美里町土地取得特別会計歳入歳出決

算の認定については、原案のとおり認定されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第６５号 令和６年度美里町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

○議長（上田 孝君） 日程第５、議案第６５号、令和６年度美里町介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定についてを再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案の認定に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案の認定に賛成の方の発言を許します。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第６５号、令和６年度美里町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第６５号、令和６年度美里町介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定については、原案のとおり認定されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第６６号 令和６年度美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

             の認定について 

○議長（上田 孝君） 日程第６、議案第６６号、令和６年度美里町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定についてを再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案の認定に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案の認定に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第６６号、令和６年度美里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第６６号、令和６年度美里町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定については、原案のとおり認定されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第６７号 令和６年度美里町生活排水事業会計決算の認定について 

○議長（上田 孝君） 日程第７、議案第６７号、令和６年度美里町生活排水事業会

計決算の認定についてを再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案の認定に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案の認定に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第６７号、令和６年度美里町生活排水事業会計決算の認定については、原案

のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第６７号、令和６年度美里町生活排水事業会計決算の認定

については、原案のとおり認定されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第６８号 令和６年度美里町簡易水道事業会計決算の認定について 

○議長（上田 孝君） 日程第８、議案第６８号、令和６年度美里町簡易水道事業会

計決算の認定についてを再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案の認定に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案の認定に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第６８号、令和６年度美里町簡易水道事業会計決算の認定については、原案

のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第６８号、令和６年度美里町簡易水道事業会計決算の認定

については、原案のとおり認定されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第９ 議案第６９号 令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（上田 孝君） 日程第９、議案第６９号、令和７年度美里町一般会計補正予

算（第６号）を再度上程し、議題とします。 

   内容説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

   お諮りします。 

   補正予算の質疑につきましては、一括質疑で行いたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、補正予算の質疑は一括で行います。 

   質疑ありませんか。 

   ６番、坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） ６番、坂田でございます。ただいま上程中の補正予算（第６

号）についてお尋ねします。 

   １２ページの一番上、企画費のですね、外部委託型集落支援員設置云々という

のがございます。委託料というのがありますが、２０万円かな。これはどういう

内容なのかお尋ねします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   外部委託型集落支援員設置及び活動業務委託料とでございます。これはですね、

移動販売と関係をしておりまして、移動販売車１台導入することとしております。

それをですね、町内のコンビニエンスストア、ファミリーマート、セブン－イレ

ブンがですね、移動販売にご協力をいただいておりますけれども、まずもってフ

ァミリーマートさんのほうがですね、車両を活用すると、したいということでお

話をいただいておりますので、そこで活用していただくということと、それと、

これはまだ調整中の部分はございますけれども、集落支援員制度を使いまして、

人件費の部分でも少し移動販売の業務を支えることができないかという趣旨での

予算計上でございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 分かりました。 

   続きまして、１７ページの商工振興費ですけども、美里町創業支援補助金です

ね、３００万計上してございます。説明では２件、２件かな。それでこのちょっ

と内容と補助金の上限、７５万とか金額はちょっと正確に覚えておりませんが、
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その辺りについて、どうなっているのかお尋ねします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   既に交付済みが２件ということで、内容ということでございます。１件はです

ね、理髪店だったように記憶しております。すみません、もう１件、ちょっと事

業の内容をちょっとはっきり記憶しておりませんけれども。お弁当屋さんです、

お弁当屋さんです。 

   １件当たりの上限が１５０万ということで、３００万円を執行しているというこ

とでございます。 

   今ですね、既に申請が２件あっているということでございますので、その分で３

００万円、補正予算を組ませていただくということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 新たに予定している分の３００万ということですね。 

○６番（坂田竜義君） はい、分かりました。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

   ２番、平野議員。 

○２番（平野保弘君） ２番、平野です。一般会計補正予算（第６号）についてお尋

ねをいたします。 

   ページ数は、予算書の１３ページ。款の３民生費、項の１社会福祉費、目の２

高齢者福祉費、委託料の高齢者ｅスポーツ事務支援業務委託料２２万６,０００円

についてですけれども、説明資料ではですね、まちづくり公社へ支援をしていた

だいて、その代金といいますか、を支払うというような予算だと思いますけれど

も、具体的な委託する業務の内容について、もう少し詳しく説明をお願いしたい

と思います。 

○議長（上田 孝君） 谷口福祉課長。 

○福祉課長（谷口信也君） ご説明申し上げます。 

   まず、今回初めて要求させていただいたのにはですね、ｅスポーツの実施箇所

数が現在１７か所ございます。その１７か所でもですね、いろんな日程調整だっ

たり緊急に日程を変えたりするときに、大分職員の負担が増えておりまして、そ

の負担軽減も兼ねて公社委託できないかというふうな考えで計上させていただき

ました。 

   それとあと、そのほかには、今、まちづくり公社には、ｅスポーツに通じた方が

いらっしゃるということで、今後美里町で通いの場だけでなく、他のいろんな高齢
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者関係への普及浸透を図る上でですね、お願いする部分も考えてございます。 

   内容につきましては、１７か所ございますので、基本部分として１万円、これを

１７か所なので１７万、それと事務費部分につきましても月額１万円程度を想定し

ております。令和７年は半年分になりますので、その分を合わせた額で計上させて

いただいております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） もともとですね、このまちづくり公社では、こういった業務

は予定はされていたんでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今、福祉課長のほうからも説明がありましたが、協力隊でで

すね、ｅスポーツに非常に明るい人間が入ったということで、そういう方が入っ

ていただけたということで、このような予算を計上させていただいてるというよ

うな状況です。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） まちづくり公社のほうもですね、もともとはふるさと納税の

取扱いの手数料が８％だったと思いますけれども、それを収入の柱に恐らくして

あったと思います。ただ、その８％も取れない状況ですし、やはりですね、何か

別の収入の柱が必要になってくると思います。 

   何でも屋じゃないですけれども、大変優秀なスタッフが揃っておりますので、

できることはですね、こうやって引き受けていって、何とかまた別の柱を見つけ

ていったほうがいいんじゃないかなというふうに思って質問いたしました。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

   ３番、吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） ３番です。一般会計補正予算（第６号）について質問します。 

   １９ページをお願いします、歳出です。一番下段の災害対策費ですね。目の４

災害対策費の需用費、節の１０ですけど、食糧費と印刷製本費ということで、防

災フェアということでありますが、今年から多分初めてされるイベントかなと思

ってますので、内容をちょっと、どういったものを説明をいただければと思いま

す。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   防災フェアにつきましては、来年の令和７年１月１８日に一応予定をしている
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ところです。場所につきましては、中央庁舎の前の駐車場を利用しまして、計画

を今しているところでございます。内容もですね、精査をしているところなんで

すけども、関係機関、消防、自衛隊、あと警察の関係機関に協力を依頼し、展示

でしたり、その防災に関する訓練とかですね、体験というのができるようなこと

を考えているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 一般の方も観覧できるようになるとですかね。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   はい、一般の住民の方、広くポスター等を作りましてですね、参加を図りたい

と思っております。 

   以上でございます。 

○３番（吉住淳一君） 終わります。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

   ５番、髙田議員。 

○５番（髙田美千子君） ただいま審議されております補正予算、予算書の１２ペー

ジになります。歳出、款の２、項の１、総務管理費、目の６企画費、節の１７備

品購入費になります。地域公共交通実証運行車両購入費として計上されておりま

した１,０５０万円が減額補正されておりますが、この点について質問いたします。 

   現行の美里バスの仕組みをですね、利用者にとってもっともっと使い勝手がよ

いといいますか、利用しやすいようにという改善を今いろいろ検討していただい

ております。大変ありがたいことだと思いますし、期待しております。この秋か

ら計画されていたと思いますが、車両が購入されなくなったことで、当然計画の

変更があると思いますが、これからの取り組みについて、少し分かりやすく教え

ていただけますでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   １０月１日からですね、「のるーと美里」という名前にしておりますけれども、

新しい公共交通の実証実験を行うこととしております。この実証実験の在り方と

しましては、３つの交通事業者様、麻生交通さん、それから第一交通さん、それ

から楠元タクシーさんと協力をしまして、それぞれの会社のタクシーの車両を使

って、基本的にはドア・ツー・ドア、ご自宅から行きたいところまで行けるとい

うことでですね、そういった仕組みでの実証実験をしようとしているところでご
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ざいます。 

   この予算を一旦、一旦というか、落とすというところとの関係につきましては、

当初予定をしておりましたのが、シエンタ、トヨタのシエンタのようなミニバンタ

イプの車を導入しまして、それで少し規模も大きくということも考えておりました

けれども、国のほうと協議しました結果、既存の交通事業者の車を使って、既存の

交通事業者の枠組みでやる場合に、その場合にこういったこの車の購入経費という

のは対象になりませんと、補助の対象になりませんというお答えがございました。

それと、交通事業者様のほうからもですね、車をあてがわれてもなかなかそれを回

す人もいないということでございましたので、今、実証実験を行おうとしています

のは、既存のタクシー事業者が既存の車両を使って行うというところでやろうとし

ているというところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 髙田議員。 

○５番（髙田美千子君） 団塊の世代がだんだんこれから先ですね、免許返納者なん

かも増えまして、こういった美里バス、ちょっと名称を変わりますけども、やは

りあの交通の移動手段っていうのが、公共のものが整いますと、高齢者の暮らし

も本当暮らしやすいものになりますので、取り組みをどうぞよろしくお願いいた

します。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

   ４番、隈部議員。 

○４番（隈部 寛君） ４番、隈部です。ただいま上程中の一般会計補正予算の中の

１７ページ、款の５農林水産業費、項の農業費、節の１０の需用費でございます。

農業構造改善関連施設修繕費５４０万円ですけど、これは先ほど説明は少しあり

ましたですけど、その内容をお教え願いたいと思います。 

○議長（上田 孝君） 西寺農業政策課長。 

○農業政策課長（西寺 清君） ご説明申し上げます。 

   まず、５４０万円を補正予算で計上させていただいている理由でございますけれ

ども、当初予算でですね、まず５００万円計上させていただいておりました。急遽

ですね、佐俣の湯のほうの駐車場内にあります第２温泉源の水中ポンプのほうが故

障いたしまして、大変営業に支障を来しているところというところで、全額をもっ

てですね、応急の修理をさせていただいているところでございます。そのため、今

回、５４０万円計上させていただいたところでございますけれども、内訳としまし

ては、佐俣の湯で５１０万円、それから、農村婦人の家と突発的な修繕対応という
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ことで、そのほか合わせまして５４０万円を計上させていただいております。 

   佐俣の湯につきましては、一応６件、代表的なものを挙げさせていただいており

ますけれども、まず１点目が大浴場の脱衣所の排煙装置、それから岩風呂の出入口

の引き戸、それから大広間の小休憩室の引き戸、それから大浴場の排気ファンの取

替え、それからボイラー室の油圧換気扇の取替え、それから給湯消音熱交のポンプ

の取替えのほうを計画しているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 隈部議員。 

○４番（隈部 寛君） いろいろ佐俣の湯のほうも長年なりますので、老朽化が大変

進んでおります。やっぱり清潔感、外部からの、町外からの来られるお客様が多

いので、外壁とか、中の清潔感を出すためには、ぜひとも今後もよろしく気配り

して、直すところは直していただきたいと思います。 

   終わります。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ございませんか。 

   ８番、福田議員。 

○８番（福田秀憲君） ただいま上程中の議案６９号について質問いたします。 

   ページは１８ページなんですけれども、この道路維持費、ここでですね、町道

の維持ということで、一寸榎線の蓋を多分予定されていると思いますけれども、

蓋を全部かけられるのかと。あそこを通りますけれども、今、蓋が開いてるんで、

だからその蓋をかぶせられるのか。 

   それとですね、あの辺りには今住宅ができております。排水といいますか、家庭

排水は全部あっちのほうに流していくようになってますけれども距離が長いんです

よね。今見てみますと、もう泥もたまりますし、その後の保全といいますか、その

辺りが大変じゃないかなという思いがしております。 

   それと、その大きさがあれで大丈夫なのかというのもありますので、そこをちょ

っとお伺いをしたいと。 

○議長（上田 孝君） 富永建設課長。 

○建設課長（富永英司君） ご説明申し上げます。 

   議員ご質問の町道一寸榎線の側溝の蓋につきましては、今回、１２５メーター

分の原材料ということで、今回予算の計上のほうをさせていただいております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） 距離的にはですね１２５メートルで足りるのかどうか分かり

ません。もっと距離的にあるような感じがするんですけれども、その後、予算が
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つけば、その後やっていかれるということでしょうけれども。 

   やっぱり将来的にあそこに例えばですよ、農振から外れて家が建つようになっ

たときにですね、距離的にものすごい排水路といいますか、それになるわけです。

そうすると、あれも小さいし、将来的にどうするのか。例えば今の八幡道線、あ

ちらのほうが近くなるんで、あっちのほうにつなぐようにするのか、いろいろ私

は考えたほうがいいんじゃないかなと思います。というのはですね、地元の人も

今まで泥なんか上げてたんだけども、今度なってしまったときにはその補修とい

うのはどうするんだというようなこともありますので、多分ですね、私もいつも

見てるんですが、泥が詰まってなかなか流れないような形になるんじゃないかな

という思いがしておりますので、その辺りはですね、よく検討されていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） おっしゃいますように、これから先ですね、様々なことが想

定されますので、そういったことも考えながら対応していきたいと思います。 

○８番（福田秀憲君） 終わります。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。なお、議案第６９号から議案第７５号までの採決は起

立により行います。 

   議案第６９号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号）は、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第６９号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第６号）

は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 議案第７０号 令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第 

              ２号） 
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○議長（上田 孝君） 日程第１０、議案第７０号、令和７年度美里町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）を再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第７０号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第７０号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 議案第７１号 令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算（第１ 

              号） 

○議長（上田 孝君） 日程第１１、議案第７１号、令和７年度美里町土地取得特別

会計補正予算（第１号）を再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第７１号、令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算（第１号）は、原案

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 
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○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第７１号、令和７年度美里町土地取得特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第７２号 令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第２ 

              号） 

○議長（上田 孝君） 日程第１２、議案第７２号、令和７年度美里町介護保険特別

会計補正予算（第２号）を再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第７２号、令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、原案

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第７２号、令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算

（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第７３号 令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第２号） 

○議長（上田 孝君） 日程第１３、議案第７３号、令和７年度美里町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）を再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第７３号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第７３号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第７４号 令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第２ 

              号） 

○議長（上田 孝君） 日程第１４、議案第７４号、令和７年度美里町生活排水事業

会計補正予算（第２号）を再度上程し、議題とします。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第７４号、令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算（第２号）は、原案

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第７４号、令和７年度美里町生活排水事業会計補正予算

（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第７５号 令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２ 

              号） 

○議長（上田 孝君） 日程第１５、議案第７５号、令和７年度美里町簡易水道事業

会計補正予算（第２号）を再度上程し、議題とします。 
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   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   ２番、平野議員。 

○２番（平野保弘君） ２番、平野です。補正予算の実施計画明細書４ページですか

ね、の支出のところで、委託料、その他委託料が７１万５,０００円ありますが、

これ、説明資料を見ますと、山出浄水場配水池の処理業務委託ということですが、

詳しくですね、どのような状態でどのような内容になっているのかというのを、

説明していただきたいと思います。 

○議長（上田 孝君） 酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） ご説明を申し上げます。 

   山出浄水場の浄水場内にある配水池の中にですね、ろ過した水を排水する施設が

あるんですけども、その中に泥が堆積してまして、普通であれば排水ポンプでその

泥も一緒に排水するんですけども、その排水ポンプの故障により、その泥が堆積し

まして、その泥を堆積するために委託をするというような形になっております。 

   以上です。 

   すいません、泥を撤去するために委託する予算となっております。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） 排水ポンプの故障ということだということですか。修理はで

きないんでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） 排水ポンプがある高さまで以上に泥が詰まっている

ということで、それを取り除かないと修理ができないというようなことになって

おります。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 平野議員。 

○２番（平野保弘君） 山出の水源というか、取水場は山の中にありまして、非常に

脆弱といいますか、不安定な状態にあります。この浄水場の場合もそうなんです

けれども、水源のほうがですね、もっとやっぱり心配なところがあります。 

   修理というか、処理に行くにもですね、この前の災害ですと、もう行くことも

できなくなってしまって、断水が長く続いたりいたしますので、それを補完する

手段を。以前ですね、夏水をちょっとボーリング調査したということもあります

けれども、すぐにということではないですけれども、将来的には補完するものを

考えていかなければいけないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   以上です。 
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○議長（上田 孝君） ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。 

   議案第７５号、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算（第２号）は、原案

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第７５号、令和７年度美里町簡易水道事業会計補正予算

（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 追加日程第１ 議案第７６号 令和７年度美里町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（上田 孝君） 追加日程第１、議案第７６号、令和７年度美里町一般会計補

正予算（第７号）を議題とします。 

   内容説明を求めます。 

   坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第７６号につきましてご説明を申し上げ

ます。追加でお配りしましたシステム内の㉟、議案第７６号、令和７年度美里町

一般会計補正予算書（第７号）の１ページをお開き願います。 

   議案第７６号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第７号） 

   令和７年度美里町の一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億３,９

２８万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９０億７,７

６８万５,０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によ

る。 

   令和７年９月１１日提出 美里町長 上田泰弘 

   それでは、４ページをお開き願います。 

   詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により、主なものにつきま
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してご説明させていただきます。 

   初めに、２の歳入でございます。 

   まず、１枠目の款の１４国庫支出金、項の２国庫補助金、目の３衛生費国庫補助

金の節の１衛生費補助金の災害等廃棄物処理事業費補助金（豪雨災害）５,１５７

万４,０００円につきましては、公費解体に伴います被災家屋の石綿含有建材調査

に係る国庫補助金でございます。 

   次に、２枠目の款の１５県支出金、項の２県補助金、目の７土木費県補助金の節

の１土木費補助金の災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費補助金（豪雨災害）６,

１８７万５,０００円につきましては、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業測量設

計業務に係る県の補助金でございます。 

   次に、３枠目の款の１８繰入金、項の１基金繰入金の説明欄の財政調整基金繰入

金につきましては、本補正予算の事業実施に伴います財源といたしまして、１億２,

５８３万８,０００円を計上いたしております。 

   次のページをお開き願います。 

   ３の歳出でございます。 

   １つ目の枠の款の３民生費、項の４災害救助費につきましては、今回の豪雨災害

に伴い、８月１１日に災害救助法が適用されましたので、各科目において所要の補

正を行っております。まず、節の１の報酬から節の８旅費につきましては、会計年

度任用職員に伴います経費を増額計上いたしております。また、節の３の職員手当

の時間外勤務手当（豪雨災害）２００万円につきましては、災害救助事務等に係る

職員の時間外勤務手当を計上いたしております。次に、節の１４工事請負費の被災

住宅応急工事（豪雨災害）１,６２１万９,０００円につきましては、準半壊以上の

被災住宅の応急修理を行うものでございます。 

   次の枠をお願いします。 

   款の４衛生費、項の２清掃費、目の１塵芥処理費の節１２委託料の被災家屋石綿

含有建材調査委託料（豪雨災害）３３６万６,０００円につきましては、公費解体

に伴う家屋のアスベスト調査に係る委託料でございます。次の節の１４工事請負費

の被災家屋解体撤去工事（豪雨災害）９,９７８万３,０００円につきましては、被

災家屋の公費解体に係る工事請負費でございます。 

   次に、３枠目の款の１０災害復旧費、項の２公共土木施設災害復旧費、目の２国

庫負担災害復旧費の節の１２委託料の災害関連地域防災がけ崩れ対策事業調査測量

設計業務委託料１億１,６００万円につきましては、緊急的な崖崩れ防止対策工事

に係る測量設計業務を委託するものでございます。 

   以上で、議案第７６号の説明を終わります。 
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○議長（上田 孝君） 以上で内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

   議案第７６号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第７号）は、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第７６号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第７号）

は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） ここでしばらく休憩します。再開を１３時ちょうどといたし

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０１分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１６ 報告第４号 有限会社石段の郷中央の経営状況報告についての報告 

○議長（上田 孝君） 日程第１６、報告第４号、有限会社石段の郷中央の経営状況

報告についての報告を求めます。 

   西寺農業政策課長。 

○農業政策課長（西寺 清君） それでは、報告第４号について説明いたします。 

   ㉚の報告第４号をお開きください。 

   報告第４号、有限会社石段の郷中央の経営状況報告について 

   地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、有限会社石段の郷中央の経営

状況を別紙のとおり報告する。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 
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   内容についてご説明申し上げます。次のページをお願いいたします。 

   令和６年度決算に関する書類といたしまして、今回提出しております書類の一覧

でございます。 

   次のページをお願いいたします。右下にページ番号を記載しております。有限会

社石段の郷中央の監査結果報告書でございます。 

   本年３月末をもって第２７期の決算が終わりまして、５月２８日に監査が実施さ

れたところでございます。 

   ２ページ目をお願いいたします。貸借対照表でございます。 

   まず資産の部より説明いたします。 

   ローマ数字１の流動資産は１,５２２万７,１７５円で、前期に比べまして、１,

０３５万２,７２１円の減となっております。内訳としましては、現金及び預金が

１,０６６万４０４円の減となったことによるものでございます。 

   その下、ローマ数字２の固定資産につきましては、１,７２６万９,３３３円で、

前期と比べまして、１０９万８,６３７円の減となっております。内訳としまして

は、ここ数年、減価償却費の計上を見送ってきましたが、あまり先送りしてしまい

ますと経営内容の実態とかけ離れてしまうことから、工具、器具、備品を減価償却

したところにより減となったものでございます。 

   次に、３ページをお願いいたします。 

   上の枠が負債の部でございますが、ローマ数字１の流動負債につきましては、２,

３５４万１,８２５円で、前期と比べまして３９８万２,０７０円の減となっており

ますが、この主な要因といたしましては、未払い金１６９万５３６円の減及び未払

い消費税等の１４９万７,１００円の減となったことが主な要因となっているとこ

ろでございます。 

   その下の段、ローマ数字２の固定負債につきましては、第２３期に、令和２年度

でございますが、新型コロナウイルスの感染症の影響によりまして、売上高の減少

に伴い資金繰りの懸念から、金融機関より２,０００万円を借り入れた分の返済が

令和３年度より開始となりまして、今年度５００万４,０００円を返済したための

減となっております。 

   その下の枠が純資産の部でございます。資本金や別途積立金に変わりはありませ

んが、ローマ数字１の株主資本が６７５万円９０１７円と、前期と比べまして２４

６万５,２８８円の減となっております。これは３の（２）の繰越利益剰余金につ

いて、前期のマイナス４,１２７万５,６９５円に、次の４ページの損益計算書をお

開きいただきまして、その一番下の行、当期純損失２４６万５,２８８円を加えた

額が、再度３ページに戻っていただきまして、マイナス４,３７４万９８３円とな



 

－138－ 

ったことによりまして、利益剰余金がマイナス２４６万５,２８８円に増加したこ

とによるものでございます。 

   純資産の部合計は６７５万９,０１７円で、構成比は１９.６％となっております。 

   第２７期は２ページ目の一番下の行の資産の部合計及び３ページの一番下の行の

負債・純資産の部合計ともに３,４４５万４,８４２円となっております。 

   次に、４ページをお願いいたします。損益計算書でございます。 

   ローマ数字１の売上高につきましては、１億６,３４１万４,７２２円となり、前

期より２６８万８,８１８円の減、前年度比１.６％の減となっております。売上高

の減少理由につきましては、人員不足により営業時間の短縮を余儀なくされ、レス

トランの売上高が前期と比べまして２２２万６,２２８円の減となったことが主な

要因となっております。 

   ローマ数字２の売上原価につきましては、２,１４３万１,５５５円となり、前期

より９１万６,３６９円の減となっております。内訳としましては、フロントの仕

入れ高が１１８万９,３９５円の減となったことが主な要因となっております。売

上高から売上原価を引いた売上総利益は、売上高が減少したことに伴いまして、１

億４,１９８万３,１６７円となり、前期より１７７万２,４４９円の減、前年度比

１.２％の減となっております。 

   その下、ローマ数字３の販売費及び一般管理費の合計は、１億４,７０８万２,４

７６円となっておりますが、その内訳は次の５ページをご覧ください。販売費及び

一般管理費の合計は前期より３０４万７,５４５円減少しており、主な要因といた

しましては、前社長の退任によりまして、役員報酬費で４２０万円減少いたしまし

たが、雑給の最低賃金引上げに伴う人件費が前期より３５２万４,６６３円の増や

電気料金の高騰により水道光熱費が前期より２５６万６,２０８円の増、及び、リ

ネンサプライ経費については自社での洗濯等によるコスト削減により、備品、消耗

品費につきましては前期より２１０万９,９２２円の減となったことによるもので

ございます。 

   １ページ戻っていただきまして、再度４ページのローマ数字３をご覧ください。 

   売上総利益からローマ数字３の販売費及び一般管理費を差し引いたものが営業利

益となりますが、今期はマイナス５０９万９,３０９円となっており、損失である

ため、営業損失として計上しております。損失額につきましては、前期より１２７

万５,０９６円減少しております。この営業損失からローマ数字４の営業外収益３

０７万９,４２６円を差し引き、ローマ数字５の営業外費用２５万５,８８２円を加

えたものが、中ほどにある経常利益となりますが、前期よりマイナスとなっており

ますので、経常損失２２７万５,７６５円として計上しております。 
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   次に、下から３行目の税引き前当期純損失から、下から２行目の法人税及び住民

税１８万９,５２３円を加えたものが一番下の当期純損失となりまして、当期は２

４６万５,２８８円の赤字となっております。 

   今期２７期につきましては、健全な経営を維持し、良質なサービスを安定的かつ

継続的に提供できるよう、懸命な経営努力を続けておりますが、近隣の温泉施設の

リニューアルオープンの影響もあり、入館者数も前期より約６,４００人減少した

状況でございます。加えまして、人件費の時給アップや水道光熱費の上昇に歯止め

がかからず、最終的には約マイナス２４６万円となり、第２７期につきましても赤

字となっております。 

   次に、６ページをお願いいたします。 

   開業しました。平成１０年度からの入館者数の推移を記載しております。令和６

年度の入館者数は１７万１,０２６人で前年度より６,４４１人の減となっておりま

す。 

   以上で、報告第４号、有限会社石段の郷中央の経営状況報告についての説明を終

わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、報告第４号、有限会社石段の郷中央の経営状況報告

についての報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 報告第５号 株式会社美里まちづくり公社の経営状況の報告について 

○議長（上田 孝君） 追加日程第１７、報告第５号、株式会社美里まちづくり公社

の経営状況の報告についての報告を求めます。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） 報告第５号でございます。システム内資料㉛を

お開きください。 

   報告第５号、株式会社美里まちづくり公社の経営状況の報告について 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３の３第２項の規定に基づき、株

式会社美里まちづくり公社の経営状況を別紙のとおり報告する。 

   令和７年９月８日提出 美里町長 上田泰弘 

   資料２ページをお開きください。監査結果報告書でございます。 

   令和７年５月２８日付で、髙田監査役、大西監査役のお二人から監査をいただき、

何ら相違ないことを確認しましたとの報告をいただいております。 

   資料１ページをお開きください。損益計算書でございます。 

   右端の欄をご覧ください。売上高は１,９６２万１,５０７円で、石橋サブレなど

物販が好調であったことと、行政や他団体からの委託事業も増えており、昨年比６
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８％増となっております。 

   一方、１つ下の行で、販売費及び一般管理費が１,７５５万８,３５１円となって

おり、昨年比１３２％増となっております。この要因は、地域おこし協力隊２名の

人件費や、ふるさと納税のＰＲを強化したことなどが要因でございます。 

［「３ページですか」と呼ぶ者あり］ 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） そうです。すみません。 

   ２つ下の行の４４８万３,１９２円に町からの補助金の４００万円が含まれてお

ります。当期純利益は５５万１,９０８円でございます。 

   資料１ページをお開きください。 

   失礼しました。資料の４ページをお開きいただけますでしょうか。販売費及び一

般管理費内訳書でございます。 

   昨年度と比較して大きく増加しておりますのが、上から３行目の協力隊経費５２

０万４３２円、６行目の業務委託費２８１万６,０００円でございます。増加要因

は先ほどご説明したとおりでございます。 

   続きまして、資料５ページをご覧ください。株主資本等変動計算書でございます。 

   資本金につきまして、１,０００万円で変更ございません。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、報告第５号、株式会社美里まちづくり公社の経営状

況の報告についての報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 議員派遣の件について 

○議長（上田 孝君） 日程第１８、議員派遣の件についてを議題とします。 

   お諮りします。㉜のとおり議員を派遣したいと思います。 

   また、派遣決議後に派遣内容の変更等がありました場合、及び次の議会までに新

たに派遣が必要となった場合等の判断は議長に一任していただきたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、別紙のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 

   また、派遣決議後に派遣内容の変更等がありました場合、及び次の議会までに新

たな派遣が必要となった場合等は議長に一任していただくことに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件について 

 日程第２０ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件について 
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○議長（上田 孝君） 日程第１９、各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の

件について、及び日程第２０、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の

件についてを一括して議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   よって、日程第１９及び日程第２０を一括して議題とすることに決定いたしまし

た。 

   日程第１９及び日程第２０を一括して議題といたします。 

   お諮りします。㉝の資料の各常任委員会委員長、議会運営委員会委員長から申出

のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長からの申出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

   以上で、本定例会に上程されました案件は全部議了しました。 

   したがいまして、会議規則第８条の規定により、閉会したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、本定例会は本日をもって閉会することに決定しました。 

   閉会に先立ち、上田町長に挨拶を求めます。 

   上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

   本定例会におきましても、提案させていただきました全ての議案においてご承認

をいただき誠にありがとうございます。 

   一般質問等でもございましたが、今回、美里町、８月１０日から１１日の豪雨で

非常に大きな被害を受けたところです。昨日、被災者生活再建支援制度、支援法に

基づく制度が美里町も適用されたというような報道がなされました。これからいろ

いろとひょっとしたらほかの制度あたりにも合致するような場面が出てくるかもし

れません。とは逆に、何でこれができないんだというようなことも出てくるかもし

れません。そのときは、また皆さんと相談させていただきながら、一緒になってで

すね、国あるいは県にも要望させていただければと思っているところでございます。

いずれにしましても、報告もさせていただきましたが、非常に甚大な被害となって

います。恐らく相当な予算、それから長い期間がかかるということが予想されます
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が、一日も早く住民の皆さんが安心して生活できるように、元の生活ができるよう

にですね、頑張っていきたいと思いますので、引き続き皆様からのご理解ご協力を

よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 

   まだまだ９月に入りましたが、暑い日が続きますので、どうかお体には十分ご自

愛をいただきまして、ご活躍いただきますようにご祈念申し上げまして、御礼の挨

拶とさせていただきます。大変お世話になりました。ありがとうございました。 

○議長（上田 孝君） 以上で、町長の挨拶を終わります。 

   それでは、これをもちまして、本日の会議を閉じ、令和７年第３回美里町議会定

例会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１時２１分 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名いたします。 

 

 

 

         美里町議会議長 

 

 

 

         美里町議会議員 

 

 

 

         美里町議会議員 


